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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

第１章 はじめに 

１．１．計画の策定目的・位置づけ 

諫早市都市計画マスタープラン（以下、「本計画」という。）は、都市計画法＊第 18 条の 2

の規定に基づき、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として諫早市（以下、「本市」

という。）が策定する計画です。 

本計画は、第 3次諫早市総合計画＊等の上位計画を踏まえ、本市の将来像や土地利用＊の方

針を明らかにするとともに、道路や公園、下水道等の都市施設＊、自然環境や景観、防災・減

災といったまちづくりに関する様々な分野における整備や保全の総合的な指針となるもので

す。 

当初のマスタープランは、平成 17年 3月 1日の 1市 5町（諫早市、多良見町、森山町、飯

盛町、高来町及び小長井町）の合併を機に、平成 20年 6月に策定しました。 

令和 2年 3月には、今日の社会情勢の大きな変化に加え、上位計画である第 2次諫早市総

合計画が平成 28年 3月に新たに策定されたことから、新たな都市計画・都市づくりの方針を

明らかにするため、前計画を改訂しました。その後、西九州新幹線の開業や島原道路の開通、

開発需要の増加に伴う市街化調整区域の土地利用のあり方などを踏まえ、本計画を一部改訂

することとしました。 

 

■図 １-１ 諫早市都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 はじめに 

１．１．計画の策定目的・位置づけ 

諫早市都市計画マスタープラン（以下、「本計画」という。）は、都市計画法＊第 18 条の 2

の規定に基づき、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として諫早市（以下、「本市」

という。）が策定する計画です。 

本計画は、第 2次諫早市総合計画＊等の上位計画を踏まえ、本市の将来像や土地利用＊の方

針を明らかにするとともに、道路や公園、下水道等の都市施設＊、自然環境や景観、防災・減

災といったまちづくりに関する様々な分野における整備や保全の総合的な指針となるもので

す。 

現行のマスタープランは、平成 17年 3月 1日の 1市 5町（諫早市、多良見町、森山町、飯

盛町、高来町及び小長井町）の合併を機に、平成 20年 6月に策定しました。 

現計画では、計画基準年度の平成 18年度（2006年度）から概ね 20年後の令和 7年（2025

年）を目標年次としていましたが、今日の社会情勢の大きな変化に加え、上位計画である総

合計画が平成 28年 3月に新たに策定されたことから、新たな都市計画・都市づくりの方針を

明らかにするため、本計画を策定することとしました。 

 

 

■図 １-１ 諫早市都市計画マスタープランの位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新計画に更新 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

改訂経緯を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：2ページ 

 

 

 

 

 

■都市計画（地域地区 、都市施設、市街地開発事業 、地区計画 等）

■地域まちづくり事業・その他まちづくり事業

第２次諫早市総合計画

 画

都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針（県）

（都市計画区域マスタープラン  ）

諫早市国土利用計画

諫早市都市計画
マスタープラン

　　　 　市民の意向
（市民アンケート調査・
　市民懇談会・パブリックコメント ）

諫早市各種関連計画
 市街地活性化／広域交通／
地域防災／環境福祉　等

諫早市まち・ひと・しごと創生総合戦略

諫早市長期人口ビジョン

＊ 
＊ 

＊ ＊ ＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

■都市計画（地域地区 、都市施設、市街地開発事業 、地区計画 等）

■地域まちづくり事業・その他まちづくり事業

第２次諫早市総合計画

 画

都市計画区域の整備、開発及び
保全の方針（県）

（都市計画区域マスタープラン  ）

諫早市国土利用計画

諫早市都市計画
マスタープラン

　　　 　市民の意向
（市民アンケート調査・
　市民懇談会・パブリックコメント ）

諫早市各種関連計画
 市街地活性化／広域交通／
地域防災／環境福祉　等

諫早市まち・ひと・しごと創生総合戦略

諫早市長期人口ビジョン

＊ 
＊ 

＊ ＊ 

＊ 
＊ 

＊ 

＊ 

＊ 

第３次諫早市総合計画 



－ 2 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

１．2．都市計画マスタープラン改訂の視点（前回） 

諫早市都市計画マスタープランの改訂は、現行のマスタープランを基本としつつ、新しい

社会経済状況や本市のまちづくりの取組・進捗等との整合を図るために、以下の 5つの視点

から行いました。 

 

視点１ 時代の潮流を踏まえた持続可能なまちづくり＊の視点を強化する！ 

 人口減少・高齢化の進展などに伴い、税収の減少や社会保障費の増大等による社会資本＊整備に

係る財政的制約がますます厳しくなることが想定されます。また、人口減少により中心市街地＊

の空洞化が懸念されるとともに、人口減少・高齢化の進展の著しい市街地近隣や中山間地域＊等

では、日常的な生活サービスの確保や共同施設の維持、生活の相互扶助等が困難となることが懸

念されます。 

こうした時代の潮流を踏まえ、都市・地域が相互に支え合い、都市・地域全体での社会・生活圏

の形成（定住環境づくりなど）や地域コミュニティ＊の維持などを目指した持続的なまちづくり

を計画的に進めるために、「コンパクト・プラス・ネットワーク＊」を意識した都市構造＊の考え

方について示しました。 

 

 また、近年の大規模災害の発生を教訓に、防災・減災に対する市民の関心がより一層高まってい

ます。 

こうした安全・安心社会＊を実現する市民の要請に対応するために、防災・減災を重視したまち

づくりの考え方について示しました。 

 

視点２ 新幹線開業などの新たな社会基盤の整備を契機としたまちづくりの視点を強化する！ 

 本市では、九州新幹線西九州ルート＊の開業に併せ、「諫早駅周辺整備事業」により快適な都市空

間＊を創出し、交流と活力を生み出す駅周辺のまちづくりを進めています。また、現在進められ

ている地域高規格道路＊「島原道路」の整備により、市街地の慢性的な交通混雑の緩和に加え、

産業の振興による地域の活性化や救急医療体制の強化が図られることが期待されます。さらに、

平成 30 年に本格着工した「本明川ダム建設事業」により治水対策＊のさらなる推進が期待され

るとともに、併せてダム周辺の地域振興に向けた整備が進められることとなっています。 

こうした本市のまちづくりの進捗や今後の動向を見据えながら、新たな社会基盤の整備を契機

によりいっそう地域の魅力を高めるまちづくりの考え方について示しました。 
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視点３ 諫早市が有するポテンシャルを最大限発揮するまちづくりの視点を強化する！ 

 本市は、三方を海に面し、多良山系の山並みやまちなかを潤す本明川、古くからの干拓事業＊によ

り創出された県下最大の穀倉地帯など、豊かな自然に恵まれながら発展してきました。市民の方

が誇れる本市の自然は、国内外の観光客を呼び込み、交流人口＊の増加や地域経済の発展に寄与

する貴重な資源となり得ます。 

こうした本市が有するポテンシャルを最大限に発揮し、地域資源＊を積極的に活用するま

ちづくりの考え方について示しました。 

 

 また、本市は、これまでも産業団地＊の形成による産業集積＊や、新しい住宅団地の近隣及び幹

線道路＊沿道への大型店舗の進出が見られるなど、交通の要衝としての立地特性を活かして商工

業のさらなる発展の可能性を有しています。 

こうした本市のポテンシャルを最大限に発揮し、まちの活力を保つための戦略的な産業拠

点及び商業拠点の形成を図るまちづくりの考え方について示しました。 

 

視点４ 「市民の声」をまちづくりに反映させる！ 

 本計画の策定にあたって実施した市民アンケート調査の結果を踏まえ、まちづくりの主役であ

る市民の声を計画に反映しました。 

 

視点５ 上位・関連計画との整合を図る！ 

 平成 20 年 10 月の都市計画マスタープラン策定後に新たに策定・改訂した上位・関連計画の内

容との整合を図りました。 
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１．３．都市計画マスタープランの構成 

本計画は、本市の現況（第 2 章）やまちづくりに関する市民の声（第 3 章）、将来都市像

（第 4章）を踏まえ、主に「全体構想」（第 5章）と「地域別構想」（第 6章）の 2層で構成

しており、それに実現化方策（第 7章）を加えたものとします。 

全体構想では、本市の将来都市像の実現に向けたまちづくりの方針を示しています。 

また、地域別構想では、本市を 11地域に区分した上で、それぞれの地域ごとに具体的な地

域づくりの方針を示します。 

 

■図 １-２ 諫早市都市計画マスタープランの構成 
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第７章 実現化方策

・協働のまちづくりの考え方 ・まちづくりの主体と役割
・まちづくりの手法・制度等の活用 ・まちづくりの推進について

第４章 将来都市像

◇ 都市活力
活力に満ちた持続可能なまちづくり

◇ 生活環境
市民が安全・快適に暮らせるまちづくり

◇ 自然・歴史・文化的環境
人の営みと自然・歴史・文化的環境が調和したまちづくり

◇ 市民主体
市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくり

まちづくりの基本的課題 まちづくりの基本的理念

将来フレーム ・対象地区の設定 ・目標年次の設定 ・目標人口の設定

目指すべき都市像 将来像 ： ひとと自然がきらめく県央交流都市

・ゾーン ・拠点 ・軸【将来都市構造】

活力みなぎる持続可能な都市空間の創出

ゆたかで安全・安心な生活環境の形成

自然環境との共生及び地域資源の有効活用

多様な主体が輝くまちづくり
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✧まちづくりＱ＆Ａ✧ 

Ｑ．そもそも「都市計画」って何ですか？ 
Ａ． 本市では、健全で秩序あるまちづくりを実現するために、土地利用や都市施設（道路、

公園、下水道など）の整備及び市街地の開発に関する一定の計画（これを「都市計画」
といいます。）を定めています。都市計画法は、これらの都市計画を実現するために必要
な事項を定めた法律です。 

都市計画法で定められている都市計画の内容を大別すると、以下の 3 つの柱から
成り立っています。 

 
①土地利用に関する計画 

土地の使い方に関して、大枠を決める仕組み（区域区分＊、用途地域＊等）から、きめ
細かなまちづくりを行うための仕組み（地区計画等）まで、数多くの制度があり、それ
らを組み合わせて活用することにより、地域のルールが作られています。 
 

②都市施設の整備に関する計画 
都市施設とは、円滑な都市活動＊と良好な都市環境を確保するとともに将来の土地利

用や交通体系等が調和したまちづくりを進めるため、都市計画区域＊において適切な規
模を適正に配置するもので、道路、公園、下水道等の位置や構造を都市計画で定めます。 
 

③市街地開発事業に関する計画 
都市計画で定められた土地利用計画を計画的に誘導し、秩序ある市街地を形成するた

めに、都市施設の整備に合わせて良好な住環境を確保するために、面的な広がりをもっ
た区域で総合的、一体的に行われる事業（土地区画整理事業＊、市街地再開発事業＊等）
を都市計画で定めます。 

 
本市は、都市計画法に基づき、市域を市街化区域＊、市街化調整区域＊、都市計画区域

外の 3つに区域分けして、それぞれの区域に応じた特色あるまちづくりを目指していま
す。 
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図の市街化区域を変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

第２章 諫早市の現状 

２．１．自然的条件・歴史的条件 

（１）位置・地勢 

本市は、長崎県南部の中央に位置し、東は雲仙市、西は長崎市と長与町、北は大村市と佐

賀県太良町に隣接しています。本市の行政区域＊の面積は 341.79km2で、県下では 5番目に大

きく、長崎県の約 8％を占めています。 

干潟の有明海、内海の大村湾、外海の橘湾という特性の異なる 3つの海に面し、美しくそ

びえる多良山系の山々や市の中央部を流れる県内唯一の一級河川である本明川、その下流に

は広大な干拓地＊があり、豊かで多様な自然環境に恵まれています。 

また、市内には長崎自動車道や 4本の国道、JR（西九州新幹線、長崎本線、大村線）、島原

鉄道が通っており、長崎市、島原半島、長崎県北部、佐賀県を結ぶ交通の要衝となっていま

す。 

都市計画区域については、諫早市及び長崎市、時津町、長与町からなる長崎都市計画区域

を構成しています。 

 

■図 ２-１ 諫早市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 
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■図 ２-１ 諫早市の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言追加 

 

 

 

 

 

図 ２-１：西九州新幹線を追加 

図の一部修正 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■図 ２-２ 長崎県内の都市計画区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ２-２ 長崎県内の都市計画区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県ホームページ（一部加筆） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規に画像を作成 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）歴史・文化 

本市のもととなる「伊佐早村」は、鎌倉時代（1197年）頃の作とされる『八幡宇佐宮御神

領大鏡』という文書で初めて登場しました。 

鎌倉時代の末期（1330年）のころから干拓が行われてきたと言われており、時代とともに

干拓が進み、今の諫早平野が形成されました。 

江戸時代には「佐賀藩諫早領」（概ね現在の諫早市（一部は大村藩）、長崎市・佐賀県の一

部）となりました。領内には長崎街道の宿場や番所が置かれ、多良海道、島原街道の分岐点

に位置するなど、交通の要衝として重要な役割を果たしてきました。 

昭和 32 年に近代日本水害史の中でも、特に大きな惨事として記録に刻まれている諫早大

水害に見舞われました。災害直後から旧建設省による災害復旧対策が行われました。また、

破壊された市街地も長崎県や諫早市による都市計画事業＊による復興が進められ、県央地域

の中心都市として大きく成長し、現在に至っています。 

大水害からの復興後、大規模住宅団地＊の形成や「諫早中核工業団地」への企業群の進出な

ど、着実に歩みを進めています。 

そして、平成 17年 3月 1日に、諫早市、西彼杵郡多良見町、北高来郡森山町、北高来郡飯

盛町、北高来郡高来町及び北高来郡小長井町の 1市 5町が合併し、現在の諫早市となりまし

た。 

令和 4年 9月には、長崎市（長崎駅）と武雄市（武雄温泉駅）を結ぶ西九州新幹線が開業

するとともに、景気浮揚を目的とした交流人口の増加を目指し、諫早駅周辺の整備など更な

る交通結節改善や環境整備が行われました。 

 

■図 ２-３ 西九州新幹線のルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県 HP 

（２）歴史・文化 

本市のもととなる「伊佐早村」は、鎌倉時代（1197年）頃の作とされる『八幡宇佐宮御神

領大鏡』という文書で初めて登場しました。 

鎌倉時代の末期（1330年）のころから干拓が行われてきたと言われており、時代とともに

干拓が進み、今の諫早平野が形成されました。 

江戸時代には「佐賀藩諫早領」（概ね現在の諫早市（一部は大村藩）、長崎市・佐賀県の一

部）となりました。領内には長崎街道の宿場や番所が置かれ、多良海道、島原街道の分岐点

に位置するなど、交通の要衝として重要な役割を果たしてきました。 

昭和 32 年に近代日本水害史の中でも、特に大きな惨事として記録に刻まれている諫早大

水害に見舞われました。災害直後から旧建設省による災害復旧対策が行われました。また、

破壊された市街地も長崎県や諫早市による都市計画事業＊による復興が進められ、県央地域

の中心都市として大きく成長し、現在に至っています。 

大水害からの復興後、大規模住宅団地＊の形成や「諫早中核工業団地」への企業群の進出な

ど、着実に歩みを進めています。 

そして、平成 17年 3月 1日に、諫早市、西彼杵郡多良見町、北高来郡森山町、北高来郡飯

盛町、北高来郡高来町及び北高来郡小長井町の 1市 5町が合併し、現在の諫早市となりまし

た。 

今後、長崎市（長崎駅）と福岡市（博多駅）を結ぶ九州新幹線西九州ルートの開業が予定

されており、景気浮揚を目的とした交流人口の増加を目指し、諫早駅周辺の整備など更なる

交通結節改善や環境整備を進めています。 

 

■図 ２-３ 九州新幹線西九州ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：要望書 長崎県市長会資料（令和元年 9月）（一部加工） 
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２．１．人口等 

（１）人口等の推移 

本市の人口は、平成 12年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあり、令和 2年

時点で 133,852人となっています。 

年代別人口の推移をみると、年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少が

続いており、平成 2年から令和 2年までの 30年間で、年少人口は 11,818人（約 40％）の減

少、生産年齢人口は 15,339人（約 17％）の減少となっています。一方、老年人口（65歳～）

は一貫して増加しており、平成 12年には年少人口を上回るなど、少子高齢化が進行していま

す。高齢化率（総人口に対する老年人口の割合）は、平成 2年から令和 2年にかけて約 2倍

に増加し、令和 2年時点で 30.6％となっています。 

 

■図 ２-４ 総人口及び年代別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．１．人口等 

（１）人口等の推移 

本市の人口は、平成 12 年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあり、平成 27

年時点で 138,078人となっています。 

年代別人口の推移をみると、年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は減少が

続いており、平成 2 年から平成 27 年までの 25 年間で、年少人口は 10,821 人（約 36％）の

減少、生産年齢人口は 8,691 人（約 10％）の減少となっています。一方、老年人口（65 歳

～）は一貫して増加しており、平成 12年には年少人口を上回るなど、少子高齢化が進行して

います。高齢化率（総人口に対する老年人口の割合）は、平成 2年から平成 27年にかけて約

2倍に増加し、平成 27年時点で 27.1％となっています。 

 

■図 ２-４ 総人口及び年代別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-４：R2追加 

縦横比を変更し、数値が見えるよう 

に修正 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

都市計画区域の人口の推移をみると、平成 17年以降減少に転じています。 

 

都市計画区域のうち、市街化区域の人口は、平成 22 年に一旦は減少しましたが、平成 27

年には増加に転じ、その後令和 2年には、減少に転じています。市街化調整区域の人口は、

平成 12 年から平成 22 年にかけては横ばいで推移していましたが、平成 27 年には減少に転

じています。 

都市計画区域外の人口は、平成 12年以降一貫して減少しています。 

 

■図 ２-５ 区域区分別（都市計画区域・都市計画区域外）の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

人口集中地区（DID）＊の推移をみると、人口は平成 7年をピークに減少傾向にあり、令和

2年時点で 57，755人（総人口の約 43％）となっています。人口密度は平成 2年以降減少が

続いており、令和 2年時点で 48.4人/haとなっています。 

 

■図 ２-６ 人口集中地区（DID）の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和 2年度の人口密度は、令和 2年に上山公園や貝津工業団地等の居住地の少ない区域が拡大されている 

ため、平成 27年の DID面積により算出した補正値を採用している。 

資料：国勢調査、国土数値情報 

都市計画区域の人口の推移をみると、平成 17年から平成 22年にかけて一旦は減少に転じ

ましたが、平成 27年には再び増加に転じています。 

都市計画区域のうち、市街化区域の人口は、平成 22 年に一旦は減少しましたが、平成 27

年には増加に転じ、長期的には増加傾向にあります。一方、市街化調整区域の人口は、平成

12年から平成 22年にかけては横ばいで推移していましたが、平成 27年には減少に転じてい

ます。 

都市計画区域外の人口は、平成 12年以降一貫して減少しています。 

 

■図 ２-５ 区域区分別（都市計画区域・都市計画区域外）の人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

人口集中地区（DID）＊の推移をみると、人口は平成 7年をピークに減少傾向にあり、平成

27年時点で 60,568人（総人口の約 44％）となっています。人口密度は平成 2年以降減少が

続いており、平成 27年時点で 50.7人/haとなっています。 

 

■図 ２-６ 人口集中地区（DID）の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：国勢調査、国土数値情報 
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図 ２-５：R2追加 
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数値等の時点修正 

 

 

図 ２-６：R2追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記の追加→文言修正 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

中心市街地内の人口の推移をみると、諫早市全体で人口が減少する中、平成 20年以降 3,400

人～3,500人台を維持しています。 

 

一方で、中心市街地内のアエル中央商店街の歩行者通行量をみると、平成 20年は 8,920人

でしたが、平成 25 年以降は 6 千人台まで減少し、令和元年には 4 千人台に割り込んでいま

す。 

 

■図 ２-７ 中心市街地の人口及び歩行者通行量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中心市街地の人口：諫早市中心市街地活性化基本計画区域内の人口（各年 10月 1日住民基本台帳） 

※中心市街地の歩行者通行量：アエル中央商店街アーケード内を通行する歩行者、自転車の数（毎年 11

月の平日） 

 

資料：諫早市中心市街地活性化基本計画、 

令和元年度 認定中心市街地活性化基本計画のフォローアップに関する報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心市街地内の人口の推移をみると、諫早市全体で人口が減少する中、平成 23年から平成

28 年までは 3,500 人台を維持していましたが、平成 29 年は 3,500 人を割り込み、若干の減

少となりました。 

一方で、中心市街地内のアエル中央商店街の歩行者通行量をみると、平成 20年は 8,920人

でしたが、平成 25年以降は 6千人台まで減少し、平成 29年には 5千人台に割り込んでいま

す。 

 

■図 ２-７ 中心市街地の人口及び歩行者通行量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※中心市街地の人口：諫早市中心市街地活性化基本計画区域内の人口（各年 10月 1日住民基本台帳） 

※中心市街地の歩行者通行量：アエル中央商店街アーケード内を通行する歩行者、自転車の数（毎年 11

月の平日） 

 

資料：諫早市中心市街地活性化基本計画、 

平成 30年度 認定中心市街地活性化基本計画のフォローアップに関する報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

図 ２-７：R1追加 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）転入・転出 

平成 27年から令和 2年にかけての転入・転出をみると、男女ともに 15～24歳の年齢層が

転出超過となっており、特に 20～24歳の転出超過が顕著です。その他の年齢層は転入超過が

多くなっており、男女ともに 25～49歳の転入が多くなっています。 

 

■図 ２-８ 転入・転出（H27～R2 左：諫早市、右：8市町合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2年国勢調査 

 

※＋（プラス）は転入超過、－（マイナス）は転出超過を示します。 

※8市町は、本市と長崎都市計画区域を構成する「長崎市」、「時津町」、「長与町」、県央地域を構成し北側

に隣接する「大村市」、東側に隣接する「雲仙市」を含む、島原地域（「島原市」、「南島原市」）の 6 市

2町を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）転入・転出 

平成 22 年から平成 27 年にかけての転入・転出をみると、男女ともに 15～24 歳の年齢層

が転出超過となっており、特に 20～24歳の転出超過が顕著です。その他の年齢層は転入超過

となっており、男女ともに 25～49歳の転入が多くなっています。 

 

■図 ２-８ 転入・転出（H22～H27 左：諫早市、右：8市町合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年国勢調査 

 

※＋（プラス）は転入超過、－（マイナス）は転出超過を示します。 

※8市町は、本市と長崎都市計画区域を構成する「長崎市」、「時津町」、「長与町」、県央地域を構成し北側

に隣接する「大村市」、東側に隣接する「雲仙市」を含む、島原地域（「島原市」、「南島原市」）の 6 市

2町を対象としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

図 ２-８：R2に変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

平成 27年から令和 2年にかけての人口の転入元をみると、長崎市が 2,511人で最も多く、

全転入者の 19.1％を占めています。長崎市に次いでは、大村市（960人）、雲仙市（780人）

の順となっており、隣接市からの転入が多くなっていますが、佐世保市からも隣接市と同程

度の転入があります。 

一方、平成 27 年から令和 2 年にかけての人口の転出先をみると、転入と同様に長崎市が

1,950人で最も多く、全転出者の 15.2％を占めています。長崎市に次いでは、大村市（1,770

人）、佐世保市（576人）の順となっています。 

転入と転出を合わせてみると、本市は、大村市以外の市町に対しては転入超過となってい

ますが、大村市に対しては 810人の転出超過となっています。 

 

■図 ２-９ 諫早市への転入元・転出先 

転入（H27～R2）              転出（H27～R2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 2年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年から平成 27 年にかけての人口の転入元をみると、長崎市が 2,826 人で最も多

く、全転入者の 19.5％を占めています。長崎市に次いでは、大村市（1,160人）、雲仙市（1,126

人）の順となっており、隣接市からの転入が多くなっていますが、佐世保市からも隣接市と

同程度の転入があります。 

一方、平成 22年から平成 27年にかけての人口の転出先をみると、転入と同様に長崎市が

2,105人で最も多く、全転出者の 15.8％を占めています。長崎市に次いでは、大村市（1,667

人）、佐世保市（654人）の順となっています。 

転入と転出を合わせてみると、本市は、大村市以外の市町に対しては転入超過となってい

ますが、大村市に対しては 507人の転出超過となっています。 

 

■図 ２-９ 諫早市への転入元・転出先 

転入（H22～H27）             転出（H22～H27） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-９：R2に変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２．３．産業構造 

（１）事業所数・従業者数 

本市における民間の事業所数は、平成 16年から 6,200事業所程度で推移していましたが、

平成 23年に 5,900事業所程度まで減少し、令和 3年時点で 5,982事業所となっています。 

従業者数は、平成 23年に一旦は減少しましたが、長期的には増加傾向にあり、令和 3年時

点で 61,285人となっています。 

 

■図 ２-１０ 民間の事業所推移数及び従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※調査対象は国内に所在するすべての事業所 

※H16は、旧市町の合計値 

資料：事業所・企業統計調査、経済センサス 

 

（２）産業別生産額 

本市の生産額は、令和 4年時点で 7,195億円となっています。産業別にみると、製造業の

占める割合が 46.7％で最も高く、次いで、サービス業（24.5％）、卸売・小売業（8.9％）の

順となっています。8 市町全体と比較すると、製造業の割合が高く、その他の産業の割合が

低くなっています。 

 

■図 ２-１１ 産業別生産額（R4）      ■図 ２-１２ 8市町全体の産業別生産額（R4） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町民経済計算推計結果          資料：市町民経済計算推計結果 

２．３．産業構造 

（１）事業所数・従業者数 

本市における民間の事業所数は、長期的に減少傾向にありますが、平成 23 年から平成 26

年にかけては増加に転じており、平成 26年時点で 6,012事業所となっています。 

従業者数は、平成 23年に一旦は減少しましたが、長期的には増加傾向にあり、平成 26年

時点で 59,226人となっています。 

 

■図 ２-１０ 民間の事業所推移数及び従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※調査対象は国内に所在するすべての事業所 

※H16は、旧市町の合計値 

資料：事業所・企業統計調査、経済センサス 

 

（２）産業別生産額 

本市の生産額は、平成 26年時点で 4,354億円となっています。産業別にみると、製造業の

占める割合が 29.5％で最も高く、次いで、サービス業（26.0％）、不動産業（12.3％）の順と

なっています。8 市町全体と比較すると、製造業の割合が高く、その他の産業の割合が低く

なっています。 

 

■図 ２-１１ 産業別生産額（H26）      ■図 ２-１２ 8市町全体の産業別生産額（H26） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町民経済計算推計結果          資料：市町民経済計算推計結果 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１０：H28、R3追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１１：R4に変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（３）観光 

本市への観光客延数は、コロナ禍（令和 2年～）に大きく減少しましたが、その後増加傾

向で推移しており、令和 5年時点では、223.1万人まで回復しています。 

観光客延数の内訳をみると、宿泊客数と日帰り客数の比率は概ね同程度で推移しています

が、コロナ禍以降、宿泊客数の割合がやや増加傾向にあります。 

観光消費額については、観光客延数に比例しており、令和 5 年時点で 9,942.3 百万円と

なっています。 

 

■図 ２-１３ 観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県観光統計 

 

■図 ２-１４ 観光消費額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県観光統計 

 

 

 

（３）観光 

本市への観光客延数は、増減を繰り返しながらも概ね増加傾向で推移していましたが、平

成 27年から平成 28年にかけては減少し、平成 28年時点で 251.9万人となっています。 

観光客延数の内訳をみると、宿泊客数と日帰り客数の比率は概ね同程度で推移しています

が、日帰り客数の割合がやや増加傾向にあります。 

観光消費額については、観光客延数に比例しており、平成 28 年時点で 10,480.4 百万円

となっています。 

 

■図 ２-１３ 観光客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県観光統計 

 

■図 ２-１４ 観光消費額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県観光統計 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１３：H19～H25削除、H29～R5

追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１４：H19～H25削除、H29～R5

追加 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２．４．土地利用・建物利用 

（１）土地利用規制 

１）市全体の土地利用規制 

本市の都市計画区域は、市域中部の 9,689ha（市全体の 28.3％）に指定されています。 

都市計画区域以外の土地利用規制についてみると、本市には、農用地区域＊、国有林＊、保

安林＊、地域森林計画対象民有林＊、自然公園地域＊、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒

区域＊が指定されています。 

農用地区域は、干拓地や山間部を中心に広く指定されています。 

国有林は多良岳山頂周辺の一部、保安林は多良岳周辺の広い地域に指定されています。 

地域森林計画対象民有林は、市域の広い範囲に指定があり、一部が市街化区域にかかって

います。 

自然公園地域は、保安林と同様に、多良岳周辺の地域や琴ノ尾岳周辺の地域に指定されて

います。 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は、市域の南部や北東部を中心に多数指定され

ています。 

 

■図 ２-１５ 法規制状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 

 

２．４．土地利用・建物利用 

（１）土地利用規制 

１）市全体の土地利用規制 

本市の都市計画区域は、市域中部の 9,689ha（市全体の 28.3％）に指定されています。 

都市計画区域以外の土地利用規制についてみると、本市には、農用地区域＊、国有林＊、保

安林＊、地域森林計画対象民有林＊、自然公園地域＊、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒

区域＊が指定されています。 

農用地区域は、干拓地や山間部を中心に広く指定されています。 

国有林は多良岳山頂周辺の一部、保安林は多良岳周辺の広い地域に指定されています。 

地域森林計画対象民有林は、市域の広い範囲に指定があり、一部が市街化区域にかかって

います。 

自然公園地域は、保安林と同様に、多良岳周辺の地域や琴ノ尾岳周辺の地域に指定されて

います。 

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域は、市域の南部や北東部を中心に多数指定され

ています。 

 

■図 ２-１５ 法規制状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１５：ベース図更新、土砂災害

計画域を R6に変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）都市計画区域内の土地利用規制 

本市の都市計画区域は、9,689ha（市全体の 28.3％）に指定され、そのうち市街化区域が

2,325ha（都市計画区域の 24.0％）、市街化調整区域が 7,364ha（76.0％）となっています。 

市街化区域に指定されている用途地域は、第 1種低層住居専用地域が 722ha で最も多く、

次いで、第 1種住居地域（525ha）・準工業地域（351ha）・工業専用地域（261ha）の順とな

っています。用途地域のうち、準工業地域の全域に特別用途地区＊（大規模集客施設制限地

区）、商業地域の一部に準防火地域＊が指定されています。 

その他の地域地区としては、高度利用地区＊が 3 箇所、風致地区＊が 4 箇所、臨港地区＊が

1箇所指定されています。 

 

■図 ２-１６ 地域地区指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表 ２-１ 地域地区等の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２種低層住居専用地域、田園住居地域は、市内に指定なし 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査 

２）都市計画区域内の土地利用規制 

本市の都市計画区域は、9,689ha（市全体の 28.3％）に指定され、そのうち市街化区域が

2,288ha（都市計画区域の 23.6％）、市街化調整区域が 7,401ha（76.4％）となっています。 

市街化区域に指定されている用途地域は、第 1種低層住居専用地域が 735haで最も多く、

次いで、第 1種住居地域（512ha）・準工業地域（357ha）・工業専用地域（261ha）の順となっ

ています。用途地域のうち、準工業地域の全域に特別用途地区＊（大規模集客施設制限地区）、

商業地域の一部に準防火地域＊が指定されています。 

その他の地域地区としては、高度利用地区＊が 3 箇所、風致地区＊が 4 箇所、臨港地区＊が

1箇所指定されています。 

 

■図 ２-１６ 地域地区指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■表 ２-１ 地域地区等の面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査＊、 

長崎県ホームページ（数字で見る長崎県の都市計画（2019年 4月閲覧）） 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１７：R6に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２-１：R6に更新 

庁内照会結果の反映 

一部数値修正 
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 箇所名 面積（ha） 最終決定年月日
2,288.0 平成26年10月17日
7,401.0 〃
9,689.0 昭和50年7月1日

第1種低層住居専用地域 735.0 平成28年12月19日
第2種低層住居専用地域 － －
第1種中高層住居専用地域 137.0 平成28年12月19日
第2種中高層住居専用地域 34.0 〃
第1種住居地域 512.0 〃
第2種住居地域 34.0 〃
準住居地域 63.0 〃
近隣商業地域 28.0 〃
商業地域 74.0 〃
準工業地域 357.0 〃
工業地域 53.0 〃
工業専用地域 261.0 〃

357.0 平成28年12月19日
高城地区 0.6 平成6年10月25日
栄町東西街区 0.8 平成29年7月25日
諫早駅東地区 1.9 平成28年8月23日

47.3 昭和38年12月28日
裏山 4.5 昭和12年12月14日
御館山 43.5 昭和12年12月14日
上山 133.9 平成25年7月29日
金比羅岳 89.5 昭和12年12月14日
久山港 3.7 平成19年4月3日臨港地区

特別用途地区

高度利用地区

準防火地域

風致地区

地域地区名

用
途
地
域

市街化区域
市街化調整区域
都市計画区域

箇所名 面積（ha） 最終決定年月日
2,325.0 令和6年3月8日
7,364.0 〃
9,689.0 平成26年10月17日

第1種低層住居専用地域 722.0 令和6年3月8日
第1種中高層住居専用地域 115.0 令和6年3月8日
第2種中高層住居専用地域 56.0 〃
第1種住居地域 525.0 〃
第2種住居地域 28.0 〃
準住居地域 63.0 〃
近隣商業地域 37.0 〃
商業地域 74.0 〃
準工業地域 351.0 〃
工業地域 93.0 〃
工業専用地域 261.0 〃

351.0 令和3年6月28日
高城地区 0.6 平成6年10月25日
栄町東西街区 0.8 平成29年7月25日
諫早駅東地区 1.9 平成28年8月23日

47.3 昭和38年12月28日
裏山 4.5 平成27年2月6日
御館山 43.5 平成27年2月6日
上山 134.0 平成27年2月6日
金比羅岳 89.5 平成27年2月6日
久山港 3.7 平成19年4月3日

地域地区名
市街化区域
市街化調整区域
都市計画区域

用
途
地
域

特別用途地区

高度利用地区

準防火地域

風致地区

臨港地区

表2-1 地域地区等の面積
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）土地利用現況 

１）土地利用の不況 

市全体の土地利用の分布をみると、建物用地は、諫早駅を中心とした市街化区域内に広く

分布し、市街地を形成しています。市街化区域外では、鉄道駅周辺や国県道沿道を中心に、

建物用地がある程度まとまって点在しています。北部と南部の広い範囲は森林となってお

り、有明海に面した干拓地は農地が広がっています。 

 

■図 ２-１７ 土地利用の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 土地利用細分（100m）メッシュデータ（令和 3年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）土地利用現況 

１）土地利用の不況 

市全体の土地利用の分布をみると、建物用地は、諫早駅を中心とした市街化区域内に広く

分布し、市街地を形成しています。市街化区域外では、鉄道駅周辺や国県道沿道を中心に、

建物用地がある程度まとまって点在しています。北部と南部の広い範囲は森林となってお

り、有明海に面した干拓地は農地が広がっています。 

 

■図 ２-１７ 土地利用の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数値情報 土地利用細分（100m）メッシュデータ（平成 28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１７：R3に更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

都市計画区域内の土地利用の分布をみると、住宅用地は、市街化区域内では鉄道駅周辺や

国県道沿道を中心に広く分布しており、市街化調整区域では山間部の河川沿いや谷筋にまと

まった集落が点在しています。商業用地は、鉄道駅周辺や国県道沿道に立地しています。工

業用地は、長崎自動車道の諫早 ICに近い諫早中核工業団地に大規模な集積がみられます。 

農地のうち、田は、有明海に面した干拓地に広がっており、その他は、山間部の河川沿い

や谷筋に点在しています。畑は、北部の山間部に集積がみられるほか、集落地周辺に点在し

ています。 

 

■図 ２-１８ 土地利用の分布（都市計画区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画区域内の土地利用の分布をみると、住宅用地は、市街化区域内では鉄道駅周辺や

国県道沿道を中心に広く分布しており、市街化調整区域では山間部の河川沿いや谷筋にまと

まった集落が点在しています。商業用地は、鉄道駅周辺や国県道沿道に立地しています。工

業用地は、長崎自動車道の諫早 ICに近い諫早中核工業団地に大規模な集積がみられます。 

農地のうち、田は、有明海に面した干拓地に広がっており、その他は、山間部の河川沿い

や谷筋に点在しています。畑は、北部の山間部に集積がみられるほか、集落地周辺に点在し

ています。 

 

■図 ２-１８ 土地利用の分布（都市計画区域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１８：R6に更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）都市計画区域内の土地利用現況 

市街化区域の土地利用をみると、都市的土地利用＊が 1,876.0ha（80.7％）、自然的土地利

用＊が 449.0ha（19.3％）と市街化が進展しており、田畑などの開発可能な用地は少なくなっ

ています。最も多い土地利用は、住宅用地 701.2ha（30.2％）であり、次いで、道路用地 362.9ha

（15.6％）・商業用地 174.9ha（7.5％）の順となっています。 

用途地域別に見ると、住居系用途地域では、中高層住居専用地域で自然的土地利用が比較

的多くなっていますが、これは、諫早西部団地開発事業が現在整備中であることや、風致地

区に指定し保全している森林等があるためであり、これらを除けば高い比率で都市的土地利

用が進んでいます。工業専用地域を除く商業系・工業系の用途地域は、都市的土地利用が 9

割近くを占めるなど市街化が進んでいます。工業専用地域は工業用地のほか、4 割が自然的

土地利用であるが残地森林＊の配置義務によるものであり、有効に土地利用は図られていま

す。 

住宅用地についてみると、第 2種住居地域及び準住居地域を除く住居系用途地域で約 4割

を占めており、商業系用途地域や準工業地域では約 2割、工業地域では約 1割となっていま

す。 

商業用地は、第 2種住居地域や準住居地域、商業系用途地域で約 2割を占めています。ま

た、工業地域では商業用地が約 3割を占めており、工業用地よりも多い状況です。 

工業用地は、大部分が工業専用地域に集中しています。 

一方、市街化調整区域の土地利用をみると、自然的土地利用が 5,992.2ha（81.4％）、都市

的土地利用が 1,371.8ha（18.6％）と、自然的土地利用が大部分を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）都市計画区域内の土地利用現況 

市街化区域の土地利用をみると、都市的土地利用＊が 1,807.7ha（79.0％）、自然的土地利

用＊が 480.3ha（21.0％）と市街化が進展しており、田畑などの開発可能な用地は少なくなっ

ています。最も多い土地利用は、住宅用地 708.5ha（31.0％）であり、次いで、道路用地 344.4ha

（15.1％）・山林 188.8a（8.3％）の順となっています。 

用途地域別に見ると、住居系用途地域では、中高層住居専用地域で自然的土地利用が比較

的多くなっていますが、これは、グリーンヒルズいさはや西部台が現在整備中であることや、

風致地区に指定し保全している森林等があるためであり、これらを除けば高い比率で都市的

土地利用が進んでいます。工業専用地域を除く商業系・工業系の用途地域は、都市的土地利

用が 9 割近くを占めるなど市街化が進んでいます。工業専用地域は工業用地のほか、4 割が

自然的土地利用であるが残地森林＊の配置義務によるものであり、有効に土地利用は図られ

ています。 

住宅用地についてみると、第 2種住居地域及び準住居地域を除く住居系用途地域で約 4割

を占めており、商業系用途地域や準工業地域では約 2割、工業地域では約 1割となっていま

す。 

商業用地は、第 2種住居地域や準住居地域、商業系用途地域で約 2割を占めています。ま

た、工業地域では商業用地が約 3割を占めており、工業用地よりも多い状況です。 

工業用地は、大部分が工業専用地域に集中しています。 

一方、市街化調整区域の土地利用をみると、自然的土地利用が 6,133.9ha（82.9％）、都市

的土地利用が 1,267.1ha（17.1％）と、自然的土地利用が大部分を占めています。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■表 ２-２ 土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２種低層住居専用地域、田園住居地域は、市内に指定なし 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査 

 

■図 ２-１９ 土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２種低層住居専用地域、田園住居地域は、市内に指定なし 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

■表 ２-２ 土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査 

 

■図 ２-１９ 土地利用現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２-２：R6に更新 

庁内照会結果の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１９：R6に更新 

庁内照会結果の反映 
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（上段：面積（ha）、下段：構成比）
土地利用

用途地域
田 畑 山林 水面

その他の
自然地

住宅用地 商業用地 工業用地
公的公益

用地
道路用地

交通施設
用地

公共空地
その他の

空地
22.0 89.6 188.8 39.2 140.7 480.3 708.5 157.1 139.0 140.0 344.4 28.6 171.4 118.7 1,807.7 2,288.0
1.0 3.9 8.3 1.7 6.1 21.0 31.0 6.9 6.1 6.1 15.1 1.3 7.5 5.2 79.0 100.0
5.1 49.2 35.1 5.7 45.4 140.5 307.2 4.3 0.7 43.4 108.6 1.3 114.4 14.6 594.5 735.0
0.7 6.7 4.8 0.8 6.2 19.1 41.8 0.6 0.1 5.9 14.8 0.2 15.6 2.0 80.9 100.0

0.0 4.5 24.6 1.1 13.3 43.5 51.3 0.9 0.1 10.5 15.7 0.2 4.6 10.2 93.5 137.0
0.0 3.3 18.0 0.8 9.7 31.8 37.4 0.7 0.1 7.7 11.5 0.1 3.4 7.4 68.2 100.0
1.1 4.4 2.1 0.5 1.9 10.0 13.0 1.3 0.1 3.8 4.9 0.5 0.0 0.4 24.0 34.0
3.2 12.9 6.2 1.5 5.6 29.4 38.2 3.8 0.3 11.2 14.4 1.5 0.0 1.2 70.6 100.0
8.2 23.1 28.4 8.0 24.8 92.5 211.1 17.3 1.7 44.4 71.6 6.8 41.9 24.7 419.5 512.0
1.6 4.5 5.5 1.6 4.8 18.1 41.2 3.4 0.3 8.7 14.0 1.3 8.2 4.8 81.9 100.0
0.0 0.4 0.1 0.4 2.9 3.8 5.6 6.5 0.0 9.2 6.8 0.9 0.3 0.9 30.2 34.0
0.0 1.2 0.3 1.2 8.5 11.2 16.5 19.1 0.0 27.1 20.0 2.6 0.9 2.6 88.8 100.0
0.2 1.4 0.7 0.8 4.0 7.1 16.0 11.5 1.1 3.7 19.2 2.1 0.3 2.0 55.9 63.0
0.3 2.2 1.1 1.3 6.3 11.3 25.4 18.3 1.7 5.9 30.5 3.3 0.5 3.2 88.7 100.0
0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.6 7.3 6.6 0.7 1.4 6.4 0.3 0.2 4.5 27.4 28.0
0.0 0.4 0.0 0.7 1.1 2.1 26.1 23.6 2.5 5.0 22.9 1.1 0.7 16.1 97.9 100.0
0.0 0.0 0.2 4.2 6.4 10.8 18.7 12.2 0.4 7.7 15.4 2.9 0.9 5.0 63.2 74.0
0.0 0.0 0.3 5.7 8.6 14.6 25.3 16.5 0.5 10.4 20.8 3.9 1.2 6.8 85.4 100.0
6.2 5.9 8.0 15.3 19.3 54.7 72.8 72.7 22.0 10.3 69.6 12.3 5.1 37.5 302.3 357.0
1.7 1.7 2.2 4.3 5.4 15.3 20.4 20.4 6.2 2.9 19.5 3.4 1.4 10.5 84.7 100.0
1.2 0.6 0.1 1.3 1.9 5.1 5.4 15.0 4.0 0.0 5.7 1.3 0.0 16.5 47.9 53.0
2.3 1.1 0.2 2.5 3.6 9.6 10.2 28.3 7.5 0.0 10.8 2.5 0.0 31.1 90.4 100.0
0.0 0.0 89.5 1.7 20.5 111.7 0.1 8.8 108.2 5.6 20.5 0.0 3.7 2.4 149.3 261.0
0.0 0.0 34.3 0.7 7.9 42.8 0.0 3.4 41.5 2.1 7.9 0.0 1.4 0.9 57.2 100.0

1,063.1 722.5 3,410.1 193.2 745.0 6,133.9 302.4 72.8 52.0 147.4 378.0 12.6 39.7 262.2 1,267.1 7,401.0
14.4 9.8 46.1 2.6 10.1 82.9 4.1 1.0 0.7 2.0 5.1 0.2 0.5 3.5 17.1 100.0

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

都市的
土地利用

計
合計

市街化区域

第１種低層住居専用地域

第２種低層住居専用地域 指定なし

自然的土地利用 都市的土地利用自然的
土地利用

計

市街化調整区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

0 20 40 60 80 100

市街化区域

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

(%)

田

畑

山林

水面

その他の自然地

住宅用地

商業用地

工業用地

公的公益用地

道路用地

交通施設用地

公共空地

その他の空地

指定なし

（上段：面積（ha）、下段：構成比）

田 畑 山林 水面
その他の
自然地

住宅用地 商業用地 工業用地
公的公益

用地
道路用地

交通施設
用地

公共空地
その他の

空地

12.4 71.8 169.4 38.7 156.7 449.0 701.2 174.9 133.7 145.7 362.9 29.6 174.1 153.7 1,876.0 2,325.0
0.5 3.1 7.3 1.7 6.7 19.3 30.2 7.5 5.8 6.3 15.6 1.3 7.5 6.6 80.7 100.0
3.1 37.6 32.0 5.6 37.2 115.6 316.2 3.4 0.6 43.9 113.7 1.3 110.2 24.5 613.8 729.4
0.4 5.2 4.4 0.8 5.1 15.8 43.4 0.5 0.1 6.0 15.6 0.2 15.1 3.4 84.2 100.0
0.0 3.8 12.0 0.7 9.5 26.0 48.7 0.6 0.1 10.7 14.3 0.1 4.6 8.7 87.8 113.8
0.0 3.3 10.6 0.6 8.4 22.8 42.8 0.5 0.1 9.4 12.6 0.1 4.0 7.6 77.2 100.0
0.9 3.7 6.2 1.0 9.1 20.9 13.6 1.6 0.2 4.0 6.9 0.5 0.0 8.9 35.7 56.6
1.7 6.5 11.0 1.8 16.0 36.9 24.0 2.8 0.4 7.1 12.2 0.9 0.0 15.7 63.1 100.0
4.8 20.5 21.3 7.6 32.7 86.8 206.4 20.2 1.4 45.5 74.4 7.5 44.8 31.8 432.0 518.8
0.9 4.0 4.1 1.5 6.3 16.7 39.8 3.9 0.3 8.8 14.3 1.4 8.6 6.1 83.3 100.0
0.0 0.4 0.2 0.4 2.8 3.8 4.0 5.9 0.4 4.0 5.8 1.1 0.7 1.7 23.6 27.4
0.0 1.5 0.6 1.5 10.2 13.9 14.6 21.5 1.5 14.6 21.2 4.0 2.6 6.2 86.1 100.0
0.2 1.1 0.6 0.4 4.1 6.5 15.1 12.0 2.3 4.2 18.3 1.9 0.3 2.1 56.2 62.7
0.3 1.7 1.0 0.7 6.6 10.4 24.1 19.1 3.7 6.7 29.2 3.0 0.5 3.3 89.6 100.0
0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.4 6.4 6.4 0.7 5.6 7.2 1.0 0.1 6.5 33.9 35.3
0.0 0.0 0.0 1.2 2.7 4.0 18.1 18.1 2.0 15.9 20.4 2.8 0.3 18.4 96.0 100.0
0.0 0.0 0.1 4.6 7.7 12.5 19.4 10.6 0.1 8.6 19.0 4.6 1.3 11.4 75.0 87.5
0.0 0.0 0.2 5.3 8.9 14.3 22.2 12.1 0.1 9.8 21.7 5.3 1.5 13.0 85.7 100.0
2.6 4.1 5.7 14.7 23.5 50.6 67.5 75.6 23.8 13.0 74.7 10.5 11.1 26.9 303.1 353.7
0.7 1.2 1.6 4.2 6.6 14.3 19.1 21.4 6.7 3.7 21.1 3.0 3.1 7.6 85.7 100.0
0.7 0.6 5.7 1.7 9.0 17.7 4.0 22.8 4.5 0.5 9.4 1.1 0.2 25.1 67.6 85.3
0.9 0.7 6.7 2.0 10.5 20.8 4.7 26.7 5.3 0.6 11.0 1.3 0.2 29.4 79.2 100.0
0.0 0.0 85.4 1.5 20.1 107.1 0.0 15.7 99.7 5.8 19.3 0.0 0.7 6.2 147.4 254.5
0.0 0.0 33.6 0.6 7.9 42.1 0.0 6.2 39.2 2.3 7.6 0.0 0.3 2.4 57.9 100.0

1,000.3 720.6 3,340.3 194.7 736.2 5,992.2 317.8 77.9 62.8 147.3 393.1 14.0 46.5 312.4 1,371.8 7,364.0
13.6 9.8 45.4 2.6 10.0 81.4 4.3 1.1 0.9 2.0 5.3 0.2 0.6 4.2 18.6 100.0

市街化調整区域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

都市的
土地利用

計
合計

市街化区域

第１種低層住居専用地域

自然的土地利用 都市的土地利用自然的
土地利用

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　土地
利用

第１種中高層住居専用地域

第２種中高層住居専用地域

第１種住居地域

第２種住居地域

準住居地域

0 20 40 60 80 100
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第2種住居地域

準住居地域
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商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

市街化調整区域

(%)

田

畑

山林

水面

その他の自然地

住宅用地

商業用地

工業用地

公的公益用地

道路用地

交通施設用地

公共空地

その他の空地
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（３）建物利用現況 

市街化区域内の建物利用は、棟数・建築面積・延床面積のいずれにおいても、住宅が最も

多く、棟数の約 8割、建築面積・延床面積の約 6割を占めています。 

市街化調整区域の建物利用は、棟数・建築面積・延床面積のいずれにおいても、住宅が

最も多く、棟数・建築面積・延床面積ともに約 6割を占めています。 

 

■図 ２-２０ 建物利用現況 
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≪建築面積≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪延床面積≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※第２種低層住居専用地域、田園住居地域は、市内に指定なし 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査 
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■図 ２-２０ 建物利用現況 

≪棟数≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪建築面積≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪延床面積≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査 

 

 

 

 

 

 

図 ２-２０：R6に更新 

庁内照会結果の反映 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２．５．都市基盤・都市施設 

（１）都市基盤 

本市の都市基盤＊のうち宅地開発状況をみると、諫早駅や喜々津駅周辺、中心部の国道 207

号沿道などで、土地区画整理事業が実施・完了しています。その他の事業としては、諫早駅

西側の国道 34号沿道で新住宅市街地開発事業＊が終了しており、中心市街地では市街地再開

発事業が実施中です。また、大村湾に面した地域で、公有水面埋立事業＊が完了しており、産

業団地などが形成されています。 

しかし、諫早南部地区と山の手地区の土地区画整理事業で、長期にわたり未施行の箇所が

あります。 

 

■図 ２-２１ 市街地開発事業等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査、市資料、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．５．都市基盤・都市施設 

（１）都市基盤 

本市の都市基盤＊のうち宅地開発状況をみると、諫早駅や喜々津駅周辺、中心部の国道 207

号沿道などで、土地区画整理事業が実施・完了しています。その他の事業としては、諫早駅

西側の国道 34号沿道で新住宅市街地開発事業＊が実施されており、北側の諫早西部地区が施

行中です。中心市街地では市街地再開発事業が 2地区施行中です。また、大村湾に面した地

域で、公有水面埋立事業＊が実施されており、住宅団地などが形成されています。 

しかし、諫早南部地区と山の手地区の土地区画整理事業で、長期にわたり未施行の箇所が

あります。 

 

■図 ２-２１ 市街地開発事業等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査、市資料、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

図 ２-２１：R6に更新 

図修正（凡例・区域追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：22ページ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

土地区画整理事業の施行状況を周辺地域と比較すると、土地区画整理事業が実施されてい

る 6市町の平均 11.4％に対して、本市の施行状況は 8.1％とやや低くなっています。 

 

■図 ２-２２ 土地区画整理事業の施行状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年都市計画現況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地区画整理事業の施行状況を周辺地域と比較すると、土地区画整理事業が実施されてい

る 6市町の平均 11.0％に対して、本市の施行状況は 8.2％とやや低くなっています。 

 

■図 ２-２２ 土地区画整理事業の施行状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年都市計画現況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

図 ２-２２：R6に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：22ページ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）都市施設 

１）都市計画道路 

本市の都市計画道路＊は、自動車専用道路が 2路線、幹線街路が 32路線、区画街路が 3路

線、特殊街路が 2 路線の合計 39 路線、87,130m が都市計画決定されています。このうち 22

路線が改良済で、全体の整備率（計画決定延長に対する改良済延長）は 70.7％となっていま

す。 

 

■図 ２-２３ 都市計画道路の整備状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改良済：道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用に供している区間。 

概成済：改良済以外の区間のうち、路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道（概ね計画

幅員の２/３以上は４車線以上の幅員を要する道路）を有する区間。 

未整備：改良済、概成済以外の区間。 

 

資料：諫早市都市計画図、市資料、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）都市施設 

１）都市計画道路 

本市の都市計画道路＊は、自動車専用道路が 2路線、幹線街路が 32路線、区画街路が 3路

線、特殊街路が 2 路線の合計 39 路線、85,650m が都市計画決定されています。このうち 18

路線が改良済で、全体の整備率（計画決定延長に対する改良済延長）は 59.6％となっていま

す。 

 

■図 ２-２３ 都市計画道路の整備状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改良済：道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用に供している区間。 

概成済：改良済以外の区間のうち、路線として都市計画道路と同程度の機能を果たしうる現道（概ね計画

幅員の２/３以上は４車線以上の幅員を要する道路）を有する区間。 

未整備：改良済、概成済以外の区間。 

 

資料：諫早市都市計画図、市資料、基盤地図情報（ベース図）※平成 27年都市計画現況調査時点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

図 ２-２３：最新に更新 

山川堂崎線、高城回廊線を追加（改良

済） 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

都市計画道路の整備状況を周辺地域と比較すると、8市町の平均 75.5％に対して、本市は

70.7％とやや低い状況です。 

 

■図 ２-２４ 都市計画道路の整備状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※整備率=改良済延長/計画延長 

資料：令和 6年都市計画現況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路の整備状況を周辺地域と比較すると、8市町の平均 68.0％に対して、本市は

59.6％とやや低い状況です。 

 

■図 ２-２４ 都市計画道路の整備状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※整備率=改良済延長/計画延長 

資料：平成 27年都市計画現況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

図 ２-２４：R6に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：23ページ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）都市計画公園・緑地 

本市の都市計画公園・緑地＊は、街区公園が 46カ所、近隣公園が 5カ所、地区公園が 1カ

所、上山公園と御館山公園の 2カ所の総合公園、緑地が 2カ所となっており、合計で 56カ所

（約 177ha）が計画決定されています。 

 

■図 ２-２５ 都市計画公園・緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市都市計画図、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）都市計画公園・緑地 

本市の都市計画公園・緑地＊は、街区公園が 46カ所、近隣公園が 5カ所、地区公園が 1カ

所、上山公園と御館山公園の 2カ所の総合公園、緑地が 2カ所となっており、合計で 56カ所

（約 176ha）が計画決定されています。 

 

■図 ２-２５ 都市計画公園・緑地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市都市計画図、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

図 ２-２５：ベース図更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

都市計画公園・緑地の整備状況を周辺地域と比較すると、供用率は 8市町の平均 47.4％に

対して、本市では 91.5％と高い状況です。 

また、一人あたり面積は、8市町の平均 8.26㎡/人に対して、本市は 12.21㎡/人と高い状

況です。 

これは都市公園法施行令で定められる標準（都市公園＊の住民一人あたりの敷地面積の標

準は 10㎡以上）を上回っています。 

 

■図 ２-２６ 都市計画公園・緑地の整備状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※供用率=供用済面積/計画面積 

資料：令和 6年都市計画現況調査、住民基本台帳人口（令和 6年 3月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画公園・緑地の整備状況を周辺地域と比較すると、供用率は 8市町の平均 45.0％に

対して、本市では 92.0％と高い状況です。 

また、一人あたり面積は、8市町の平均 7.40㎡/人に対して、本市は 11.70㎡/人と高い状

況です。 

これは都市公園法施行令で定められる標準（都市公園＊の住民一人あたりの敷地面積の標

準は 10㎡以上）を上回っています。 

 

■図 ２-２６ 都市計画公園・緑地の整備状況の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※供用率=供用済面積/計画面積 

資料：平成 27年都市計画現況調査、平成 27年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

 

 

図 ２-２６：R6に更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

３）公共下水道等 

本市の生活排水処理＊は、公共下水道、集落排水、浄化槽により行われており、普及率は

93.58％、処理率は 86.00％となっています。 

そのうち、公共下水道による処理の割合が高く、普及率は 68.83％、処理率は 60.08％とな

っています。 

 

■表 ２-３ 生活排水処理施設＊整備状況（事業別、令和 6 年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：いさはや市政概要 2025  

 

令和 6年度末時点での汚水処理人口普及率を周辺地域と比較すると、8市町の平均 84.7％

に対して、本市は 93.6％と上回っています。 

 

■図 ２-２７ 汚水処理人口普及率の比較（令和 6年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県「令和 6年度末 長崎県汚水処理人口普及状況（R7.3.31現在）」 

 

 

 

 

 

 

 

３）公共下水道等 

本市の生活排水処理＊は、公共下水道、集落排水、浄化槽により行われており、普及率は

88.43％、処理率は 77.45％となっています。 

そのうち、公共下水道による処理の割合が高く、普及率は 62.46％、処理率は 51.20％とな

っています。 

 

■表 ２-３ 生活排水処理施設＊整備状況（事業別、平成 29 年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：いさはや市政概要 2018 

 

平成 29年度末時点での汚水処理人口普及率を周辺地域と比較すると、8市町の平均 80.4％

に対して、本市は 88.4％と上回っています。 

 

■図 ２-２７ 汚水処理人口普及率の比較（平成 29年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県「平成 29年度末 長崎県汚水処理人口普及状況（H30.3.31現在）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

表 ２-３：R6に更新 

 

 

 

 

 

 

 

年数修正 

 

数値修正 

 

 

図 ２-２７：R6に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：25ページ 

 

 

 

 

 

 

93.6 

98.0 

99.7 

99.7 

99.6 

72.4 

58.4 

55.8 

84.7 

0 25 50 75 100

諫早市

長崎市

時津町

長与町

大村市

雲仙市

島原市

南島原市

8市町平均

（％）

区分
事業

公共下水道 集落排水
浄化槽

（市管理）
浄化槽
（一般）

合計

86,086 15,542 243 20,024 121,895
62.46% 11.28% 0.18% 14.53% 88.43%

70,577 12,665 243 23,271 106,756
51.20% 9.19% 0.18% 16.88% 77.45%

※1　行政人口は、諫早市住民基本台帳を採用している。
※2　普及率=処理可能人口/行政人口
※3　処理率=水洗化人口/行政人口

処理率（％）※3

行政人口（人）※1 137,836
処理可能人口（人）

普及率（％）※2
水洗化人口（人）

88.4 

97.6 

99.2 

99.7 

99.8 

64.9 

43.1 

50.3 

80.4 

0 25 50 75 100

諫早市

長崎市

時津町

長与町

大村市

雲仙市

島原市

南島原市

8市町平均

（％）

区分
事業

公共下水道 集落排水 浄化槽 合計

91,569 14,864 18,060 124,493
68.83% 11.17% 13.58% 93.58%
79,924 13,283 21,208 114,415
60.08% 9.98% 15.94% 86.00%

※1　行政人口は、諫早市住民基本台帳を採用している。
※2　普及率=処理可能人口/行政人口
※3　処理率=水洗化人口/行政人口

処理率（％）※3

行政人口（人）※1 133,034
処理可能人口（人）

普及率（％）※2
水洗化人口（人）
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

４）その他都市計画施設 

その他の都市計画施設としては、都市計画駐車場＊、駅前広場、交通広場、通路、汚物処理

場、ごみ焼却場、市場、火葬場等が都市計画決定されています。 

 

■表 ２-４ その他都市計画施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県ホームページ、諫早市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）その他都市計画施設 

その他の都市計画施設としては、都市計画駐車場＊、駅前広場、交通広場、通路、汚物処理

場、ごみ焼却場、市場、火葬場等が都市計画決定されています。 

 

■表 ２-４ その他都市計画施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県ホームページ、諫早市資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多良見町ごみ焼却場を削除 

 

 

 

 

現行ページ：26ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当初 最終

駐車場 高城
面積0.18ha、
計画台数240台、計画供用256台

S48.1.16 H6.10.25

駅前広場 諫早駅（東口）
永昌東諫早駅線、
諫早駅前線

面積5,200㎡（計画） H26.8.21 H28.8.23 JR、島鉄

諫早駅（西口） 諫早駅西線
面積4,800㎡（計画）
面積3,000㎡（供用）

S43.3.30 H26.8.21 JR、島鉄

西諫早駅 西諫早駅前線
面積9,300㎡（計画）
面積9,300㎡（供用）

S59.5.11 H13.9.25 JR

喜々津駅 喜々津縦貫線
面積3,100㎡（計画）
面積3,100㎡（供用）

H16.1.13 － JR

交通広場 諫早駅交通広場 永昌東町 面積600㎡ H26.8.21 H28.8.23
永昌東町地内に立体
的範囲を定める

通路 諫早駅自由通路 永昌東町、 永昌町 幅員8m、延長約250m H26.8.21 H28.8.23

墓園 諫早南墓園 栗面町 面積9.8ha S52.3.1 －

河川 喜々津川 多良見町市布～木床 延長3,200m S47.3.29 －

都市下水路 井樋ノ尾川都市下水路 多良見町囲 延長950m S48.1.9 －

名切川都市下水路 多良見町化屋～久山町 延長1,480m S58.2.8 S63.6.1

山中川都市下水路 多良見町市布 延長1,610m H2.9.21 －

自動車ターミナル 貝津町 面積4.45ha S52.2.25 －

汚物処理場 諫早市ほか５町立衛生センター 福田町 面積1.9ha S55.4.11 －
233ｋｌ/日
休止中

新倉屋敷クリーンセンター 仲沖町 面積1.36ha H4.12.11 － 133ｋｌ/日

ごみ焼却場 諫早市清掃センター 福田町 面積1.9ha S59.2.20 －
120t/日
休止中

県央県南環境センター 福田町 面積9.87ha H14.4.23 － 300t/日

多良見町ごみ焼却場 多良見町木床 面積1.94ha H3.9.19 －
40t/日
休止中

市場 諫早地方青果卸売市場 幸町 面積0.98ha S52.12.21 H17.9.13 1,572t／日

地方卸売市場諫早花市場 川床町 面積0.2ha S55.10.30 － 11,000千本／年

火葬場 小ヶ倉斎場 小ヶ倉町 面積3.62ha H3.10.3 － 18体/日

備考種類 名称 位置等 面積等
決定年月日

当初 最終

駐車場 高城
面積0.18ha、
計画台数240台、計画供用256台

S48.1.16 H6.10.25

駅前広場 諫早駅（東口）
永昌東諫早駅線、
諫早駅前線

面積5,200㎡（計画） H26.8.21 H28.8.23 JR、島鉄

諫早駅（西口） 諫早駅西線
面積4,800㎡（計画）
面積3,000㎡（供用）

S43.3.30 H26.8.21 JR、島鉄

西諫早駅 西諫早駅前線
面積9,300㎡（計画）
面積9,300㎡（供用）

S59.5.11 H13.9.25 JR

喜々津駅 喜々津縦貫線
面積3,100㎡（計画）
面積3,100㎡（供用）

H16.1.13 － JR

交通広場 諫早駅交通広場 永昌東町 面積600㎡ H26.8.21 H28.8.23
永昌東町地内に立
体的範囲を定める

通路 諫早駅自由通路 永昌東町、 永昌町 幅員8m、延長約250m H26.8.21 H28.8.23

墓園 諫早南墓園 栗面町 面積9.8ha S52.3.1 －

河川 喜々津川 多良見町市布～木床 延長3,200m S47.3.29 －

都市下水路 井樋ノ尾川都市下水路 多良見町囲 延長950m S48.1.9 －

名切川都市下水路 多良見町化屋～久山町 延長1,480m S58.2.8 S63.6.1

山中川都市下水路 多良見町市布 延長1,610m H2.9.21 －

自動車ターミナル 貝津町 面積4.45ha S52.2.25 －

汚物処理場 諫早市ほか５町立衛生センター 福田町 面積1.9ha S55.4.11 －
233ｋｌ/日
休止中

新倉屋敷クリーンセンター 仲沖町 面積1.36ha H4.12.11 － 133ｋｌ/日

ごみ焼却場 諫早市清掃センター 福田町 面積1.9ha S59.2.20 －
120t/日
休止中

県央県南環境センター 福田町 面積9.87ha H14.4.23 － 300t/日

市場 諫早地方青果卸売市場 幸町 面積0.98ha S52.12.21 H17.9.13 1,572t／日

地方卸売市場諫早花市場 川床町 面積0.2ha S55.10.30 － 11,000千本／年

火葬場 小ヶ倉斎場 小ヶ倉町 面積3.62ha H3.10.3 － 18体/日

備考種類 名称 位置等 面積等
決定年月日

表2-4 その他都市計画施設
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２．6．その他公共施設・生活サービス施設 

（１）道路・公共交通 

１）道路 

本市の道路網をみると、広域的な幹線道路として、本市の西側を九州横断自動車道が縦断

しており、諫早 IC及び長崎多良見 ICが立地しています。また、本市と長崎市や大村市をつ

なぐ国道 34号（長崎バイパス含む）や本市の中心部と島原半島をつなぐ国道 57号、本市を

横断し佐賀県方面につながる国道 207 号、本市の南部で長崎市と島原半島をつなぐ国道 251

号といった国道が通るなど、交通の要衝となっています。その他、国道を起点に主要地方道

や一般県道が通っています。 

周辺市町との交通量は、大村方面が 67,593台/日、長崎方面が 79,250台/日、佐賀方面が

14,094 台/日、島原方面が 45,535 台/日となっており、西側の大村市、長崎市との交通量が

多くなっています。 

 

■図 ２-２８ 道路網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 3年道路交通センサス（路線の平均値）、基盤地図情報（ベース図） 

２．6．その他公共施設・生活サービス施設 

（１）道路・公共交通 

１）道路 

本市の道路網をみると、広域的な幹線道路として、本市の西側を九州横断自動車道が縦断

しており、諫早 IC及び長崎多良見 ICが立地しています。また、本市と長崎市や大村市をつ

なぐ国道 34号（長崎バイパス含む）や本市の中心部と島原半島をつなぐ国道 57号、本市を

横断し佐賀県方面につながる国道 207 号、本市の南部で長崎市と島原半島をつなぐ国道 251

号といった国道が通るなど、交通の要衝となっています。その他、国道を起点に主要地方道

や一般県道が通っています。 

周辺市町との交通量は、大村方面が 83,388台/日、長崎方面が 72,584台/日、佐賀方面が

7,004台/日、島原方面が 35,567台/日となっており、西側の大村市、長崎市との交通量が多

くなっています。 

 

■図 ２-２８ 道路網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27年道路交通センサス、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

図 ２-２８：R3に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：27ページ 

佐賀方面 
国道 207 号 7,004 台/日 

 

大村方面 
九州横断自動車道 25,212 台/日 
国道 34 号 33,125 台/日 
大村貝津線 25,051 台/日 

合計 83,388 台/日 

 

長崎方面 
九州横断自動車道 24,069 台/日 
国道 34 号 29,339 台/日 
国道 251 号 19,176 台/日 

合計 72,584 台/日 

 

島原半島方面 
国道 57 号 24,050 台/日 
国道 251 号 11,517 台/日 

合計 35,567 台/日 

 

佐賀方面 
国道 207 号 14,094 台/日 

 

大村方面 
九州横断自動車道 23,775 台/日 
国道 34 号 18,301 台/日 
大村貝津線 25,517 台/日 

合計 67,593 台/日 

 

島原半島方面 
国道 57 号 34,416 台/日 
国道 251 号 11,119 台/日 

合計 45,535 台/日 

 

長崎方面 
九州横断自動車道 23,185 台/日 
国道 34 号 40,080 台/日 
国道 251 号 15,985 台/日 

合計 79,250 台/日 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）公共交通 

本市の公共交通＊のうち鉄道については、西九州新幹線、JR長崎本線、JR大村線、島原鉄

道が通っており、JR長崎本線に 12駅、島原鉄道に 8駅が立地しています。 

バスについては、長崎県交通局、島原鉄道（株）が運行しており、周辺市町や市内各地を

連絡しています。 

市街化区域の大部分が鉄道から 2.5kmの範囲、一部は鉄道駅から 1.0kmの利用圏域にあり、

鉄道が利用しやすい環境にあります。一方で都市計画区域外の市南部及び市北部は、鉄道か

ら遠く、利便性が低い地域が多くなっています。 

 

■図 ２-２９ 公共交通の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

※鉄道鉄から 1 ㎞圏内は、徒歩でアクセス＊する場合に利便性が高い地域、2.5 ㎞圏内は、自転車でアク

セスする場合に利便性が高い地域を示します。 

 

 

 

 

 

 

２）公共交通 

本市の公共交通＊のうち鉄道については、JR長崎本線、JR大村線、島原鉄道が通っており、

JR長崎本線に 12駅、島原鉄道に 8駅が立地しています。 

バスについては、長崎県交通局（長崎県央バス（株））、島原鉄道（株）、長崎自動車（株）

が運行しており、周辺市町や市内各地を連絡しています。 

市街化区域の大部分が鉄道から 2.5kmの範囲、一部は鉄道駅から 1.0kmの利用圏域にあり、

鉄道が利用しやすい環境にあります。一方で都市計画区域外の市南部及び市北部は、鉄道か

ら遠く、利便性が低い地域が多くなっています。 

 

■図 ２-２９ 公共交通の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

※鉄道鉄から 1 ㎞圏内は、徒歩でアクセス＊する場合に利便性が高い地域、2.5 ㎞圏内は、自転車でアク

セスする場合に利便性が高い地域を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

文言追加 

 

文言削除 

 

 

 

 

 

図 ２-２９：R6に更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）公共施設・生活サービス施設等 

１）公共施設の整備状況 

本市の公共施設の築年別建設状況をみると、平成以降にも一時的に多くの施設が建設され

た年がありますが、全体的には昭和 50年代に建設された施設が多くなっており、昭和 56年

以前に建てられた旧耐震基準の施設が、延床面積の約 35％を占めています。また、昭和 56年

以前の旧耐震基準の施設は、築後 40年以上を経過することから、今後、一斉に老朽化が進行

することが懸念されます。 

 

■図 ２-３０ 公共施設の築年別建設状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市公共施設等総合管理計画（令和 4年（2022）3月改訂） 

 

 

 

 

（２）公共施設・生活サービス施設等 

１）公共施設の整備状況 

本市の公共施設の築年別建設状況をみると、平成以降にも一時的に多くの施設が建設され

た年がありますが、全体的には昭和 50年代に建設された施設が多くなっており、昭和 56年

以前に建てられた旧耐震基準の施設が、延床面積の約 36％を占めています。また、昭和 56年

以前の旧耐震基準の施設は、築後 30年以上を経過することから、今後、一斉に老朽化が進行

することが懸念されます。 

 

■図 ２-３０ 公共施設の築年別建設状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市公共施設等総合管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

図 ２-３０：R4に更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）スポーツ施設、観光・レジャー施設の分布状況 

本市のスポーツ施設は、中央地区や各支所周辺に立地しています。 

観光・レジャー施設は、市街化区域では中心部に集積がみられ、それ以外の地域では点在

しています。 

 

■図 ２-３１ スポーツ施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市ホームページ、基盤地図情報（ベース図） 

 

■図 ２-３２ 観光・レジャー施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市ホームページ、諫早市観光パンフレット（諫早旅時間）、基盤地図情報（ベース図） 

２）スポーツ施設、観光・レジャー施設の分布状況 

本市のスポーツ施設は、中央地区や各支所周辺に立地しています。 

観光・レジャー施設は、市街化区域では中心部に集積がみられ、それ以外の地域では点在

しています。 

 

■図 ２-３１ スポーツ施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市ホームページ、基盤地図情報（ベース図） 

 

■図 ２-３２ 観光・レジャー施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市ホームページ、諫早市観光ガイド（いさはやリラックス）、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

図 ２-３１：ベース図更新 

庁内照会結果の反映 

スポーツパークいさはやを追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-３２：ベース図更新 

道の駅「251 いいもりじゃがーロー

ド」を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内照会結果の反映 

現行ページ：30ページ 



－ 35 － 

 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

３）大規模小売店舗の分布状況 

本市の大規模小売店舗＊は、市街化区域の東部や国県道の沿道に立地しています。 

 

■図 ２-３３ 大規模小売店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 6年度都市計画基礎調査の大規模小売店舗等の立地状況表より整理 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）大規模小売店舗の分布状況 

本市の大規模小売店舗＊は、市街化区域の東部や国県道の沿道に立地しています。 

 

■図 ２-３３ 大規模小売店舗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 26年度都市計画基礎調査の大規模小売店舗等の立地状況表より整理 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-３３：R6に更新 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２．７．開発動向 

（１）開発許可 

本市の開発許可＊の推移を区域区分別にみると、市街化区域・市街化調整区域ともに、件数

は増減を繰り返しながら推移しています。 

開発許可の分布をみると、市街化区域の外周にあたる市街化調整区域において、住宅用途

の開発が多くなっています。商業用途における開発許可は、市街化区域内の国県道沿道に多

く分布しています。 

 

■表 ２-５ 区域区分別開発許可件数・面積の推移 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査 

 

■図 ２-３４ 開発許可の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

２．７．開発動向 

（１）開発許可 

本市の開発許可＊の推移を区域区分別にみると、市街化区域・市街化調整区域ともに、件数

は増減を繰り返しながら推移しています。 

開発許可の分布をみると、市街化区域の外周にあたる市街化調整区域において、住宅用途

の開発が多くなっています。商業用途における開発許可は、市街化区域内の国県道沿道に多

く分布しています。 

 

■表 ２-５ 区域区分別開発許可件数・面積の推移 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査 

 

■図 ２-３４ 開発許可の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２-５：R6に更新 

 

 

 

 

 

図 ２-３４：R6に更新 
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合計
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面積（ha） 2.7 4.6 13.1 1.6 3.6 1.3 2.1 4.4 1.5 34.9

市街化
区域

市街化
調整区域

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)
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合計

件数 27 29 41 30 36 20 30 23 36 26 298
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）新築着工状況 

平成 18年度から令和 5年度までの 18年間の新築の分布をみると、住宅は、市街化区域内

大規模宅地開発を中心に、各地に点在しています。商業は、諫早駅周辺や市街化区域の東部、

国県道沿道に多く分布しています。工業は、諫早中核工業団地、諫早流通産業団地に多く分

布しています。 

 

■表 ２-６ 新築状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：棟数（棟）、中段：構成比（%）、下段：棟数あたり延床面積（㎡/棟） 

 

■図 ２-３５ 新築の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

（２）新築着工状況 

平成 18年度から平成 25年度までの 8年間の新築の分布をみると、住宅は、市街化区域内

大規模宅地開発を中心に、各地に点在しています。商業は、諫早駅周辺や市街化区域の東部、

国県道沿道に多く分布しています。工業は、諫早中核工業団地、諫早流通産業団地に多く分

布しています。 

 

■表 ２-６ 新築状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上段：棟数（棟）、中段：構成比（%）、下段：棟数あたり延床面積（㎡/棟） 

 

■図 ２-３５ 新築の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

数値等の時点修正 

 

 

 

 

表 ２-６：R6に更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-３５：R6に更新 
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建物用途

用途地域

2,372 187 59 202 2,820

84.1 6.6 2.1 7.2 100.0
154.7 535.5 1,123.9 723.7 240.9
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90.9 3.1 0.1 5.8 100.0

140.5 315.4 637.2 815.3 185.8
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64.3 19.6 0.0 16.1 100.0
249.7 781.9 0.0 209.5 347.4
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49.6 23.3 15.0 12.1 100.0

268.1 638.3 1,150.0 713.6 540.6
331 24 11 95 461
71.8 5.2 2.4 20.6 100.0

125.1 217.8 1,724.5 514.9 248.4

市街化調整区域

住居系用途地域

商業系用途地域

工業系用途地域

市街化区域

住宅 商業 工業 その他 総数
建物用途

用途地域

2,946 242 49 134 3,371

87.4 7.2 1.5 4.0 100.0
3,604.9 5,921.7 16,082.5 4,546.1 30,155.3
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83.0 5.4 0.5 11.1 100.0

812.2 1,050.3 1,948.1 2,484.1 6,294.6
90 30 7 13 140
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1,321.5 1,582.8 4,450.8 586.1 7,941.2
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57.2 28.0 8.1 6.8 100.0
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81.7 6.4 2.3 9.6 100.0
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住宅 商業 工業 その他 総数

市街化調整区域

住居系用途地域

商業系用途地域
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市街化区域
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（３）農地転用 

本市の農地転用＊の推移を区域区分別にみると、農地転用件数・面積ともに、市街化区域が

多くなっています。また、推移をみると、市街化区域・市街化調整区域ともに、年によるば

らつきが大きいものの、概ね横ばい傾向で推移しています。 

農地転用の分布をみると、いずれの用途も広い範囲に点在しています。 

 

■表 ２-７ 区域区分別農地転用件数・面積の推移 

 

 

 

 

 

■図 ２-３６ 農地転用の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和 6年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

（３）農地転用 

本市の農地転用＊の推移を区域区分別にみると、農地転用件数・面積ともに、市街化区域が

多くなっています。また、推移をみると、市街化区域・市街化調整区域ともに、年によるば

らつきが大きいものの、概ね横ばい傾向で推移しています。 

農地転用の分布をみると、いずれの用途も広い範囲に点在しています。 

 

■表 ２-７ 区域区分別農地転用件数・面積の推移 

 

 

 

 

 

■図 ２-３６ 農地転用の分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 26年度都市計画基礎調査、基盤地図情報（ベース図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２-７：R6に更新 

 

 

 

 

 

図 ２-３６：R6に更新 
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面積（ha） 3.0 1.3 1.8 2.6 2.9 2.0 1.2 0.9 1.6 2.6 19.7

市街化
調整区域

市街化
区域

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

R1
(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

合計

件数 129 105 105 130 118 112 117 80 105 96 1,097
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２．８．災害特性 

（１）風水害・土砂災害 

１）災害履歴 

本市は、北部と南部に山地があり、そこから 1級河川本明川（支川含む）をはじめとする、

多くの河川が市街地に向かって流下しています。また、いわゆる干拓によってできた平野は、

水面よりも低位置にあるため、古くから台風にともなう暴風雨や河川氾濫、高潮などによる

被害を受けており、昭和 32 年の諫早大水害では死者行方不明者 630 人の甚大な被害を受け

ています。また、近年では異常気象に伴う集中豪雨の発生による災害が増えています。 

 

■表 ２-８ 過去の主な風水害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：諫早市地域防災計画書（令和 7年度版） 

 

２．８．災害特性 

（１）風水害・土砂災害 

１）災害履歴 

本市は、北部と南部に山地があり、そこから 1級河川本明川（支川含む）をはじめとする、

多くの河川が市街地に向かって流下しています。また、いわゆる干拓によってできた平野は、

水面よりも低位置にあるため、古くから台風にともなう暴風雨や河川氾濫、高潮などによる

被害を受けており、昭和 32 年の諫早大水害では死者行方不明者 630 人の甚大な被害を受け

ています。また、近年では異常気象に伴う集中豪雨の発生による災害が増えています。 

 

■表 ２-８ 過去の主な風水害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ２-７：R7版に更新 
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年号 年月日 災害 県内の災害と被害内容 

明治 44.09.07  床上・床下浸水623戸、山崩れ65件 

大正 03.08.23  河川堤防決壊273箇所 

〃 08.08.15 暴風雨 死者2人、家屋全壊63戸 

昭和 02.07.05 本明川大氾濫 床上浸水1,935戸 

〃 02.09.13 暴風雨 浸水家屋1,336戸、倒壊家屋27戸 

〃 05.07.18 暴風雨 真崎小、有喜小、小栗小校舎倒壊 

〃 11.06.27 

～07.12 

諫早豪雨 620mm、 

死者2人、家屋全壊9戸、半壊13戸、一部損壊21戸、流失1戸 

〃 12.07.27 本明川氾濫 浸水200戸 

〃 31.08.16 台風9号  死者4人、石垣決壊2箇所、堤防、護岸決壊5箇所 

〃 31.09.09 台風12号 住家全壊3棟、護岸決壊1箇所 

〃 32.07.25 諫早大水害 死者行方不明者630人 

〃 37.07.08 九州北西部豪雨 諫早330mm、浸水2,500戸 

〃 39.06.12  白浜町堤防決壊(150m) 

〃 57.07.23 長崎大水害  死者21人、全壊24棟、半壊56棟、床上浸水1,379戸 

うち飯盛地域 死者18人、全壊19棟、半壊34棟、床上浸水225戸 

〃 60.08.31 高潮(諫早湾沿岸) 床上浸水18戸、床下浸水40戸 

平成 03.09.13 台風17号   負傷者6人、一部破損3,000世帯、非住家7棟 

〃 03.09.27 台風19号 死者1人、負傷者18人、全壊4棟、半壊15世帯、 

一部破損12,100世帯、非住家72棟 

〃 09.07.07 

～07.13 

九州地方大雨 中央地区733mm、小栗地区956mm、床上浸水4戸、床下浸水66戸 

〃 11.07.23 諫早地方集中豪雨 諫早(23日9時～10時)123mm、死者1人、床上浸水240戸、 

床下浸水471戸、全壊家屋1棟、半壊家屋1棟、一部損壊家屋3棟 

〃 23.08.23 諫早地方集中豪雨 時間雨量（23日21時～22時） 97mm（本野） 

連続雨量（22日10:44～24日8:00まで） 300mm（富川） 

床上浸水10戸、床下浸水36戸、一部損壊家屋2戸 

〃 28.01.23 

～01.29 

大雪・低温 降雪期間（23～25日） 最深積雪 17cm 

最低気温（25日午前2時） -6.4℃（市役所屋上） 

断水戸数12,725戸（ピーク時）自衛隊給水活動（26～29日） 

隊員延べ120人 

資料：諫早市地域防災計画書 

年号 年月日 災害 災害と被害内容

明治 44.09.07 床上・床下浸水623戸、山崩れ65件

大正 03.08.23 河川堤防決壊273箇所

〃 08.08.15 暴風雨 死者2人  家屋全壊63戸

昭和 02.07.05 本明川大氾濫 床上浸水1,935戸

〃 02.09.13 暴風雨 浸水家屋1,336 戸、倒壊家屋27 戸

〃 05.07.18 暴風雨 真崎小、有喜小、小栗小校舎倒壊

〃
11.06.27
～07.12

諌早豪雨 620mm、死者2人、家屋全壊9戸、半壊13戸、 一部損壊21戸、流失1戸

〃 12.07.27 本明川氾濫 浸水200戸

〃 31.08.16 台風9号 死者4人、石垣決壊2箇所、堤防、護岸決壊5箇所

〃 31.09.09 台風12号 住家全壊3棟、護岸決壊1箇所

〃 32.07.25 諌早大水害 死者行方不明者630人

〃 37.07.08 九州北西部豪雨 諌早330mm、浸水2,500戸

〃 39.06.12 白浜町堤防決壊（150m）

〃 57.07.23 長崎大水害 
死者21人、全壊24棟、半壊56棟、床上浸水1,379戸
*うち飯盛地域　死者18人、全壊19棟、半壊34棟、床上浸水225戸

〃 60.08.31 高潮（諌早湾沿岸）  床上浸水18戸、床下浸水40戸

平成 03.09.13 台風17号  負傷者6人、一部破損3,000世帯、非住家7棟

〃 03.09.27 台風19号 死者1人、負傷者18人、全壊4棟、半壊15世帯、一部破損12,100世帯、非住家72棟

〃
09.07.07
～07.13

九州地方大雨 中央地区733mm、小栗地区956mm、床上浸水4戸、床下浸水66戸

〃 11.07.23 諌早地方集中豪雨
諌早（23日9時～10時）　123mm、死者1人、床上浸水240戸、
床下浸水471戸、全壊家屋1棟、半壊家屋1棟、一部損壊家屋3棟

〃 23.08.23 諫早地方集中豪雨
時間雨量（23日21時～22時）　97mm（本野）
連続雨量（22日10:44～24日8:00まで）　300mm（富川）
床上浸水10戸、床下浸水36戸、一部損壊家屋2戸

〃
28.01.23
～01.29

大雪・低温
降雪期間（23～25日）　最深積雪　17cm
最低気温（25日午前2時）　-6.4℃（市役所屋上）
断水戸数12,725戸（ピーク時）、自衛隊給水活動（26～29日）　隊員延べ120人

〃
30.07.06
～07.07

平成30年7月豪雨
時間雨量（6日2時～3時）　70mm（有喜）
連続雨量（6日0時～7日9時まで）　312mm（白木峰）

令和
01.09.22
～09.23

台風17号
負傷者2名
最大瞬間風速（22日20時）　29.9m/s（市役所屋上）
停電約27,370戸（ピーク時）、断水戸数約30戸（ピーク時）　22日午後7時全面復旧

〃
02.07.06
～07.08

令和2年7月豪雨
時間雨量（6日14時～15時まで）　85mm（富川）
連続雨量（6日0時～8日5時）569mm（白木峰）
床下浸水8戸

〃 02.07.25 轟峡における崖崩れ
死者2名、負傷者1名
前日雨量（24日0時～9時）　81mm（黒新田）、24日9時50分大雨警報解除

〃
02.09.05
～09.07

台風10号
最大瞬間風速7日3時32.5m/s（市役所屋上）
停電約7,755戸（ピーク時）

〃
03.08.11
～08.19

令和3年8月大雨
時間雨量(12日12時～13時)　79mm（県央振興局）
連続雨量(11日0時～19日6時）　1,039mm（夫婦木）
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）被害想定 

本明川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）によると、概ね JR長崎本線と島原鉄道に

囲まれた地域が浸水想定区域となっており、有明海に面した干拓地には 3.0m 以上の浸水が

想定される区域も存在します。 

また、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が、本市の北東部や南部を中心に多く指

定されており、土砂災害の危険性も高い状況です。 

 

■図 ２-３７ 本明川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県県央振興局ホームページ 

■図 ２-３８ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和 7年 10月現在 

資料：長崎県オープンデータ 

２）被害想定 

本明川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模）によると、概ね JR長崎本線と島原鉄道に

囲まれた地域が浸水想定区域となっており、有明海に面した干拓地には 3.0m 以上の浸水が

想定される区域も存在します。 

また、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域が、本市の北東部や南部を中心に多く指

定されており、土砂災害の危険性も高い状況です。 

 

■図 ２-３７ 本明川水系洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎河川国道事務所ホームページ 

■図 ２-３８ 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和元年 8月現在 

資料：長崎県総合防災 GIS 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-３７：最新に変更 

 

図差替え(R6/6/21公開分) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典先の変更 

図 ２-３８：最新に変更 
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土砂災害警戒区域 

土砂災害特別警戒区域 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）地震被害 

１）災害履歴 

長崎県における過去の主な地震被害は、以下のとおりです。 

本市に隣接する雲仙岳や島原半島を中心とした地震が多く発生しています。 

 

■表 ２-９ 過去の主な地震被害 

西暦(和暦) 地域名 地震規模 M 県内の被害中
心地 

県内の被害の概要 

1657.1.3 
(明暦 2.11.19) 

長崎  長崎 家屋一部損壊 

1700.4.15 
(元禄13.2.26) 

壱岐・対馬 7.0 壱岐・対馬 石垣・墓石・家屋倒壊 

1725.11.8-9 
(享保10.10.4-5) 

肥前・長崎 6.0 長崎・平戸 諸所破損多し 

1730.3.12 
(享保15. 1.24) 

対馬  対馬 諸所破損多し 

1791.12.5 
(寛政3.11.10) 

雲仙岳  小浜 家屋倒壊・死者2人 

1792.4.21-22 
(寛政4. 3. 1-2) 

雲仙岳 
(三月朔地

震) 

 島原・小浜・森
山 

石垣崩壊・地割れ・家屋損壊 

1792.4.25 
(寛政4. 3. 5) 

雲仙岳  森山 石垣崩壊・地割れ・家屋損壊 

1792.5.21 
(寛政4.4.1) 

雲仙岳 
(島原大変) 

6.4 島原 石垣崩壊・眉山大崩壊・大津波 
死者1.5万人 

1808.8.2 
(文化5) 

  五島 石垣・石塔崩壊 

1828.5.26 
(文政11.4.13) 

長崎 6.0 天草・長崎・五
島 

出島周辺崩壊数箇所、石仏転倒 

1866.5.14 
(慶応2.3.30) 

  千々石 各所の損壊 

1915.7.20/21 
(大正4.7.20/21) 

喜々津地震
群 

 喜々津村井樋
の尾岳 

石垣一部崩壊 

1922.12.8 
(大正11.12.8) 

千々石湾 
(島原地震) 

6.9(1時49分) 北有馬 家屋倒壊・死者23人 
煙突倒壊、水道管破裂 

6.5(11時02分) 小浜 家屋倒壊・死者3人 
1951.2.15 

(昭和26.2.15) 
島原半島地

方 
5.3 千々石 地割れ 

1984.8.6 
(昭和59.8.6) 

島原半島地
方 

5.7(17時30分) 小浜・千々石 家屋一部損壊・石垣墓石倒壊 
5.0(17時38分)   

2005.3.20 
(平成17.3.20) 

福岡県西方
沖 

7 壱岐 負傷者2人、住家全壊1棟、 
住家一部破損16棟ほか 

2016.4.14-16 
(平成28.4.14-

16) 

熊本県熊本
地方 

最大7.3 
(1時25分) 

南島原・島原・
雲仙・諫早 

住家一部破損1棟ほか 

資料：諫早市地域防災計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地震被害 

１）災害履歴 

長崎県における過去の主な地震被害は、以下のとおりです。 

本市に隣接する雲仙岳や島原半島を中心とした地震が多く発生しています。 

 

■表 ２-９ 過去の主な地震被害 

西暦(和暦) 地域名 地震規模 M 県内の被害中
心地 

県内の被害の概要 

1657.1.3 
(明暦 2.11.19) 

長崎  長崎 家屋一部損壊 

1700.4.15 
(元禄13.2.26) 

壱岐・対馬 7.0 壱岐・対馬 石垣・墓石・家屋倒壊 

1725.11.8-9 
(享保10.10.4-5) 

肥前・長崎 6.0 長崎・平戸 諸所破損多し 

1730.3.12 
(享保15. 1.24) 

対馬  対馬 諸所破損多し 

1791.12.5 
(寛政3.11.10) 

雲仙岳  小浜 家屋倒壊・死者2人 

1792.4.21-22 
(寛政4. 3. 1-2) 

雲仙岳 
(三月朔地

震) 

 島原・小浜・森
山 

石垣崩壊・地割れ・家屋損壊 

1792.4.25 
(寛政4. 3. 5) 

雲仙岳  森山 石垣崩壊・地割れ・家屋損壊 

1792.5.21 
(寛政4.4.1) 

雲仙岳 
(島原大変) 

6.4 島原 石垣崩壊・眉山大崩壊・大津波 
死者1.5万人 

1808.8.2 
(文化5) 

  五島 石垣・石塔崩壊 

1828.5.26 
(文政11.4.13) 

長崎 6.0 天草・長崎・五
島 

出島周辺崩壊数箇所、石仏転倒 

1866.5.14 
(慶応2.3.30) 

  千々石 各所の損壊 

1915.7.20/21 
(大正4.7.20/21) 

喜々津地震
群 

 喜々津村井樋
の尾岳 

石垣一部崩壊 

1922.12.8 
(大正11.12.8) 

千々石湾 
(島原地震) 

6.9(1時49分) 北有馬 家屋倒壊・死者23人 
煙突倒壊、水道管破裂 

6.5(11時02分) 小浜 家屋倒壊・死者3人 
1951.2.15 

(昭和26.2.15) 
島原半島地

方 
5.3 千々石 地割れ 

1984.8.6 
(昭和59.8.6) 

島原半島地
方 

5.7(17時30分) 小浜・千々石 家屋一部損壊・石垣墓石倒壊 
5.0(17時38分)   

2005.3.20 
(平成17.3.20) 

福岡県西方
沖 

7 壱岐 負傷者2人、住家全壊1棟、 
住家一部破損16棟ほか 

2016.4.14-16 
(平成28.4.14-

16) 

熊本県熊本
地方 

最大7.3 
(1時25分) 

南島原・島原・
雲仙・諫早 

住家一部破損1棟ほか 

資料：諫早市地域防災計画書 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）被害想定 

長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（平成 18年 3月）によると、本市では、活断層

による内陸型地震により、最大で震度 5強から 6強の揺れを観測し、橘湾に面した飯盛町で

は、最大 1.72mの津波が 1分で到達すると想定されています。 

 

■表 ２-１０ 想定される地震 

想定地震 地震規模 震度 

雲仙地溝北縁断層 Ｍ7.3 震度5強～6強 

雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動 Ｍ7.7 震度5強～6強 

島原沖断層群 Ｍ6.8 震度4～5弱 

橘湾西部断層帯 Ｍ6.9 震度4～6弱 

大村－諫早北西付近断層帯 Ｍ7.1 震度5強～6強 

資料：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（長崎県、平成 18年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）被害想定 

長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（平成 18年 3月）によると、本市では、活断層

による内陸型地震により、最大で震度 5強から 6強の揺れを観測し、橘湾に面した飯盛町で

は、最大 1.72mの津波が 1分で到達すると想定されています。 

 

■表 ２-１０ 想定される地震 

想定地震 地震規模 震度 

雲仙地溝北縁断層 Ｍ7.3 震度5強～6強 

雲仙地溝南縁東部断層帯と西部断層帯の連動 Ｍ7.7 震度5強～6強 

島原沖断層群 Ｍ6.8 震度4～5弱 

橘湾西部断層帯 Ｍ6.9 震度4～6弱 

大村－諫早北西付近断層帯 Ｍ7.1 震度5強～6強 

資料：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（長崎県、平成 18年 3月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：37ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 43 － 

 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■表 ２-１１ 津波予想高と津波到達時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（長崎県、平成 18年 3月） 

また、海溝型地震津波想定に関する報告（平成 24年 3月）によると、海溝型地震（4連動

モデル（東海・東南海・南海・日向灘））により、本市では、橘湾沿岸の有喜漁港で最大 0.51m

の津波が 146分で到達すると想定されています。 

 

■表 ２-１２ 最大津波高及び津波の到達時間  

 

 

 

 

 

資料：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（長崎県地域防災計画見直し検討委員会、平成 18年 3月） 

 

平成 28 年 10 月 31 日には、長崎県より、最大クラスの津波が悪条件下において発生した

場合に想定される浸水の区域（浸水域）と浸水（浸水深）を表した「長崎県津波浸水想定図

（第 2版）」が公表され、橘湾沿岸の有喜漁港、江ノ浦漁港周辺では、最大浸水深 1～2m程度

の津波被害が想定されています。さらに、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なも

のとすることを目的に、津波浸水想定の浸水区域を基本とした津波災害警戒区域が指定され

ています。 

■図 ２-３９ 津波浸水想定（左：江ノ浦漁港周辺、右：有喜漁港周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県津波浸水想定図（第 2版）（作成範囲：63） 

■表 ２-１１ 津波予想高と津波到達時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（長崎県、平成 18年 3月） 

また、海溝型地震津波想定に関する報告（平成 24年 3月）によると、海溝型地震（4連動

モデル（東海・東南海・南海・日向灘））により、本市では、橘湾沿岸の有喜漁港で最大 0.51m

の津波が 146分で到達すると想定されています。 

 

■表 ２-１２ 最大津波高及び津波の到達時間  

 

 

 

 

 

資料：長崎県地震等防災アセスメント調査報告書（長崎県地域防災計画見直し検討委員会、平成 18年 3月） 

 

平成 28 年 10 月 31 日には、長崎県より、最大クラスの津波が悪条件下において発生した

場合に想定される浸水の区域（浸水域）と浸水（浸水深）を表した「長崎県津波浸水想定図

（第 2版）」が公表され、橘湾沿岸の有喜漁港、江ノ浦漁港周辺では、最大浸水深 1～2m程度

の津波被害が想定されています。さらに、津波に対する警戒避難体制の整備をより確実なも

のとすることを目的に、津波浸水想定の浸水区域を基本とした津波災害警戒区域が指定され

ています。 

■図 ２-３９ 津波浸水想定（左：江ノ浦漁港周辺、右：有喜漁港周辺） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長崎県津波浸水想定図（第 2版）（作成範囲：63） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：38ページ 

初期
潮位

地盤の
隆起・沈降量

津波
到達時間

最大津波
到達時間

最大
水位

最大
津波高

(m) (m) （分） （分） (m) (m)

有明海沿岸 小長井港 3.22 -0.02 201 201 3.40 0.20
橘湾沿岸 有喜漁港 2.01 -0.02 146 161 2.50 0.51
有明海沿岸 小長井港 3.22 -0.02 259 259 3.40 0.20
橘湾沿岸 有喜漁港 2.01 -0.02 146 161 2.47 0.48
有明海沿岸 小長井港 2.50 -0.02 243 254 2.70 0.22
橘湾沿岸 有喜漁港 1.72 -0.02 146 160 2.20 0.50
有明海沿岸 小長井港 2.50 -0.02 257 261 2.71 0.23
橘湾沿岸 有喜漁港 1.72 -0.02 146 161 2.18 0.48

（4）朔望平均潮位において
　　堤防等施設が機能しない場合

ｹｰｽ

（1）既往最大潮位において
　　堤防等施設が機能する場合
（2）既往最大潮位において
    堤防等施設が機能しない場合
（3）朔望平均潮位において
　　堤防等施設が機能する場合

想定地震
津波高

(m)
津波到達時間

（分）

飯盛町 0.97 2
諫早市 0.64 1
森山町 0.38 0
高来町 0.37 7

小長井町 0.38 6
諫早市 0.11 19

多良見町 0.08 18
飯盛町 1.72 1
諫早市 1.63 1
森山町 0.87 1
高来町 0.53 18

小長井町 0.52 15
諫早市 0.26 4

多良見町 0.08 4
飯盛町 0.05 53
諫早市 0.04 -
森山町 0.01 -
高来町 0.06 5

小長井町 0.06 6
諫早市 0.42 13

多良見町 0.37 24

大村-諫早北西付近

雲仙地溝北縁

雲仙地溝南縁
東部断層帯と

西部断層帯連動

大村湾

橘湾

有明海

大村湾

有明海

箇所

橘湾

有明海

大村湾

橘湾

初期
潮位

地盤の
隆起・沈降量

津波
到達時間

最大津波
到達時間

最大
水位

最大
津波高

(m) (m) （分） （分） (m) (m)

有明海沿岸 小長井港 3.22 -0.02 201 201 3.40 0.20
橘湾沿岸 有喜漁港 2.01 -0.02 146 161 2.50 0.51
有明海沿岸 小長井港 3.22 -0.02 259 259 3.40 0.20
橘湾沿岸 有喜漁港 2.01 -0.02 146 161 2.47 0.48
有明海沿岸 小長井港 2.50 -0.02 243 254 2.70 0.22
橘湾沿岸 有喜漁港 1.72 -0.02 146 160 2.20 0.50
有明海沿岸 小長井港 2.50 -0.02 257 261 2.71 0.23
橘湾沿岸 有喜漁港 1.72 -0.02 146 161 2.18 0.48

（4）朔望平均潮位において
　　堤防等施設が機能しない場合

ｹｰｽ

（1）既往最大潮位において
　　堤防等施設が機能する場合
（2）既往最大潮位において
    堤防等施設が機能しない場合
（3）朔望平均潮位において
　　堤防等施設が機能する場合

想定地震
津波高

(m)
津波到達時間

（分）

飯盛町 0.97 2
諫早市 0.64 1
森山町 0.38 0
高来町 0.37 7

小長井町 0.38 6
諫早市 0.11 19

多良見町 0.08 18
飯盛町 1.72 1
諫早市 1.63 1
森山町 0.87 1
高来町 0.53 18

小長井町 0.52 15
諫早市 0.26 4

多良見町 0.08 4
飯盛町 0.05 53
諫早市 0.04 -
森山町 0.01 -
高来町 0.06 5

小長井町 0.06 6
諫早市 0.42 13

多良見町 0.37 24

大村-諫早北西付近

雲仙地溝北縁

雲仙地溝南縁
東部断層帯と

西部断層帯連動

大村湾

橘湾

有明海

大村湾

有明海

箇所

橘湾

有明海

大村湾

橘湾



－ 44 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

第３章 市民の声 

３．１． 調査概要 

まちづくりに関する市民の考えや要望を把握し、都市計画マスタープランに反映するため、

市民アンケート調査を実施しました。 

本調査の概要は以下のとおりです。 

 

■表 ３-１ 調査概要 

項 目 内 容 

調 査 期 間 平成29年12月8日～12月20日 

調 査 対 象 住民基本台帳をもとに20歳以上の市民から無作為に抽出した3,000人 

調 査 方 法 郵送による配布・回収 

回 収 状 況 【配布数】3,000票 【有効回収数】1,026票 【有効回収率】34.2％ 

 

３．１． 市民アンケート調査の結果 

本調査の結果は以下のとおりです。 

 

問 1．あなたの年齢は、次のうちどれですか。 

 

 

 

 

 

 

 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

■図 ３-１ 年齢構成 
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※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

■図 ３-１ 年齢構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：40ページ 

 

12.3%

17.8%

18.5%21.8%

26.5%

3.0%

20代

30代

40代

50代

60代以上

無回答

件数 比率

126 12.3%

183 17.8%

190 18.5%

224 21.8%

272 26.5%

31 3.0%

1,026 100.0%

選択肢

１．20代

２．30代

３．40代

４．50代

５．60代以上

無回答

計

 

12.3%

17.8%

18.5%21.8%

26.5%

3.0%

20代

30代

40代

50代

60代以上

無回答

件数 比率

126 12.3%

183 17.8%

190 18.5%

224 21.8%

272 26.5%

31 3.0%

1,026 100.0%

選択肢

１．20代

２．30代

３．40代

４．50代

５．60代以上

無回答

計
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

問 2．あなたのお住いは、次のうちどれですか。 

 

■図 ３-２ 地域別回答者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 2．あなたのお住いは、次のうちどれですか。 

 

■図 ３-２ 地域別回答者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市街化区域更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：41ページ 

件数 比率

270 26.3%

63 6.1%

77 7.5%

203 19.8%

102 9.9%

41 4.0%

69 6.7%

34 3.3%

28 2.7%

88 8.6%

26 2.5%

25 2.4%

1,026 100.0%

１１．Ⅱ-6大草・伊木力地域

８．Ⅱ-3小長井地域

無回答

計

選択肢

１．Ⅰ-1中央地域

２．Ⅰ-2中央北部・長田南部地域

３．Ⅰ-3小栗・小野地域

４．Ⅰ-4真津山・西諌早地域

５．Ⅰ-5喜々津地域

６．Ⅱ-1諫早北部地域

７．Ⅱ-2高来地域

９．Ⅱ-4森山・諫早東部地域

１０．Ⅱ-5飯盛・有喜地域

 

26.3%

6.1%

7.5%

19.8%

9.9%

4.0%

6.7%

3.3%

2.7%

8.6%

2.5% 2.4%
Ⅰ-1中央地域

Ⅰ-2中央北部・長田南部地域

Ⅰ-3小栗・小野地域

Ⅰ-4真津山・西諌早地域

Ⅰ-5喜々津地域

Ⅱ-1諫早北部地域

Ⅱ-2高来地域

Ⅱ-3小長井地域

Ⅱ-4森山・諫早東部地域

Ⅱ-5飯盛・有喜地域

Ⅱ-6大草・伊木力地域

無回答

件数 比率

270 26.3%

63 6.1%

77 7.5%

203 19.8%

102 9.9%

41 4.0%

69 6.7%

34 3.3%

28 2.7%

88 8.6%

26 2.5%

25 2.4%

1,026 100.0%

１１．Ⅱ-6大草・伊木力地域

８．Ⅱ-3小長井地域

無回答

計

選択肢

１．Ⅰ-1中央地域

２．Ⅰ-2中央北部・長田南部地域

３．Ⅰ-3小栗・小野地域

４．Ⅰ-4真津山・西諌早地域

５．Ⅰ-5喜々津地域

６．Ⅱ-1諫早北部地域

７．Ⅱ-2高来地域

９．Ⅱ-4森山・諫早東部地域

１０．Ⅱ-5飯盛・有喜地域

 

26.3%

6.1%

7.5%

19.8%

9.9%

4.0%

6.7%

3.3%

2.7%

8.6%

2.5% 2.4%
Ⅰ-1中央地域

Ⅰ-2中央北部・長田南部地域

Ⅰ-3小栗・小野地域

Ⅰ-4真津山・西諌早地域

Ⅰ-5喜々津地域

Ⅱ-1諫早北部地域

Ⅱ-2高来地域

Ⅱ-3小長井地域

Ⅱ-4森山・諫早東部地域

Ⅱ-5飯盛・有喜地域

Ⅱ-6大草・伊木力地域

無回答
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

問 3．現在の諫早市の生活環境についてどの程度満足していますか。 

・最も満足度が高いのは「山や川・海などの自然環境」であり、次いで「公園・広場や運動場」

「河川・下水道などの排水施設」「教育・文化施設や公民館」「美しいまちなみ」となってい

ます。 

・最も満足度が低いのは「駅周辺や商店街などの中心市街地」であり、次いで「商業・娯楽サ

ービス施設」「就業場所などの産業」となっています。 

 

■表 ３-２ 生活環境に対する満足度 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■図 ３-３ 生活環境に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ３-３ 生活環境に対する満足度 
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平均値 

※無回答は除く 

 

平均値 

※無回答は除く 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

問 4．諫早市の今後の土地利用について、あなたの考えに近いのはどれですか。 

 

【 住宅地 について】 

・最も重視しているのは「店舗や銀行など日常生活に必要となる施設の充実」で、約 4 割を占

めています。次いで「まちなかの空き地や空き家、空き店舗等の活用施策の充実」（24.2％）

となっています。 

 

■図 ３-４ 住宅地に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除 7名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 新規の住宅地整備 について】 

・最も重視することは「空き地や空き家の活用による住宅整備」（42.9％）であり、次いで「手

ごろな価格で手に入る住宅整備」（36.6％）となっています。 

 

■図 ３-５ 新規の住宅地整備に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

 

問 4．諫早市の今後の土地利用について、あなたの考えに近いのはどれですか。 
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複数回答による集計除 7名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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・最も重視することは「空き地や空き家の活用による住宅整備」（42.9％）であり、次いで「手

ごろな価格で手に入る住宅整備」（36.6％）となっています。 

 

■図 ３-５ 新規の住宅地整備に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

【 商業地 について】 

・最も重視することは「郊外の幹線道路に立地する大型商業施設の充実」（38.5％）であり、次

いで「中央商店街や駅前周辺の活性化」（33.0％）となっています。 

 

■図 ３-６ 商業地に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 3名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 工業地 について】 

・最も重視することは「就業場所となる事業所の誘致」（34.0％）であり、次いで「まちの活力

となる環境にやさしい工業団地の拡充」（25.2％）となっています。 

 

■図 ３-７ 工業地に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 商業地 について】 

・最も重視することは「郊外の幹線道路に立地する大型商業施設の充実」（38.5％）であり、次

いで「中央商店街や駅前周辺の活性化」（33.0％）となっています。 

 

■図 ３-６ 商業地に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 3名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 工業地 について】 

・最も重視することは「就業場所となる事業所の誘致」（34.0％）であり、次いで「まちの活力

となる環境にやさしい工業団地の拡充」（25.2％）となっています。 

 

■図 ３-７ 工業地に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

【 農地・自然環境 について】 

・最も重視することは「まちづくりや地域おこしに伴う農村地域の活性化施策の充実」（21.2％）

であり、次いで「住宅地、商業地などに転用して積極的に活用する」「農家レストランや農産

物加工所など農業関連の施設の整備」となっています。 

 

■図 ３-８ 農地・自然環境に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 2名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 農地・自然環境 について】 

・最も重視することは「まちづくりや地域おこしに伴う農村地域の活性化施策の充実」（21.2％）

であり、次いで「住宅地、商業地などに転用して積極的に活用する」「農家レストランや農産

物加工所など農業関連の施設の整備」となっています。 

 

■図 ３-８ 農地・自然環境に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 2名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：46ページ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

問 5．これからの諫早市の道路・公園などのまちづくりについて、

何が重要だと思いますか。 

 

【 道路 について】 

・最も重視することは「周辺市町村を結ぶ広域的な幹線道路網の整備」「住宅地内などの狭い生

活道路の改善」「高齢者や障害者の利用に配慮したやさしい道路づくり」がそれぞれ約 2割を

占めています。次いで「市内の市街地や集落を結ぶ道路網の整備」となっています。 

 

■図 ３-９ 道路に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 2名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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・最も重視することは「周辺市町村を結ぶ広域的な幹線道路網の整備」「住宅地内などの狭い生

活道路の改善」「高齢者や障害者の利用に配慮したやさしい道路づくり」がそれぞれ約 2割を

占めています。次いで「市内の市街地や集落を結ぶ道路網の整備」となっています。 

 

■図 ３-９ 道路に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 2名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

【 公共交通 について】 

・最も重視することは「鉄道駅周辺の道路、駅前広場等の整備」が約 3 割を占め、次いで「路

線バスの充実」で、「便数の再編」（23.5％）、「ルートの再編」（18.0％）となっています。 

 

■図 ３-１０ 公共交通に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 5名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 公園・広場 について】 

・最も重視することは「子供が安全に遊べるような身近な公園の充実」（32.3％）で、次いで「ス

ポーツ施設を備えた公園の充実」（16.1％）、「豊かな自然と親しむ公園の充実」（11.8％）と

なっています。 

 

■図 ３-１１ 公園・広場に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 公共交通 について】 

・最も重視することは「鉄道駅周辺の道路、駅前広場等の整備」が約 3 割を占め、次いで「路

線バスの充実」で、「便数の再編」（23.5％）、「ルートの再編」（18.0％）となっています。 

 

■図 ３-１０ 公共交通に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 5名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 公園・広場 について】 

・最も重視することは「子供が安全に遊べるような身近な公園の充実」（32.3％）で、次いで「ス

ポーツ施設を備えた公園の充実」（16.1％）、「豊かな自然と親しむ公園の充実」（11.8％）と

なっています。 

 

■図 ３-１１ 公園・広場に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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－ 53 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

【 景観 について】 

・最も重視しているのは「山や川・海などの自然環境を活かした景観づくり」（25.6％）で、次

いで「街路樹などの通りの演出による景観づくり」（15.1％）、「本明川などの市街地内を流れ

る河川やその周辺の演出による景観づくり」（14.0％）となっています。 

 

■図 ３-１２ 景観に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 防災 について】 

・最も重視するのは「避難経路や避難場所の整備」（30.0％）で、次いで「河川改修による集中

豪雨時の安全確保」（17.5％）、「非常用の食料や飲料水を備蓄する倉庫の整備」（14.6％）と

なっています。 
 

■図 ３-１３ 防災に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 景観 について】 
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いで「街路樹などの通りの演出による景観づくり」（15.1％）、「本明川などの市街地内を流れ

る河川やその周辺の演出による景観づくり」（14.0％）となっています。 

 

■図 ３-１２ 景観に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

【 防災 について】 

・最も重視するのは「避難経路や避難場所の整備」（30.0％）で、次いで「河川改修による集中

豪雨時の安全確保」（17.5％）、「非常用の食料や飲料水を備蓄する倉庫の整備」（14.6％）と

なっています。 
 

■図 ３-１３ 防災に関する重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

複数回答による集計除外 1名 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

問 6．あなたのお住まいの地域について、具体的に何を重点的に整備・充実するべ

きだと思いますか。（３つまで選択可） 

・重点的に整備が必要な具体的内容について「商業施設の充実」（53.7％）と半数を超え、抜き

ん出ています。「鉄道やバスなど公共交通機関＊の充実」（36.7％）、「医療・福祉の体制や施設

の整備」（36.4％）、「身の回りの生活道路の整備」（35.7％）もそれぞれ 3割を超えています。 

 

■図 ３-１４ 重点的に整備が必要な事柄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 

 

問 6．あなたのお住まいの地域について、具体的に何を重点的に整備・充実するべ

きだと思いますか。（３つまで選択可） 

・重点的に整備が必要な具体的内容について「商業施設の充実」（53.7％）と半数を超え、抜き

ん出ています。「鉄道やバスなど公共交通機関＊の充実」（36.7％）、「医療・福祉の体制や施設

の整備」（36.4％）、「身の回りの生活道路の整備」（35.7％）もそれぞれ 3割を超えています。 

 

■図 ３-１４ 重点的に整備が必要な事柄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※比率は小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100とはならない。 
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（複数回答含む、有効回収数＝1,026） （複数回答含む、有効回収数＝1,026） 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

第４章 将来都市像 

４．１．まちづくりの基本的課題 

人口減少・少子高齢化など社会情勢の変化や都市の現況、市民の声を踏まえ、本市のまち

づくりで重要と考えられる「都市活力」「生活環境」「自然・歴史・文化的環境」「市民主体」

の大きく 4つの視点でまちづくりの基本的課題を整理しました。 

 

 

 

基本的課題１：都市活力 

活力に満ちた持続可能なまちづくりの実現 

（主な視点：人口減少社会への対応、地域コミュニティの維持、まちづくりの進捗状況や計画との整合） 

（１）持続可能な集約型都市構造＊の構築 

（２）就業の場の創出 

（３）都市・地域での賑わい創出の核となる拠点の形成 

 

基本的課題２：生活環境 

市民が安全・快適に暮らせるまちづくりの実現 

（主な視点：少子高齢化、財政縮減の状況下での生活環境の維持、安全・安心社会の構築） 

（１）効率的・効果的な都市基盤・都市施設、住宅の整備 

（２）利便性の高い公共交通の整備 

（３）市街化調整区域における適正な土地利用の誘導 

（４）大規模災害に備えたまちづくり 

 

基本的課題３：自然・歴史・文化的環境  

人の営みと自然・歴史・文化的環境が調和したまちづくりの実現 

（主な視点：諫早市の都市を構成する重要な要素としての自然資源、地域資源の保全・活用） 

（１）地域資源を活かした魅力あるまちづくり 

 

基本的課題４：市民主体 

市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくりの実現 

（主な視点：新たな公（住民や NPO、企業等の主体の参画・協働＊体制による地域課題への対応）） 

（１）まちづくりへの市民参加・まちづくりにおける市民協働 

 

次ページ以降に、4 つの基本的課題を構成する 9 つの課題について、詳細の内容を示しま

す。 
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基本的課題１：都市活力 

活力に満ちた持続可能なまちづくりの実現 
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基本的課題２：生活環境 

市民が安全・快適に暮らせるまちづくりの実現 

（主な視点：少子高齢化、財政縮減の状況下での生活環境の維持、安全・安心社会の構築） 

（１）効率的・効果的な都市基盤・都市施設、住宅の整備 

（２）利便性の高い公共交通の整備 

（３）市街化調整区域における適正な土地利用の誘導 

（４）大規模災害に備えたまちづくり 

 

基本的課題３：自然・歴史・文化的環境  

人の営みと自然・歴史・文化的環境が調和したまちづくりの実現 

（主な視点：諫早市の都市を構成する重要な要素としての自然資源、地域資源の保全・活用） 

（１）地域資源を活かした魅力あるまちづくり 

 

基本的課題４：市民主体 

市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくりの実現 

（主な視点：新たな公（住民や NPO、企業等の主体の参画・協働＊体制による地域課題への対応）） 

（１）まちづくりへの市民参加・まちづくりにおける市民協働 
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まちづくりの基本的課題の概要 

 

まちづくりの基本的課題の概要 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

 

本市は交通の要衝としての立地特性を活かし、大規模住宅団地や県内随一の工業団地を有

するなど、これまでも県央の中核都市として着実に発展してきました。また、令和４年に開

業した西九州新幹線や、高規格道路「島原道路」の整備などに伴い、今後も本市のポテンシ

ャルはますます向上することが期待されます。 

しかしながら、人口減少社会の進展に伴い、今後は、都市・地域全体の人口密度の低下や

土地の低未利用＊が進行し、まちの活力が低下することが懸念されます。 

 

将来にわたって持続可能なまちづくりを推進するためには、まちの活力となる産業や商業

サービスの適地への立地誘導、中心市街地や各支所地域の中心部における都市機能＊の集積、

まちの活性化や賑わいの中心となる拠点の形成など、都市部に限らずその周辺部も含めた本

市全体の観点からの取組をより一層強化する必要があります。 

（１）持続可能な集約型都市構造の構築 

□ 本市の人口は減少傾向にあり、中心市街地や各支所の中心

部においても、人口密度の低下や土地の低未利用が進行

し、中心市街地の人口の空洞化に伴う活力の低下や、地域

コミュニティの維持が困難となることが懸念されます。 

□ また、市民アンケートより、幹線道路に立地する大型商業

施設の充実が求められていますが、無秩序に市街地の拡散

が進行すれば、中心市街地の求心力の低下につながるとと

もに、厳しい財政状況では、市民の生活を支える行政サー

ビスの提供が次第に行き届かなくなることが懸念されま

す。 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 45 ページ参照 

要望が多かったもの 

・「郊外の幹線道路に立地する大型商業施設の充実」（38.5%） 

・「まちの活力となる環境にやさしい工業団地の拡充」（25.2%） 
 

⚫ 将来にわたって持続可能なまちづくりを実現するためには、都市・地域全体を俯瞰

して各施設の適切な場所を見極め、まちの活力となる産業や商業、公共公益施設＊な

どの立地を効率的・効果的に誘導する必要があります。 

⚫ また、中心市街地や各支所の中心部における既存の集積された都市機能を活かしな

がら、集約型の都市づくりを推進することが必要です。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

用途地域にあった適切な規制・誘導の推進 ／ 公共施設の規模や配置の見直し ／ 新たな産業

団地や商業施設の適地への立地誘導 ／ コンパクト・プラス・ネットワークの観点での都市機能の

誘導 等 

 

 

 

 

本市は交通の要衝としての立地特性を活かし、大規模住宅団地や県内随一の工業団地を有

するなど、これまでも県央の中核都市として着実に発展してきました。また、令和４年度

（2022年度）に予定されている九州新幹線西九州ルートの開業や、地域高規格道路「島原道

路」の整備などに伴い、今後も本市のポテンシャルはますます向上することが期待されます。 

しかしながら、人口減少社会の進展に伴い、今後は、都市・地域全体の人口密度の低下や

土地の低未利用＊が進行し、まちの活力が低下することが懸念されます。 

 

将来にわたって持続可能なまちづくりを推進するためには、まちの活力となる産業や商業

サービスの適地への立地誘導、中心市街地や各支所地域の中心部における都市機能＊の集積、

まちの活性化や賑わいの中心となる拠点の形成など、都市部に限らずその周辺部も含めた本

市全体の観点からの取組をより一層強化する必要があります。 

（１）持続可能な集約型都市構造の構築 

□ 本市の人口は減少傾向にあり、中心市街地や各支所の中心

部においても、人口密度の低下や土地の低未利用が進行

し、中心市街地の人口の空洞化に伴う活力の低下や、地域

コミュニティの維持が困難となることが懸念されます。 

□ また、市民アンケートより、幹線道路に立地する大型商業

施設の充実が求められていますが、無秩序に市街地の拡散

が進行すれば、中心市街地の求心力の低下につながるとと

もに、厳しい財政状況では、市民の生活を支える行政サー

ビスの提供が次第に行き届かなくなることが懸念されま

す。 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 45 ページ参照 

要望が多かったもの 

・「郊外の幹線道路に立地する大型商業施設の充実」（38.5%） 

・「まちの活力となる環境にやさしい工業団地の拡充」（25.2%） 
 

⚫ 将来にわたって持続可能なまちづくりを実現するためには、都市・地域全体を俯瞰

して各施設の適切な場所を見極め、まちの活力となる産業や商業、公共公益施設＊な

どの立地を効率的・効果的に誘導する必要があります。 

⚫ また、中心市街地や各支所の中心部における既存の集積された都市機能を活かしな

がら、集約型の都市づくりを推進することが必要です。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

用途地域にあった適切な規制・誘導の推進 ／ 公共施設の規模や配置の見直し ／ 新たな産業

団地や商業施設の適地への立地誘導 ／ コンパクト・プラス・ネットワークの観点での都市機能の

誘導 等 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：53ページ 

 

人口減少 

人口集中地区（DID）では 

H12:62,120人 

→R2:62,806 人 

高齢化の進行 

高齢化率は 

H12:18.4%→R2:30.6% 

公共施設の老朽化 

延床面積で全体の 35%が

昭和56年以前の旧耐震基

準の施設 

主要データ 

基本的課題１：都市活力 ➠ 活力に満ちた持続可能なまちづくりの実現 

 

基本的課題１：都市活力 ➠ 活力に満ちた持続可能なまちづくりの実現 

 

人口減少 

人口集中地区（DID）では 

H7:62,483人 

→H27:60,568人 

高齢化の進行 

高齢化率は 

H7:15.8%→H27:27.1% 

公共施設の老朽化 

延床面積で全体の 36%が

昭和56年以前の旧耐震基

準の施設 

主要データ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

✧まちづくりＱ＆Ａ✧ 

Ｑ．「集約型都市構造」って何ですか？ 
Ａ． 賑わいや生活の拠点となるまちの中心部に、住宅や産業、商業、公共サービスなどの多様な都市機能

が適切に配置されたコンパクトで暮らしやすいまちづくりを実現した都市のつくり方のことを言いま
す。また、市全体の中に複数の拠点を形成しながら、それぞれの地域を公共交通等によりネットワーク
することで、市民が自動車に頼ることなく暮らせる環境の創出を目指すものです。 

 

（２）就業の場の創出 

□ 本市では、事業所数については長期的に減少傾向にあり

ますが、既存の事業所において雇用が拡大していること

や、これまで推進してきた産業団地の整備などにより比

較的大規模な事業所が進出していることなどから、従業

員数は増加傾向にあることが伺えます。 

□ 一方で、就業の場としての選択肢が少ない状況では、就

職を機に市外へ転居する若者が増え続け、人口流出が加

速することにより、結果的に地域の活力が低下すること

が懸念されます。 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 42、45ページ参照 

要望が多かったもの 
・「就業の場所となる事業所の誘致」（34.0%） 
満足度が低かったもの（普通＝3 点） 
・「就業場所などの産業」（2.39点＜3点） 

 

⚫ 若年層の転出を抑制するためには、本市の既存産業の更なる強化や新たな産業の誘

致などによる雇用の促進を図り、若者が働きたいと思える多様な就業の場を創出す

る必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

新産業団地の整備推進 ／ 企業誘致 ／ 大型商業施設等の適地への立地促進 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✧まちづくりＱ＆Ａ✧ 

Ｑ．「集約型都市構造」って何ですか？ 
Ａ． 賑わいや生活の拠点となるまちの中心部に、住宅や産業、商業、公共サービスなどの多様な都市機能

が適切に配置されたコンパクトで暮らしやすいまちづくりを実現した都市のつくり方のことを言いま
す。また、市全体の中に複数の拠点を形成しながら、それぞれの地域を公共交通等によりネットワーク
することで、市民が自動車に頼ることなく暮らせる環境の創出を目指すものです。 

 

（２）就業の場の創出 

□ 本市では、事業所数については長期的に減少傾向にあり

ますが、既存の事業所において雇用が拡大していること

や、これまで推進してきた産業団地の整備などにより比

較的大規模な事業所が進出していることなどから、従業

員数は増加傾向にあることが伺えます。 

□ 一方で、就業の場としての選択肢が少ない状況では、就

職を機に市外へ転居する若者が増え続け、人口流出が加

速することにより、結果的に地域の活力が低下すること

が懸念されます。 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 42、45ページ参照 

要望が多かったもの 
・「就業の場所となる事業所の誘致」（34.0%） 
満足度が低かったもの（普通＝3 点） 
・「就業場所などの産業」（2.39点＜3点） 

 

⚫ 若年層の転出を抑制するためには、本市の既存産業の更なる強化や新たな産業の誘

致などによる雇用の促進を図り、若者が働きたいと思える多様な就業の場を創出す

る必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

新産業団地の整備推進 ／ 企業誘致 ／ 大型商業施設等の適地への立地促進 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：53ページ 

------------------------------- 

現行ページ：54ページ 

 

 

 

 

数値の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所数 

長期的には減少傾向 

（H16:6,258 事業所 

→H26:6,012 事業所） 

従業員数 

長期的には増加傾向 

（H16：57,369人 

→H26:59,226人） 

転入・転出（H22→H27） 

20歳～24歳は転出超過 

（男：▲801 人、 

女：▲557人） 

主要データ 

事業所数 

長期的には減少傾向 

（H16:6,258 事業所 

→R3:5,982事業所） 

従業員数 

長期的には増加傾向 

（H16：57,369人 

→R2:61,285 人） 

転入・転出（H27→R2） 

20歳～24歳は転出超過 

（男：▲686 人、 

女：▲680人） 

主要データ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（３）都市・地域での賑わい創出の核となる拠点の形成 

 

□ 生活利便施設＊や商業施設の充実に対する市民の要望が

多いなか、中心市街地や身近な商業地、生活の中心地の

利便性や魅力が低下すると、結果的に近隣市町など市外

への人口流出が進行することに繋がります。 

□ 人口流出が進行すると、これまで一定の人口密度に支え

られてきた生活利便施設等の撤退などにより、地域の利

便性がより一層低下することが懸念されます。 
 
 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 42～45、50ページ参照 

要望が多かったもの 

・「店舗や銀行など日常生活に必要となる施設の充実」

（40.3%） 

・「郊外の幹線道路に立地する大型商業施設の充実」（38.5%） 

・「中央商店街や駅前周辺の活性化」（33.0%） 

・「まちなかの空き地や空き家、空き店舗等の活用施策の充実」

（24.2%） 

満足度が低かったもの（普通＝3 点） 

・「商業・娯楽サービス施設」（1.97点＜3点） 

・「駅周辺や商店街などの中心市街地」（1.79 点＜3点） 

今後、地域で重点的に整備が必要なこと 

・「商業施設の充実」（53.7%） 
 

⚫ 市外への人口流出を抑えるためにも、商業をはじめとした都市機能の適正な配置に

よって、住民のライフスタイルの多様化に対応したまちづくりが必要です。 

⚫ 中心市街地においては広域的な都市機能を集約するとともに、周辺地域を含めて一

体の商業集積として捉え、本市全体として利便性や魅力を高めることで、市内での

消費喚起を図るという視点も重要です。 

⚫ 各支所地域においては、地域のコミュニティの中心となる拠点の形成を図るために、

既存の都市機能の集積を活かしながら生活利便施設や公共公益施設の立地誘導を図

る必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

諫早駅周辺及び商店街の中心市街地活性化に向けた対策 ／ 大型商業施設の適地への立地誘導 

／各支所地域における生活拠点への生活利便施設や公共公益施設の充実 等 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市・地域での賑わい創出の核となる拠点の形成 

 

□ 生活利便施設＊や商業施設の充実に対する市民の要望が

多いなか、中心市街地や身近な商業地、生活の中心地の

利便性や魅力が低下すると、結果的に近隣市町など市外

への人口流出が進行することに繋がります。 

□ 人口流出が進行すると、これまで一定の人口密度に支え

られてきた生活利便施設等の撤退などにより、地域の利

便性がより一層低下することが懸念されます。 
 
 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 42～45、50ページ参照 

要望が多かったもの 

・「店舗や銀行など日常生活に必要となる施設の充実」

（40.3%） 

・「郊外の幹線道路に立地する大型商業施設の充実」（38.5%） 

・「中央商店街や駅前周辺の活性化」（33.0%） 

・「まちなかの空き地や空き家、空き店舗等の活用施策の充実」

（24.2%） 

満足度が低かったもの（普通＝3 点） 

・「商業・娯楽サービス施設」（1.97点＜3点） 

・「駅周辺や商店街などの中心市街地」（1.79 点＜3点） 

今後、地域で重点的に整備が必要なこと 

・「商業施設の充実」（53.7%） 
 

⚫ 市外への人口流出を抑えるためにも、商業をはじめとした都市機能の適正な配置に

よって、住民のライフスタイルの多様化に対応したまちづくりが必要です。 

⚫ 中心市街地においては広域的な都市機能を集約するとともに、周辺地域を含めて一

体の商業集積として捉え、本市全体として利便性や魅力を高めることで、市内での

消費喚起を図るという視点も重要です。 

⚫ 各支所地域においては、地域のコミュニティの中心となる拠点の形成を図るために、

既存の都市機能の集積を活かしながら生活利便施設や公共公益施設の立地誘導を図

る必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

諫早駅周辺及び商店街の中心市街地活性化に向けた対策 ／ 大型商業施設の適地への立地誘導 

／各支所地域における生活拠点への生活利便施設や公共公益施設の充実 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：55ページ 

 

 

 

 

 

 

中心市街地内人口 

過去 12年間では、 

ピーク時の平成 24 年から

約 100人減少 

（H20：3,442人 

→ H24:3,574人 

→ R1:3,453人） 

中心市街地（アエル中央商

店街）の歩行者通行量 

過去 12年間では、 

4,000 人近く減少 

（H20：8,920人 

→ R1:4,921人） 

転入・転出（H27→R2） 

・大村市に対しては 810人

の転出超過 

（転出者の方が多い） 

主要データ 

中心市街地内人口 

過去 10年間では、 

ピーク時の平成 24 年から

約 200人減少 

（H21：3,431人 

→ H24:3,574人 

→ H30:3,376人） 

中心市街地（アエル中央商

店街）の歩行者通行量 

過去 10年間では、 

4,000 人近く減少 

（H20：8,920人 

→ H30:5,299人） 

転入・転出（H22→H27） 

・大村市に対しては 507人

の転出超過 

（転出者の方が多い） 

主要データ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

本市は、昭和 32年の諫早大水害からの復興を目的とした都市計画事業や、その後も人口集

中の著しい市街地の周辺地域において、新住宅市街地開発事業などによる大規模住宅団地等

の整備を進めてきました。 

こうしたなか、モータリゼーション（車社会化）＊の進展によって、幹線道路沿道への大規

模小売店舗の進出など自動車に依存した都市構造に移行しつつあり、自動車利用者にとって

は便利であっても、運転のできない交通弱者＊にとっては生活しにくい社会になることが懸

念されます。 

また、市街地の拡大に対応して後追い的な都市基盤・都市施設の整備を進めていくと、厳

しい財政状況のなかでは整備後の維持管理までを行う余裕がなくなり、将来的に市民ニーズ

に対応した公共公益サービスの提供が困難となることも懸念されます。 

 

市民の誰もが安心して快適に暮らせる社会を実現するためには、市民の視点に立ち、都市

基盤・都市施設や住宅の整備を効率的・効果的に進めるとともに、過度に自動車に依存しす

ぎない都市構造の実現に向けた公共交通の充実を図る必要があります。また、安全・安心社

会の実現に向けて、これまで進めてきた各種の防災施策を確実に進め、大規模災害に備えた

まちづくりを図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、昭和 32年の諫早大水害からの復興を目的とした都市計画事業や、その後も人口集

中の著しい市街地の周辺地域において、新住宅市街地開発事業などによる大規模住宅団地等

の整備を進めてきました。 

こうしたなか、モータリゼーション（車社会化）＊の進展によって、幹線道路沿道への大規

模小売店舗の進出など自動車に依存した都市構造に移行しつつあり、自動車利用者にとって

は便利であっても、運転のできない交通弱者＊にとっては生活しにくい社会になることが懸

念されます。 

また、市街地の拡大に対応して後追い的な都市基盤・都市施設の整備を進めていくと、厳

しい財政状況のなかでは整備後の維持管理までを行う余裕がなくなり、将来的に市民ニーズ

に対応した公共公益サービスの提供が困難となることも懸念されます。 

 

市民の誰もが安心して快適に暮らせる社会を実現するためには、市民の視点に立ち、都市

基盤・都市施設や住宅の整備を効率的・効果的に進めるとともに、過度に自動車に依存しす

ぎない都市構造の実現に向けた公共交通の充実を図る必要があります。また、安全・安心社

会の実現に向けて、これまで進めてきた各種の防災施策を確実に進め、大規模災害に備えた

まちづくりを図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：56ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的課題２：生活環境 ➠ 市民が安全・快適に暮らせるまちづくりの実現 

 

基本的課題２：生活環境 ➠ 市民が安全・快適に暮らせるまちづくりの実現 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（１）効率的・効果的な都市基盤・都市施設、住宅の整備 

□ 都市基盤・都市施設の整備が停滞すると、住民の暮ら

しや様々な活動において不便が生じることが懸念さ

れます。 

□ 一方で、市街地の拡大に伴って都市基盤・都市施設の

後追い的な整備を進めていくと、その維持管理コス

トが膨らみ続け、しだいに市民ニーズに的確に対応

した公共公益サービスの提供が困難となることも懸

念されます。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 44、47、48ページ参照 

要望が多かったもの 

・「周辺市町村を結ぶ広域的な幹線道路網の整備」（22.0%） 

・「鉄道駅周辺の道路、駅前広場等の整備」（29.8%） 

・「住宅地内など狭い生活道路の改善」（21.7%） 

・「空き地や空き家の活用による住宅整備」（42.9%） 

・「手ごろな価格で手に入る住宅整備」（36.6%） 
 

⚫ 本市全体のまちづくりの観点から適正な場所を見極め、安全性、快適性に優れた暮ら

しを提供する効率的・効果的な都市基盤・都市施設の整備を図る必要があります。 

⚫ 駅周辺においては、交通結節機能＊の強化や商業・居住等の機能を強化するとともに、

周辺市町との広域的な連携強化や市街地の交通渋滞の解消に向け、幹線道路網の整

備を推進する必要があります。 

⚫ 安全で健康・快適な生活環境の実現や定住促進を図るために、地域のニーズに的確に

対応した生活基盤＊の整備を推進するとともに、空き家の適切な管理と有効活用を促

すなど多様なライフスタイルを受け入れる住宅の整備を促進する必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

駅周辺における市街地再開発事業 ／ 幹線道路網や高規格道路等の早期整備 ／ 長期未着手の土

地区画整理事業等について事業手法や費用対効果の検証 ／ 空き家対策 ／ 生活道路の整備・改

善 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）効率的・効果的な都市基盤・都市施設、住宅の整備 

□ 都市基盤・都市施設の整備が停滞すると、住民の暮ら

しや様々な活動において不便が生じることが懸念さ

れます。 

□ 一方で、市街地の拡大に伴って都市基盤・都市施設の

後追い的な整備を進めていくと、その維持管理コス

トが膨らみ続け、しだいに市民ニーズに的確に対応

した公共公益サービスの提供が困難となることも懸

念されます。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 44、47、48ページ参照 

要望が多かったもの 

・「周辺市町村を結ぶ広域的な幹線道路網の整備」（22.0%） 

・「鉄道駅周辺の道路、駅前広場等の整備」（29.8%） 

・「住宅地内など狭い生活道路の改善」（21.7%） 

・「空き地や空き家の活用による住宅整備」（42.9%） 

・「手ごろな価格で手に入る住宅整備」（36.6%） 
 

⚫ 本市全体のまちづくりの観点から適正な場所を見極め、安全性、快適性に優れた暮ら

しを提供する効率的・効果的な都市基盤・都市施設の整備を図る必要があります。 

⚫ 駅周辺においては、交通結節機能＊の強化や商業・居住等の機能を強化するとともに、

周辺市町との広域的な連携強化や市街地の交通渋滞の解消に向け、幹線道路網の整

備を推進する必要があります。 

⚫ 安全で健康・快適な生活環境の実現や定住促進を図るために、地域のニーズに的確に

対応した生活基盤＊の整備を推進するとともに、空き家の適切な管理と有効活用を促

すなど多様なライフスタイルを受け入れる住宅の整備を促進する必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

駅周辺における市街地再開発事業 ／ 幹線道路網や地域高規格道路等の早期整備 ／ 長期未着手

の土地区画整理事業等について事業手法や費用対効果の検証 ／ 空き家対策 ／ 生活道路の整

備・改善 等 
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都市基盤・都市施設の 

主な整備状況 

・土地区画整理事業の進捗： 

諫早南部、山の手の 2 地区が 

一部未施工 

・都市計画道路の整備率(R5）： 

70.7%（周辺市町よりも低い） 

・汚水処理人口普及率(R5)： 

93.0% 

主要データ 

都市基盤・都市施設の 

主な整備状況 

・土地区画整理事業の進捗： 

諫早南部、山の手の 2 地区が 

一部未施工 

・都市計画道路の整備率(H27）： 

59.6%（周辺市町よりも低い） 

・汚水処理人口普及率(H29)： 

88.4% 

主要データ 



－ 61 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）利便性の高い公共交通の整備 

□ モータリゼーションの進展により、本市においても幹線

道路沿道への大規模小売店舗の進出などによる都市機

能の拡散や市街地の拡大が進み、自動車への依存が高い

都市構造になってきています。 

□ 日常生活における自動車への依存が高まることで、利用

者の減少に伴う公共交通機関の衰退が懸念されます。 

□ その結果、運転のできない学生・生徒、高齢者、障害者、

妊婦等の交通弱者にとってますます生活しにくい社会

になることが懸念されます。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 48 ページ参照 

要望が多かったもの 

・「路線バスの充実」（41.5％） 

（便数の再編：23.5％、ルートの再編：18.0％） 

・「鉄道駅周辺の道路、駅前広場等の整備」（29.8％） 
 

⚫ 交通弱者の広域的な移動手段を確保するために、公共交通網の再編、利便性の向上を

図るとともに、新たな交通体系の整備を含めた公共交通機関の空白地域＊の解消に向

けた取組を推進する必要があります。 

⚫ また、公共交通機関の利用促進に向けて、住民の通学、通院、買物等の日常生活上不

可欠な移動に加え、娯楽や文化活動、コミュニティ活動、その他様々な外出を容易に

するとともに、観光客等の来訪者の移動の利便性や回遊性の向上を図る必要がありま

す。 

⚫ さらに、道路整備を含む公共交通ネットワークの確保に加え、それらを支援するため

の公共交通の結節点として駅周辺の整備を確実に進める必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

交通事業者との連携によるバス路線の再編 ／ 公共交通機関の空白地域における乗合タクシー＊運

行事業の拡充 等 
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□ 日常生活における自動車への依存が高まることで、利用
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□ その結果、運転のできない学生・生徒、高齢者、障害者、

妊婦等の交通弱者にとってますます生活しにくい社会

になることが懸念されます。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 48 ページ参照 

要望が多かったもの 

・「路線バスの充実」（41.5％） 

（便数の再編：23.5％、ルートの再編：18.0％） 

・「鉄道駅周辺の道路、駅前広場等の整備」（29.8％） 
 

⚫ 交通弱者の広域的な移動手段を確保するために、公共交通網の再編、利便性の向上を

図るとともに、新たな交通体系の整備を含めた公共交通機関の空白地域＊の解消に向

けた取組を推進する必要があります。 

⚫ また、公共交通機関の利用促進に向けて、住民の通学、通院、買物等の日常生活上不

可欠な移動に加え、娯楽や文化活動、コミュニティ活動、その他様々な外出を容易に

するとともに、観光客等の来訪者の移動の利便性や回遊性の向上を図る必要がありま

す。 

⚫ さらに、道路整備を含む公共交通ネットワークの確保に加え、それらを支援するため

の公共交通の結節点として駅周辺の整備を確実に進める必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

交通事業者との連携によるバス路線の再編 ／ 公共交通機関の空白地域における乗合タクシー＊運

行事業の拡充 等 
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公共交通ネットワーク 

・市街化区域の大部分は鉄

道駅から 2.5㎞の範囲、一

部は鉄道駅から 1.0 ㎞の

範囲にある。 

・一方、都市計画区域外の市

南部や市北部は鉄道から

遠く、利用しにくい地域

（交通空白地域）が多くな

っている。 

 

主要データ 

公共交通ネットワーク 

・市街化区域の大部分は鉄

道駅から 2.5㎞の範囲、一

部は鉄道駅から 1.0 ㎞の

範囲にある。 

・一方、都市計画区域外の市

南部や市北部は鉄道から

遠く、利用しにくい地域

（交通空白地域）が多くな

っている。 

 

主要データ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（３）市街化調整区域における適正な土地利用の誘導 

□ 人口減少や高齢化が著しい中山間地域等の

集落においては、住民の生活に必要なサービ

スの確保やコミュニティ機能の維持が困難

となり、将来的に集落での暮らしを続けてい

くことが難しくなる状況が懸念されます。 

□ こうしたなか、本市では、地域コミュニティ

の維持等を図るため、市街化調整区域におけ

る土地利用の適正な運用基準の見直しによ

る住宅開発の誘導を平成 23 年度から行って

きました。 

□ 平成 27年度からは「諫早版小さな拠点＊」の

施策により、市街化調整区域において土地利

用の更なる運用基準の見直しを進めていま

す。 

□ 令和 2 年度からは、市街化調整区域の幹線道路沿いに集積している既存集落内での

定住化を図るため、「沿道地区＊（令和 6 年度から「沿道業務区域」＊）」の施策によ

り、生活利便施設の立地を推進しています。 

□ 令和 4年度からは、頻発化・激甚化する自然災害において、全国各地で浸水被害や土

砂災害が多く発生していることを受け、本市においても防災・減災の観点から、災害

ハザードエリアでの開発等を抑制しています。 

□ 令和 6年度からは、交通の要衝としての利便性を活かし、高規格道路「島原道路」の

ＩＣ周辺において「流通産業区域＊」の施策により、周辺環境との調和に配慮しなが

ら、企業立地を推進しています。 

⚫ 人口減少が特に著しい市街化調整区域においては、社会情勢の変化に対応しながら、

定住化を促進することにより地域コミュニティの維持を目指す「諫早版小さな拠点」

の施策により、各種制度を活用した計画的な土地利用の誘導を図る必要があります。 

⚫ また、集落各々において様々な課題を個々に解決することは困難です。そのため、

すでに日常生活サービス機能＊が集積している地域をコミュニティの拠点地区とし、

拠点地区とその周辺集落が機能分担することで、より広い範囲で地域を捉え、日常

生活サービス機能を享受するという視点も重要です。 

⚫ さらに、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、拠点地区とその

周辺集落との良好なアクセスを確保する必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

市街化調整区域における土地利用の適正な運用基準の見直し（定住促進、公共公益施設の立地誘導等）

／40戸連たん制度＊の活用 ／ 地区計画制度＊の活用 ／ 「諫早版小さな拠点」の形成 等 
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⚫ 人口減少が特に著しい市街化調整区域においては、社会情勢の変化に対応しながら、

定住化を促進することにより地域コミュニティの維持を目指す「諫早版小さな拠点」

の施策により、各種制度を活用した計画的な土地利用の誘導を図る必要があります。 

⚫ また、集落各々において様々な課題を個々に解決することは困難です。そのため、

すでに日常生活サービス機能＊が集積している地域をコミュニティの拠点地区とし、

拠点地区とその周辺集落が機能分担することで、より広い範囲で地域を捉え、日常

生活サービス機能を享受するという視点も重要です。 

⚫ さらに、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、拠点地区とその

周辺集落との良好なアクセスを確保する必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

市街化調整区域における土地利用の適正な運用基準の見直し（定住促進、公共公益施設の立地誘導等）

／40戸連たん制度＊の活用 ／ 地区計画制度＊の活用 ／ 「諫早版小さな拠点」の形成 等 
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人口の推移（H17～R2） 

市街化区域では、 

15 年間で約 400 人減少 

（H17：84,348人 → R2:83,943人） 

市街化調整区域では、 

15 年間で約 2,600人減少 

（H17：17,137人 → R2:14,484人） 

開発許可件数（H26～R5の合計） 

市街化区域:298 件 

市街化調整区域:1,802 件 

開発許可件数は、市街化区域・市街化

調整区域ともに増減を繰り返してい

る。 

主要データ 

 人口の推移（H12～H27） 

市街化区域では、 

15 年間で約 1,500人増加 

（H12：83,304人 → H27:84,838人） 

市街化調整区域では、 

15 年間で約 2,000人減少 

（H12：17,006人 → H27:14,984人） 

開発許可件数（H18～H26の合計） 

市街化区域:56件 

市街化調整区域:292件 

開発許可件数は、市街化区域・市街化

調整区域ともに増減を繰り返してい

る。 

主要データ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ４-１ 市街化調整区域における土地利用の規制緩和概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✧まちづくりＱ＆Ａ✧ 

Ｑ．「諫早版小さな拠点」って何ですか？ 

Ａ． 諫早版小さな拠点とは、本市の市街化調整区域において、土地利用の運用基準の見直し等を行

うことで、定住化を促進することにより地域コミュニティの維持を図る施策の一つです。 

厳しい土地利用の制限が定められている市街化調整区域の中で、生活利便施設や公共公益施

設が一定の集積がありながら人口減少が進んでいる地域があります。本市では、こうした地域を

拠点地区（出張所、小・中学校、鉄道駅等を中心とする概ね半径 500mの範囲）に指定した上で、

秩序ある開発を許容し、土地利用の適正な運用基準の見直しを図ることで、住居等の建築を促し

定住化を促進しています。 

具体的には、「40戸連たん制度」や「分家住宅制度」、「地区計画制度」など都市計画法に基づ

く各種制度を活用することで、市街化調整区域内において戸建住宅の建築や宅地開発（住居系・

業務系）を行うことができるようになります。また、拠点地区においては、さらに共同住宅、店

舗・事務所（500㎡以内）等などが建築可能となります。 

なお、国が進めている「小さな拠点」づくりも、人口減少下における地域コミュニティの維持

に向けた取組ではありますが、本市が進めている取組は国の取組とは少し性質が異なるため、

『諫早版』という表現としています。 
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図の追加 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（４）大規模災害に備えたまちづくり 

□ 本市においては、地域特性上、特に河川氾濫や

高潮による浸水の危険性が高く、過去には昭

和 32年の諫早大水害をはじめ、甚大な被害を

受けたことがあります。今後も、本明川が決壊

した場合には、有明海に面した干拓地におい

て 3.0m以上の浸水が予測されています。 

□ また、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区

域が指定されており、近年の集中豪雨で土砂

災害の危険性もあります。 

□ さらに、本市の沿岸部は津波災害警戒区域に

指定されており、津波に対する警戒避難体制

の整備が求められています。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 49 ページ参照 

要望が多かったもの 

・「避難経路や避難場所の整備」（30.0%） 

・「河川改修による集中豪雨時の安全確保」（17.5%） 

・「非常用の食料や飲料水を備蓄する倉庫の整備」（14.6%） 
 

⚫ 平成 23 年の東日本大震災や平成 28 年の熊本地震、平成 29 年の九州北部豪雨等を契

機に、防災・減災に対する市民の関心が高くなっている中で、大規模災害への対応を

含む「安全・安心社会」の実現に向けた防災対策を推進する必要があります。 

⚫ 具体的には、必要に応じ都市計画を定めること等により都市防災の施策＊を行うこと

が考えられます。 

⚫ また、施設整備によるハード対策のみでは限界があるという認識のもと、地域内での

情報共有や避難対策等のソフト対策も組み合わせ、ハード・ソフト両面から対策を進

めることが重要です。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

防火地域及び準防火地域の指定 ／ 地区計画の策定や土地区画整理事業の推進による災害に強い市

街地整備 ／ 河川改修 ／ 自主防災組織の育成 ／ 避難対策 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）大規模災害に備えたまちづくり 

□ 本市においては、地域特性上、特に河川氾濫や

高潮による浸水の危険性が高く、過去には昭

和 32年の諫早大水害をはじめ、甚大な被害を

受けたことがあります。今後も、本明川が決壊

した場合には、有明海に面した干拓地におい

て 3.0m以上の浸水が予測されています。 

□ また、土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区

域が指定されており、近年の集中豪雨で土砂

災害の危険性もあります。 

□ さらに、本市の沿岸部は津波災害警戒区域に

指定されており、津波に対する警戒避難体制

の整備が求められています。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 49 ページ参照 

要望が多かったもの 

・「避難経路や避難場所の整備」（30.0%） 

・「河川改修による集中豪雨時の安全確保」（17.5%） 

・「非常用の食料や飲料水を備蓄する倉庫の整備」（14.6%） 
 

⚫ 平成 23 年の東日本大震災や平成 28 年の熊本地震、平成 29 年の九州北部豪雨等を契

機に、防災・減災に対する市民の関心が高くなっている中で、大規模災害への対応を

含む「安全・安心社会」の実現に向けた防災対策を推進する必要があります。 

⚫ 具体的には、必要に応じ都市計画を定めること等により都市防災の施策＊を行うこと

が考えられます。 

⚫ また、施設整備によるハード対策のみでは限界があるという認識のもと、地域内での

情報共有や避難対策等のソフト対策も組み合わせ、ハード・ソフト両面から対策を進

めることが重要です。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

防火地域及び準防火地域の指定 ／ 地区計画の策定や土地区画整理事業の推進による災害に強い市

街地整備 ／ 河川改修 ／ 自主防災組織の育成 ／ 避難対策 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の時点修正 

 

数値、データ計測月修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：59ページ 

 

 

 

 

 

 

 

浸水深 

本明川の決壊により 3.0m以上 

土砂災害警戒区域及び 

土砂災害特別警戒区域（R1.8） 

警戒区域 

2,871 箇所 

特別警戒区域（警戒区域の内数） 

2,679 箇所 

震度 

最大で 5 強～6強 

津波災害警戒区域の指定 

長崎県津波浸水想定区域（第 2版）を

基本とした区域で指定 

主要データ 

 浸水深 

本明川の決壊により 3.0m以上 

土砂災害警戒区域及び 

土砂災害特別警戒区域（R7.1） 

警戒区域 

2,929 箇所 

特別警戒区域（警戒区域の内数） 

2,671 箇所 

震度 

最大で 5 強～6強 

津波災害警戒区域の指定 

長崎県津波浸水想定区域（第 2版）を

基本とした区域で指定 

主要データ 
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本市は、江戸時代には「佐賀藩諫早領」として領内には長崎街道の宿場や番所が置かれ、

多良海道、島原街道の分岐点に位置し、三つの海に面するなど、陸路や海上航路が集中・通

過する交通の要衝として重要な役割を果たし、多良山系の山並みやまちなかを潤す本明川、

古くからの干拓事業により創出された県下最大の穀倉地帯など、豊かな自然に恵まれながら

発展してきました。 

（削除） 

このように本市が有する自然、歴史、文化的環境は、市民が誇れる財産であるとともに、

国内外の観光客を呼び込み、交流人口の増加や地域経済の発展に寄与する貴重な資源となり

得ますが、現状ではそのポテンシャルを十分に活かしきれているとは言い難い状況にありま

す。 

 

今後、本市が有するポテンシャルを最大限に発揮し、より魅力的で市民が誇れるまちづく

りを実現していくためには、本市が有する優れた自然・歴史・文化的環境の保全と継承を図

りながら、地域振興や観光振興等の観点からもこれらの環境を積極的に活用していく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市は、江戸時代には「佐賀藩諫早領」として領内には長崎街道の宿場や番所が置かれ、

多良海道、島原街道の分岐点に位置し、三つの海に面するなど、陸路や海上航路が集中・通

過する交通の要衝として重要な役割を果たし、多良山系の山並みやまちなかを潤す本明川、

古くからの干拓事業により創出された県下最大の穀倉地帯など、豊かな自然に恵まれながら

発展してきました。また、近年ではプロスポーツを通した交流環境も形成されてきたところ

です。 

このように本市が有する自然、歴史、文化的環境は、市民が誇れる財産であるとともに、

国内外の観光客を呼び込み、交流人口の増加や地域経済の発展に寄与する貴重な資源となり

得ますが、現状ではそのポテンシャルを十分に活かしきれているとは言い難い状況にありま

す。 

 

今後、本市が有するポテンシャルを最大限に発揮し、より魅力的で市民が誇れるまちづく

りを実現していくためには、本市が有する優れた自然・歴史・文化的環境の保全と継承を図

りながら、地域振興や観光振興等の観点からもこれらの環境を積極的に活用していく必要が

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内照会結果の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：60ページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的課題３：自然・歴史・文化的環境 ➠  
 

人の営みと自然・歴史・文化的 

環境が調和したまちづくりの実現 基本的課題３：自然・歴史・文化的環境 ➠  
 

人の営みと自然・歴史・文化的 

環境が調和したまちづくりの実現 
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（１）地域資源を活かした魅力あるまちづくり 

□ 海や山、河川などの自然資源や交通の要衝として栄えてき

た歴史・文化的資源、新たなスポーツ交流環境は、豊かな生

活環境や地域の個性を育むとともに、観光資源として、地

域の生業や生活文化、まちの活力を生む地域資源にもなり

得ます。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 42、46、48、49ページ参照 

満足度が高かったもの（普通＝3点） 

・「山や川・海などの自然環境」（3.38点＞3点） 

・「公園・広場や運動場」（3.07点＞3点） 

要望が多かったもの 

・「子供が安全に遊べるような身近な公園の充実」（32.3％） 

・「山や川・海などの自然環境を活かした景観づくり」（25.6％） 

・「まちづくりや地域おこしに伴う農村地域の活性化施策の充実」

（21.2％） 

・「住宅地、商業地などに転用して積極的に活用する」（17.1％） 

・「農家レストランや農産物加工所など農業関連の施設の整備」

（16.5％） 
 

⚫ 市民のまちに対する誇りや愛着をより一層高めるために、本市が有する良好な自然環

境や田園風景など魅力ある景観を適正に保全するとともに、花と緑に囲まれたまちづ

くりの推進や、市民の憩いの場とての水と親しむ空間の整備を図る必要があります。 

⚫ 自然を活かした市内の観光・レクリエーション施設＊等においては、各施設において、

官民が連携を図りながら利用促進に向けた各種の取組を展開することでより一層の

磨きをかけ、更なる集客力の向上や地域経済の活性化を図る必要があります。 

⚫ 地域資源としての諫早固有の自然・歴史・文化を積極的に活かしながら、多様なツー

リズム（スポーツツーリズム、文化・自然ツーリズム等）＊による交流人口の増加促

進や観光関連産業の活性化を図るという視点も必要です。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

本明川等の親水空間＊の整備 ／ 諫早湾干拓のレクリエーションや観光振興への活用 ／  

道の駅の整備・活用などによる六次産業化＊の取組の推進 ／ 河川敷や広場を使用した朝市等の取

組 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域資源を活かした魅力あるまちづくり 

□ 海や山、河川などの自然資源や交通の要衝として栄えてき

た歴史・文化的資源、新たなスポーツ交流環境は、豊かな生

活環境や地域の個性を育むとともに、観光資源として、地

域の生業や生活文化、まちの活力を生む地域資源にもなり

得ます。 

 

★市民アンケート結果★ ⇒詳細は 42、46、48、49ページ参照 

満足度が高かったもの（普通＝3点） 

・「山や川・海などの自然環境」（3.38点＞3点） 

・「公園・広場や運動場」（3.07点＞3点） 

要望が多かったもの 

・「子供が安全に遊べるような身近な公園の充実」（32.3％） 

・「山や川・海などの自然環境を活かした景観づくり」（25.6％） 

・「まちづくりや地域おこしに伴う農村地域の活性化施策の充実」

（21.2％） 

・「住宅地、商業地などに転用して積極的に活用する」（17.1％） 

・「農家レストランや農産物加工所など農業関連の施設の整備」

（16.5％） 
 

⚫ 市民のまちに対する誇りや愛着をより一層高めるために、本市が有する良好な自然環

境や田園風景など魅力ある景観を適正に保全するとともに、花と緑に囲まれたまちづ

くりの推進や、市民の憩いの場とての水と親しむ空間の整備を図る必要があります。 

⚫ 自然を活かした市内の観光・レクリエーション施設＊等においては、各施設において、

官民が連携を図りながら利用促進に向けた各種の取組を展開することでより一層の

磨きをかけ、更なる集客力の向上や地域経済の活性化を図る必要があります。 

⚫ 地域資源としての諫早固有の自然・歴史・文化を積極的に活かしながら、多様なツー

リズム（スポーツツーリズム、文化・自然ツーリズム等）＊による交流人口の増加促

進や観光関連産業の活性化を図るという視点も必要です。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

本明川等の親水空間＊の整備 ／ 諫早湾干拓のレクリエーションや観光振興への活用 ／  

道の駅の整備・活用などによる六次産業化＊の取組の推進 ／  

河川敷や広場を使用した朝市等の取組 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値の時点修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：60ページ 

 

 

 

 

 

 

 

都市公園・緑地の面積 

・市民一人あたり 

12.21㎡（周辺 8市町 

の平均 8.26㎡） 

観光客数 

長期的には横ばい 

（H19：約 200万人 

→R4:約 190万人 

→R5:約 220万人） 

観光消費額 

長期的には横ばい 

（H19：約 9,977百万円 

→R4:約 8,480百万円 

→R5:約 9,942百万円） 

主要データ 

都市公園・緑地の面積 

・市民一人あたり 

11.70㎡（周辺 8市町 

の平均 7.40㎡） 

観光客数 

長期的には増加傾向 

（H19：約 200万人 

→H27:約 275万人 

→H28:約 250万人） 

観光消費額 

長期的には増加傾向 

（H19：約 9,977百万円 

→H27:約 11,975百万円 

→H28:約 10,480百万円） 

主要データ 
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本市は第 3次諫早市総合計画における将来都市像として「輝く諫早 夢かなうまち」を掲

げるなど、市民一人ひとりが未来に希望を抱き、自らの人生を実現していけるまちづくりを

目指しています。 

しかしながら、少子高齢化や人口減少社会の進展、近年のライフスタイルの多様化等に伴

い、全国的にも、地域の結びつきが弱くなることで地域コミュニティの衰退が問題になって

います。こうした状況が進むと、しだいに地域経済の維持が困難となり、地域活力の低下や

人口の減少がますます加速化することが懸念されます。 

 

将来にわたって市民が輝く持続的なまちづくりを実現するためには、市民一人ひとりが主

役となってまちづくりに参加できる機会・仕組みの創出を図る必要があります。 

また、人口減少によりまちづくりの担い手が減少するなか、今後は、地域コミュニティの

維持・活性化に向けた新たな組織づくりや、地域外の人材を取り込んだ新たな担い手の発掘

を行うことが重要です。 

（１）まちづくりへの市民参加・まちづくりにおける市民協働 

□ 少子高齢化と人口減少社会の進展により、労働力の減少や地

域活力の低下、社会保障費の増加など様々な面での影響が懸

念されるなか、あらゆる市民ニーズに行政のみで対応してい

くことに限界が生じてくることが考えられます。 

□ また、これまで自治会等が中心となって行ってきた地域コミ

ュニティ活動が担い手の減少により機能が低下することが

懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 
  

⚫ 今後も人口減少の進行が想定されるなか、行政のみならず市民一人ひとりが主体とな

って取組めるまちづくりを推進する必要があります。 

⚫ 本市の潜在力を十分に引き出していくためには、市の総力を挙げるとともに、地域外

の人材を取込んで、地域に気づきや刺激を与え、外部の良さを取込み、積極的につな

がっていくことで、新たな発想や活動の行動力としていく必要があります。 

⚫ また、防災活動の担い手としても、地域のコミュニティの基盤である町内会・自治会

を単位とした自主的な防災組織の育成を図ることにより、防災意識、近隣互助の精神

等の高揚を図る必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

市民が自主的・主体的に取り組めるようなワークショップ＊の開催 ／ 「地域づくり推進組織」の設

立の促進 ／ 市民等によるまちづくりの提案制度の活用 等 

 

 

 

 

 

本市は総合計画における将来都市像として「ひとが輝く創造都市・諫早」を掲げるなど、

市民一人ひとりが主役となるまちづくりを推進しています。 

 

しかしながら、少子高齢化や人口減少社会の進展、近年のライフスタイルの多様化等に伴

い、全国的にも、地域の結びつきが弱くなることで地域コミュニティの衰退が問題になって

います。こうした状況が進むと、しだいに地域経済の維持が困難となり、地域活力の低下や

人口の減少がますます加速化することが懸念されます。 

 

将来にわたって市民が輝く持続的なまちづくりを実現するためには、市民一人ひとりが主

役となってまちづくりに参加できる機会・仕組みの創出を図る必要があります。 

また、人口減少によりまちづくりの担い手が減少するなか、今後は、地域コミュニティの

維持・活性化に向けた新たな組織づくりや、地域外の人材を取り込んだ新たな担い手の発掘

を行うことが重要です。 

（１）まちづくりへの市民参加・まちづくりにおける市民協働 

□ 少子高齢化と人口減少社会の進展により、労働力の減少や地

域活力の低下、社会保障費の増加など様々な面での影響が懸

念されるなか、あらゆる市民ニーズに行政のみで対応してい

くことに限界が生じてくることが考えられます。 

□ また、これまで自治会等が中心となって行ってきた地域コミ

ュニティ活動が担い手の減少により機能が低下することが

懸念されます。 

 

 

 

 

 

 

 
  

⚫ 今後も人口減少の進行が想定されるなか、行政のみならず市民一人ひとりが主体とな

って取組めるまちづくりを推進する必要があります。 

⚫ 本市の潜在力を十分に引き出していくためには、市の総力を挙げるとともに、地域外

の人材を取込んで、地域に気づきや刺激を与え、外部の良さを取込み、積極的につな

がっていくことで、新たな発想や活動の行動力としていく必要があります。 

⚫ また、防災活動の担い手としても、地域のコミュニティの基盤である町内会・自治会

を単位とした自主的な防災組織の育成を図ることにより、防災意識、近隣互助の精神

等の高揚を図る必要があります。 

［具体的な取組のイメージ］例えば・・・ 

市民が自主的・主体的に取り組めるようなワークショップ＊の開催 ／ 「地域づくり推進組織」の設

立の促進 ／ 市民等によるまちづくりの提案制度の活用 等 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度修正 
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町内会・自治会数 

226（R7） 

地域づくり推進組織数 

5 団体（R7） 

 

主要データ 

基本的課題４：市民主体 ➠  

 

市民一人ひとりが主体となって取り組める 
まちづくりの実現 

町内会・自治会数 

226（H30） 

地域づくり推進組織数 

5 団体（H26） 

 

主要データ 

基本的課題４：市民主体 ➠  

 

市民一人ひとりが主体となって取り組める 
まちづくりの実現 
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４．２．まちづくりの基本理念 

社会的情勢の変化や本市の現況、市民の声などから見えてくる課題から「諫早市のまちづ

くりの基本的課題」を整理し、「諫早市のまちづくりの基本理念」を次のとおりとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２．まちづくりの基本理念 

社会的情勢の変化や本市の現況、市民の声などから見えてくる課題から「諫早市のまちづ

くりの基本的課題」を整理し、「諫早市のまちづくりの基本理念」を次のとおりとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：62ページ 

 

＜諫早市のまちづくりの基本的課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.都市活力 活力に満ちた持続可能なまちづくりの実現 

（１）持続可能な集約型都市構造の構築 

（２）就業の場の創出 

（３）都市・地域での賑わい創出の核となる拠点の形成 

2.生活環境 市民が安全・快適に暮らせるまちづくりの実現 

（１）効率的・効果的な都市基盤・都市施設、住宅の整備 

（２）利便性の高い公共交通の整備 

（３）市街化調整区域における適正な土地利用の誘導 

（４）大規模災害に備えたまちづくり 

3.自然・歴史・文化的環境 
人の営みと自然・歴史・文化的環境が調和したまちづくりの実現 

（１）地域資源を活かした魅力あるまちづくり 

4.市民主体 市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくりの実現 

（１）まちづくりへの市民参加・まちづくりにおける市民協働 

 社会的情勢の変化、
動向からの課題 

 本市の現況からの 
課題 

 市民の声からの 
課題 

≪諫早市のまちづくりの基本理念≫ 

活力みなぎる
持続可能な

都市空間の創出

多様な主体が

輝くまちづくり

ゆたかで

安全・安心な
生活環境の形成

自然環境

との共生及び
地域資源の

有効活用

＜諫早市のまちづくりの基本的課題＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.都市活力 活力に満ちた持続可能なまちづくりの実現 

（１）持続可能な集約型都市構造の構築 

（２）就業の場の創出 

（３）都市・地域での賑わい創出の核となる拠点の形成 

2.生活環境 市民が安全・快適に暮らせるまちづくりの実現 

（１）効率的・効果的な都市基盤・都市施設、住宅の整備 

（２）利便性の高い公共交通の整備 

（３）市街化調整区域における適正な土地利用の誘導 

（４）大規模災害に備えたまちづくり 

3.自然・歴史・文化的環境 
人の営みと自然・歴史・文化的環境が調和したまちづくりの実現 

（１）地域資源を活かした魅力あるまちづくり 

4.市民主体 市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくりの実現 

（１）まちづくりへの市民参加・まちづくりにおける市民協働 

 社会的情勢の変化、
動向からの課題 

 本市の現況からの 
課題 

 市民の声からの 
課題 

≪諫早市のまちづくりの基本理念≫ 

活力みなぎる
持続可能な

都市空間の創出

多様な主体が

輝くまちづくり

ゆたかで

安全・安心な
生活環境の形成

自然環境

との共生及び
地域資源の

有効活用
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 
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自然環境との共生及び地域資源の有効活用 
多良山麓の緑や特性の異なる三つの海は本市の自然的特徴を良く表し、田園の緑も都

市の骨格を形成している重要な要素であり、一方で市内外からの観光やレクリエーショ

ンの場として有効活用が期待されます。 

これら自然的な要素をまちづくりの基礎的条件及び地域資源として積極的に保全・活

用し、人の営みと自然環境が調和したまちづくりを目指します。 

ゆたかで安全・安心な生活環境の形成 
身近な生活を支える都市施設が充実し、歴史的環境や景観が整い、また災害に強いま

ちは、生活環境を豊かにします。 

近年、大規模災害の発生リスクが高まっている中、このように健全で文化的な生活が

可能な環境を形成し、高齢者などすべての人が便利で、安全に安心して暮らせるまちづ

くりを目指します。 

活力みなぎる持続可能な都市空間の創出 
人口減少や少子高齢化に対応し、活力みなぎる持続可能な都市とするためには、新

たな社会基盤の整備を契機により一層都市・地域の魅力を高めるとともに、効果的・

効率的な都市機能の集積による集約型都市構造の創出を図ることが不可欠です。 

広域交通の利便性や既存施設・工場等の集積立地等を活かして、自然や生活空間

との調和を図りながら、産業基盤の保全や新しい産業の立地促進等を計画的に進め

るほか、新たなスポーツ・文化拠点施設の整備などによる交流人口の拡大を図るこ

とで、活力あるまちづくりを目指します。 

中心市街地では、生活の利便性を高めるコンパクトで効率的な土地利用の誘導・再

編、都市機能の集積の促進、公共交通網の再編、定住促進等により、賑わいや活気を

再生します。また、大規模集客施設＊について計画的な立地誘導を行います。 

また、商業、行政、その他公益施設が集積している支所周辺地域のほか、市街地近

隣・中山間地域等においては、生活サービスの維持・確保に努める「諫早版小さな拠

点」の施策により、中心拠点とのネットワーク強化を図りながら、地域の特性が活か

され、潤い豊かで快適な空間の創出を目指します。 

多様な主体が輝くまちづくり 
少子高齢化及び人口減少下において、まちづくりには行政のみならず、市民や産業界、

大学、金融機関、関係団体等と行政が認識を共有しながら、総力を挙げた取組が必要不

可欠です。行政は市民や関係各方面の自主性を促すように役割や方法等の理解を深め、

実践できるよう支援・協力し、市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくりを

目指します。 

自然環境との共生及び地域資源の有効活用 
多良山麓の緑や特性の異なる三つの海は本市の自然的特徴を良く表し、田園の緑も都

市の骨格を形成している重要な要素であり、一方で市内外からの観光やレクリエーショ

ンの場として有効活用が期待されます。 

これら自然的な要素をまちづくりの基礎的条件及び地域資源として積極的に保全・活

用し、人の営みと自然環境が調和したまちづくりを目指します。 

ゆたかで安全・安心な生活環境の形成 
身近な生活を支える都市施設が充実し、歴史的環境や景観が整い、また災害に強いま

ちは、生活環境を豊かにします。 

近年、大規模災害の発生リスクが高まっている中、このように健全で文化的な生活が

可能な環境を形成し、高齢者などすべての人が便利で、安全に安心して暮らせるまちづ

くりを目指します。 

活力みなぎる持続可能な都市空間の創出 
人口減少や少子高齢化に対応し、活力みなぎる持続可能な都市とするためには、新

たな社会基盤の整備を契機により一層都市・地域の魅力を高めるとともに、効果的・

効率的な都市機能の集積による集約型都市構造の創出を図ることが不可欠です。 

広域交通の利便性や既存施設・工場等の集積立地等を活かして、自然や生活空間

との調和を図りながら、産業基盤の保全や新しい産業の立地促進等を計画的に進め

るほか、新たなスポーツ・文化拠点施設の整備などによる交流人口の拡大を図るこ

とで、活力あるまちづくりを目指します。 

中心市街地では、生活の利便性を高めるコンパクトで効率的な土地利用の誘導・再

編、都市機能の集積の促進、公共交通網の再編、定住促進等により、賑わいや活気を

再生します。また、大規模集客施設＊について計画的な立地誘導を行います。 

また、商業、行政、その他公益施設が集積している支所周辺地域のほか、市街地近

隣・中山間地域等においては、生活サービスの維持・確保に努める「諫早版小さな拠

点」の施策により、中心拠点とのネットワーク強化を図りながら、地域の特性が活か

され、潤い豊かで快適な空間の創出を目指します。 

多様な主体が輝くまちづくり 
少子高齢化及び人口減少下において、まちづくりには行政のみならず、市民や産業界、

大学、金融機関、関係団体等と行政が認識を共有しながら、総力を挙げた取組が必要不

可欠です。行政は市民や関係各方面の自主性を促すように役割や方法等の理解を深め、

実践できるよう支援・協力し、市民一人ひとりが主体となって取り組めるまちづくりを

目指します。 
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４．３．将来フレーム 

（１）対象区域の設定 

本計画は、「第 3次諫早市総合計画」の 5つの基本目標（チャレンジできるまち、産業が活

力を生み出すまち、人を育む学びのまち、誇りと賑わいのあるまち、持続可能なまち）との

整合を図るとともに、都市部に限らずその周辺部も含めて一体的なまちづくりを進めていく

ため、本市の行政区域全体を計画の対象と設定します。 

 

（２）目標年次の設定 

目標年次は直近の国勢調査が実施された平成 27年（2015年）を基準年度とし、概ね 20年

後の令和 17年（2035年）と設定します。 

 

（３）目標人口の設定 

「第 3次諫早市総合計画」では、令和 7年（2025年）の人口（速報値）では 130,355人と

なっています。また、「諫早市長期人口ビジョン」においても同様に、出生率の向上や社会移

動の改善を行うことにより、令和 17年（2035年）の人口は約 13万人の維持を目指します。 

 

一方、国立社会保障・人口問題研究所が示した本市の将来人口は、今後減少傾向が継続し、

令和 17年（2035年）には 11.6万人程度になると推計されています。 

本計画においては、上位計画の「第 3次諫早市総合計画」に基づく各種施策の実施により、

今後さらに定住促進策や UI ターン施策を強化することで社会動態の改善を図り、その後に

おいてもその人口が維持されるものと考え、目標人口を 13万人程度と設定します。 

 

■図 ４-２ 本市の人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．３．将来フレーム 

（１）対象区域の設定 

本計画は、「第 2次諫早市総合計画」の 3つの基本目標（輝くひとづくり、活力あるしごと

づくり、魅力あるまちづくり）との整合を図るとともに、都市部に限らずその周辺部も含め

て一体的なまちづくりを進めていくため、本市の行政区域全体を計画の対象と設定します。 

 

 

（２）目標年次の設定 

目標年次は直近の国勢調査が実施された平成 27年（2015年）を基準年度とし、概ね 20年

後の令和 17年（2035年）と設定します。 

 

（３）目標人口の設定 

「第 2 次諫早市総合計画」では、令和 7 年（2025 年）の目標人口を 13.5 万人程度と定め

ています。また、「諫早市長期人口ビジョン」においても同様に、出生率の向上や社会移動の

改善を行うことにより、令和 17年（2035年）の人口が 13.5万人程度になるものと展望して

います。 

一方、国立社会保障・人口問題研究所が示した本市の将来人口は、今後減少傾向が継続し、

令和 17年（2035年）には 119,603人になると推計されています。 

本計画においては、 上位計画の「第 2次諫早市総合計画」に基づく各種施策の実施によ

り、令和 7 年（2025 年）には 13.5 万人程度の目標人口を達成し、その後においてもその人

口が維持されるものと考え、目標人口を 13.5万人程度と設定します。 

 

■図 ４-１ 本市の人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査、諫早市長期人口ビジョン（平成 28年 3月）「人口の将来展望」（P9抜粋、一部加筆・修正） 

 

 

 

 

 

第３次総合計画の策定に合わせて 

記載内容を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

数値等の時点修正 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

第３次総合計画の画像を引用 

図追加のため番号繰り下がり 
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13.5万人程度 

平成 22

年 

平成 27

年 

令和 2 年 

(2020 年) 

令和 7 年 

(2025 年) 

令和 12

年 

令和 17

年 

令和 22

年 

令和 27

年 

令和 32

年 

令和 37

年 

令和 42

年 

※「社人研推計値」は、平成 25年（2013年）に国立社会保障・人口問題研究所が推計したもの。 

資料：第 3 次諫早市総合計画(素案)（P13、P14 抜粋） 
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４．４．目指すべき都市像 

（１）都市計画の目指す将来像 

都市計画マスタープランにおいては、将来の都市ビジョンを示し、すべての人がそのビジ

ョンに向かった都市づくりに取り組んでいかなければならないことから、共通認識できる都

市のあるべき将来像を明確に表すことが必要です。 

そこで、「第 3次諫早市総合計画」における将来都市像である「来てよし、住んでよし、育

ててよし！ 輝く諫早 夢かなうまち」、本マスタープランの「まちづくりの理念」を踏まえ、

都市計画の目指す将来像を引き続き「ひとと自然がきらめく 県央交流都市」にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひと」が都市の主人公であり続けるために、「自然」の環境を守って活かし、「ひと」と

「自然」が一体化して、それぞれを活かし合う循環型社会をつくりあげ、きらめく光のよう

な活気に満ちあふれた都市の姿を目標とします。 

「ひと」は単に「個々の人」や「人間」を表しているのではありません。諫早に住むひと、

諫早で働くひと、諫早で学ぶひと、諫早を訪れるひとなど普遍的な「ひと」を示しておりま

す。そのすべての「ひと」が生き生きと楽しく笑顔で過ごせる都市でありたいと考えます。 

諫早の都市の骨格となり、市街地形成の土地利用の基本となっているのは、緑の山であり、

広がりある農地です。また、大小の河川や市街地内のまとまった緑地などが多くあります。

このように諫早には、都市の背景としての自然や、身近な自然があり、これらと密接な関係

を保ちながら都市としての長い歴史や発展がありました。 

都市の主人公は「ひと」でありますが、「ひと」とそれをとりまく「自然」の環境が一体化、

あるいは共生することで、ともに内面から光を放ち、活気がみなぎる都市の姿を目指します。 

同時に、県央としての立地特性を活かしながら、将来の高齢社会、都市周辺部での過疎化

等に対応した都市機能の集積を図ることが求められております。そこで、人口の流入・定着

や就業環境の創出、商工業の活性化、観光資源・レクリエーション施設の活用と公共交通網

の整備促進による来街機能の強化等に積極的に取り組む、県央の「交流都市」を目指します。 

 

また、近年の県央地域における広域的なつながりが強まる中、県央拠点都市としての更な

る発展を見据えた、市全域におけるバランスのとれた魅力のあるまちづくりを実現するた

め、令和 6年 5月に決定した「諫早市の新しい都市計画」に関する基本方針に沿って、「都市

計画区域の再編」「区域区分の廃止」「補完制度の導入」を目指します。 

４．４．目指すべき都市像 

（１）都市計画の目指す将来像 

都市計画マスタープランにおいては、将来の都市ビジョンを示し、すべての人がそのビジ

ョンに向かった都市づくりに取り組んでいかなければならないことから、共通認識できる都

市のあるべき将来像を明確に表すことが必要です。 

そこで、「第 2 次諫早市総合計画」における将来都市像である「ひとが輝く創造都市・諫

早」、本マスタープランの「まちづくりの理念」を踏まえ、都市計画の目指す将来像を「ひと

と自然がきらめく 県央交流都市」にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ひと」が都市の主人公であり続けるために、「自然」の環境を守って活かし、「ひと」と

「自然」が一体化して、それぞれを活かし合う循環型社会をつくりあげ、きらめく光のよう

な活気に満ちあふれた都市の姿を目標とします。 

「ひと」は単に「個々の人」や「人間」を表しているのではありません。諫早に住むひと、

諫早で働くひと、諫早で学ぶひと、諫早を訪れるひとなど普遍的な「ひと」を示しておりま

す。そのすべての「ひと」が生き生きと楽しく笑顔で過ごせる都市でありたいと考えます。 

諫早の都市の骨格となり、市街地形成の土地利用の基本となっているのは、緑の山であり、

広がりある農地です。また、大小の河川や市街地内のまとまった緑地などが多くあります。

このように諫早には、都市の背景としての自然や、身近な自然があり、これらと密接な関係

を保ちながら都市としての長い歴史や発展がありました。 

都市の主人公は「ひと」でありますが、「ひと」とそれをとりまく「自然」の環境が一体化、

あるいは共生することで、ともに内面から光を放ち、活気がみなぎる都市の姿を目指します。 

同時に、県央としての立地特性を活かしながら、将来の高齢社会、都市周辺部での過疎化

等に対応した都市機能の集積を図ることが求められております。そこで、人口の流入・定着

や就業環境の創出、商工業の活性化、観光資源・レクリエーション施設の活用と公共交通網

の整備促進による来街機能の強化等に積極的に取り組む、県央の「交流都市」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諫早市の新しい都市計画について

追記 
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＜諫早市の都市計画の目指す将来像＞ 

ひとと自然がきらめく 

県央交流都市 

＜諫早市の都市計画の目指す将来像＞ 

ひとと自然がきらめく 

県央交流都市 
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（２）将来都市構造 

１）広域的位置づけ 

本市は、長崎市、長与町、時津町と２市２町で構成される県下最大規模の都市計画区域で

ある「長崎都市計画区域」に属しており、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び

保全しながらも、長崎・西彼地域、県央地域それぞれの特色を活かした都市づくりを進める

ことが求められています。 

また、将来都市構造を設定するにあたって、本市の広域的な位置づけを＜自然的特性＞ 

＜周辺の都市とのつながり＞ ＜広域交通ネットワーク＞ から整理すると、次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

（２）将来都市構造 

１）広域的位置づけ 

本市は、長崎市、長与町、時津町と２市２町で構成される県下最大規模の都市計画区域で

ある「長崎都市計画区域」に属しており、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び

保全しながらも、長崎・西彼地域、県央地域それぞれの特色を活かした都市づくりを進める

ことが求められています。 

また、将来都市構造を設定するにあたって、本市の広域的な位置づけを＜自然的特性＞ 

＜周辺の都市とのつながり＞ ＜広域交通ネットワーク＞ から整理すると、次のとおりで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図更新（人口：R2国勢調査） 

数値修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

図一部修正 

・西九州新幹線 
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＜周辺の都市とのつながり＞ 

〇長崎半島１市 2町 48万人の入口 

〇島原半島 3市 13万人の入口 

〇西側（大村市）、北側（鹿島市、太良町） 

の 13万人超の都市の隣接 

 

＜自然的特性＞ 

〇長崎県の中央部 

〇長崎半島、島原半島の付け根 

〇三方を海に接する 

〇多良岳の南丘陵 

＜広域交通ネットワーク＞ 

〇高速道路や島原道路のインターチェンジの立地 

〇広域幹線道路＊の通過・分岐（国道、島原道路） 

〇鉄道の結節点（新幹線、JR、島原鉄道） 

＜周辺の都市とのつながり＞ 

〇長崎半島１市 2町 50万人の入口 

〇島原半島 3市 14万人の入口 

〇西側（大村市）、北側（鹿島市、太良町） 

の 13万人超の都市の隣接 

 

＜自然的特性＞ 

〇長崎県の中央部 

〇長崎半島、島原半島の付け根 

〇三方を海に接する 

〇多良岳の南丘陵 

＜広域交通ネットワーク＞ 

〇高速道路や島原道路のインターチェンジの立地 

〇広域幹線道路＊の通過・分岐（国道、島原道路） 

〇鉄道の結節点（新幹線、JR、島原鉄道） 

佐世保市
（24.3万人） 嬉野市

（2.6万人）

鹿島市
（2.8万人）

太良町
（0.8万人）

大村市
（9.5万人）

諫早市
（13.4万人）

雲仙市
（4.1万人）

島原市
（4.3万人）

南島原市
（4.2万人）

長崎市
（40.9万人）

時津町
（2.9万人）

長与町（4.1万人）

西九州自動車道

ＪＲ佐世保線

国道３５号

ＪＲ大村線

国道２０７号

国道５７号

国道57号 国道２５１号

国道２５１号

島原鉄道

Ｊ
Ｒ
長
崎
本
線

西
九
州
新
幹
線

国
道
３
４
号

国
道
２
０
７
号

諫早I.C

長崎多良見I.C

島原道路
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２）都市の概念図 

本市の広域的な位置づけ、及び都市を構成する要素である自然や土地利用の状況、施設の

分布などから、本市の都市特性を概念として図に表すと図 4-3のとおりです。 

 

■図 ４-３ 諫早市都市概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）都市の概念図 

本市の広域的な位置づけ、及び都市を構成する要素である自然や土地利用の状況、施設の

分布などから、本市の都市特性を概念として図に表すと図 4-2のとおりです。 

 

■図 ４-２ 諫早市都市概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図追加のため番号繰り下がり 
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３）都市構造図 

都市計画の目指す将来像を踏まえたまちづくりを進めるにあたって、将来の望ましい空間

構成の方針を示した都市構造を次のとおり設定します。 

 

  ＜空間構成の基本的な考え方＞                     

市街地や自然環境などの土地利用のまとまり、市民の生活や都市活動の中心、道路・河川

の連続性などを「ゾーン」、「拠点」、「軸」により設定します。 

 

ゾーン 大枠の土地利用等が同じ方向性をもつ空間 

拠 点 市民の生活や都市活動の中心として、都市機能が集積したまとまりのある空間 

軸 市民の生活や都市活動を支える線的に連続した道路・河川等の空間 

 

  ＜空間構成の方針＞                          

自然的な条件、現状の土地利用、市街地の進展、建築の動向等や、地域の良い所、改善す

べき所などを十分に踏まえ、上記の「ゾーン」、「拠点」、「軸」の設定に基づき、将来の望ま

しい空間構成の方針を表すと下表のとおりです。 

 

ゾーン 空間構成の方針 現況特性 

市街地ゾーン 

 

〔安全・快適で居住性の 

 高い住宅を主とし、住・商・工が 

       調和したまちづくり〕 

・ 土地利用の効率化、高度化を目指

した土地の整序・再編、再開発等を

促進します。 

・ 低利用の土地の区画整理や、住宅等

の建替を適切に誘導し、不足してい

る道路、公園等の都市基盤を整えま

す。 

・ 既存工業団地の良好な環境の維

持・保全を図ります。 

・ 本明川、国道 34号沿道等

の幹線道路沿道を中心に

形成された市街地で、概ね

市街化区域に指定されて

います。 

・ 総人口の約 6 割が居住し

ています。 

・ 広域交通の基盤が整った

うえ、産業適地への工場等

の立地誘導により、県内ト

ップの製造品出荷額等を

誇っています。 

市街地外周 

ゾーン 

 

〔快適で利便性の高い 

住みやすい地域づくり〕 

・ 無秩序な開発を抑制することで、

市街地のスプロール化＊を防ぎ、

効率的な農業生産環境、良好な集

落生活環境を維持・改善していき

ます。 

・ 周辺の都市施設・都市環境に負荷

がかからない規模・内容等の開発

を適正に誘導します。 

・ 市街化区域の外周を取り

囲み、市街化調整区域に指

定されています。 

・ 生活利便施設や公共公益

施設の立地がありながら

厳しい土地利用規制のた

め人口減少が加速し、地域

コミュニティの維持が困

難になってきている地域

があります。 

 

３）都市構造図 

都市計画の目指す将来像を踏まえたまちづくりを進めるにあたって、将来の望ましい空間

構成の方針を示した都市構造を次のとおり設定します。 

 

  ＜空間構成の基本的な考え方＞                     

市街地や自然環境などの土地利用のまとまり、市民の生活や都市活動の中心、道路・河川

の連続性などを「ゾーン」、「拠点」、「軸」により設定します。 

 

ゾーン 大枠の土地利用等が同じ方向性をもつ空間 

拠 点 市民の生活や都市活動の中心として、都市機能が集積したまとまりのある空間 

軸 市民の生活や都市活動を支える線的に連続した道路・河川等の空間 

 

  ＜空間構成の方針＞                          

自然的な条件、現状の土地利用、市街地の進展、建築の動向等や、地域の良い所、改善す

べき所などを十分に踏まえ、上記の「ゾーン」、「拠点」、「軸」の設定に基づき、将来の望ま

しい空間構成の方針を表すと下表のとおりです。 

 

ゾーン 空間構成の方針 現況特性 

市街地ゾーン 

 

〔安全・快適で居住性の 

 高い住宅を主とし、住・商・工が 

       調和したまちづくり〕 

・ 土地利用の効率化、高度化を目指

した土地の整序・再編、再開発等を

促進します。 

・ 低利用の土地の区画整理や、住宅等

の建替を適切に誘導し、不足してい

る道路、公園等の都市基盤を整えま

す。 

・ 既存工業団地の良好な環境の維

持・保全を図ります。 

・ 本明川、国道 34号沿道等

の幹線道路沿道を中心に

形成された市街地で、概ね

市街化区域に指定されて

います。 

・ 総人口の約 6 割が居住し

ています。 

・ 広域交通の基盤が整った

うえ、産業適地への工場等

の立地誘導により、県内で

は長崎市に次ぐ製造品出

荷額等を誇っています。 

市街地外周 

ゾーン 

 

〔快適で利便性の高い 

住みやすい地域づくり〕 

・ 無秩序な開発を抑制することで、

市街地のスプロール化＊を防ぎ、

効率的な農業生産環境、良好な集

落生活環境を維持・改善していき

ます。 

・ 周辺の都市施設・都市環境に負荷

がかからない規模・内容等の開発

を適正に誘導します。 

・ 市街化区域の外周を取り

囲み、市街化調整区域に指

定されています。 

・ 生活利便施設や公共公益

施設の立地がありながら

厳しい土地利用規制のた

め人口減少が加速し、地域

コミュニティの維持が困

難になってきている地域

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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ゾーン 空間構成の方針 現況特性 

森林ゾーン 

 

〔豊かな緑を保全・活用した 

空間づくり〕 

・ 森林の備えている多機能性に配慮

しながら保全と活用を図ります。 

・ 都市空間の都市構造・都市景観＊

の基本を構成する空間として位置

づけます。 

・ 市北部の多良山系にある

保安林や、多良岳県立自然

公園の一部を含む森林地

域です。 

・ 水源涵養・防災機能、都市

景観の背景やランドマー

クとしての機能、市民に憩

いや潤いを与える機能な

ど、森林の多機能性を持っ

ています。 

農地・丘陵 

ゾーン 

 

〔農村と農地・樹林地が共存する 

自然が豊かな地域づくり〕 

・ 既存の農地・樹林地等の自然緑地

を保全するとともに、快適な農村・

漁村生活環境づくりのための整備

を進めます。 

・ 自然を活用した観光・レクリエー

ション施設の活用を図ります。 

・ 丘陵地形において、農業生

産基盤の整備が進められ、

果樹園、畑地が広がってい

ます。 

・ 都市計画区域外の区域で

す。 

田園ゾーン 

（干拓農地） 

〔農業生産基盤が整い快適性の 

高い農村地域づくり〕 

・ 優良農地＊の保全や、農業生産基盤

の整備とともに、住みやすい農村

集落づくりのための基盤を整備し

ます。 

・ 美しい田園景観の保全・育成を図

ります。 

・ 観光レクリエーション・水辺利用

に対応した空間づくりを進めま

す。 

・ 諫早湾の干拓地で、効率的

で優良な農業地域となっ

ています。 

・ 都市計画区域外の区域で

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゾーン 空間構成の方針 現況特性 

森林ゾーン 

 

〔豊かな緑を保全・活用した 

空間づくり〕 

・ 森林の備えている多機能性に配慮

しながら保全と活用を図ります。 

・ 都市空間の都市構造・都市景観＊

の基本を構成する空間として位置

づけます。 

・ 市北部の多良山系にある

保安林や、多良岳県立自

然公園の一部を含む森林

地域です。 

・ 水源涵養・防災機能、都市

景観の背景やランドマー

クとしての機能、市民に

憩いや潤いを与える機能

など、森林の多機能性を

持っています。 

農地・丘陵 

ゾーン 

 

〔農村と農地・樹林地が共存する 

自然が豊かな地域づくり〕 

・ 既存の農地・樹林地等の自然緑地

を保全するとともに、快適な農村・

漁村生活環境づくりのための整備

を進めます。 

・ 自然を活用した観光・レクリエー

ション施設の活用を図ります。 

・ 丘陵地形において、農業

生産基盤の整備が進めら

れ、果樹園、畑地が広がっ

ています。 

・ 都市計画区域外の区域で

す。 

田園ゾーン 

（干拓農地） 

〔農業生産基盤が整い快適性の 

高い農村地域づくり〕 

・ 優良農地＊の保全や、農業生産基盤

の整備とともに、住みやすい農村

集落づくりのための基盤を整備し

ます。 

・ 美しい田園景観の保全・育成を図

ります。 

・ 観光レクリエーション・水辺利用

に対応した空間づくりを進めま

す。 

・ 諫早湾の干拓地で、効率

的で優良な農業地域とな

っています。 

・ 都市計画区域外の区域で

す。 
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拠点 空間構成の方針 現況特性 

中心拠点 

 

〔中枢機能が集まる諫早の顔づくり〕 

・ 本市の中心地区として、商業・業務

機能など広域的な都市機能を集積

する「中心拠点」に位置づけます。 

・ 中心拠点への商業機能の誘導や、

交通結節機能の更新により、都市

機能の強化を図り、拠点性をさら

に高めます。 

・ 県央の中心都市としてふさわしい

魅力ある都市景観を形成します。 

・ 諫早駅及びその周辺は、道

路、鉄道の広域的な交通結

節点です。 

・ 市役所周辺は、中心市街地

及び周辺地域の住民の暮

らしを支える日常生活サ

ービス機能や公共公益機

能＊のほか、広域的な商

業・業務機能等が集積・立

地しています。 

都市拠点 

 

〔中心拠点を補完する交通結節点 

・最寄り商業地づくり〕 

・ 交通結節機能の強化を図りアクセ

ス利便性を高めるとともに、通勤・

通学、買い物、公益的サービス等の

日常生活の拠点性を高め「都市拠

点」に位置づけます。 

・ 近隣住民の日常的な利用に供する

商業施設や、公共公益施設の立地

誘導を図ります。 

・ 喜々津駅及び多良見支所

周辺地域、喜々津駅を起点

とした幹線道路沿線では、

行政機能のほか、商業、医

療、教育・文化、交通など

の都市機能が集積してい

ます。 

・ 喜々津駅周辺地域では商

店街が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点 空間構成の方針 現況特性 

中心拠点 

 

〔中枢機能が集まる諫早の顔づくり〕 

・ 本市の中心地区として、商業・業務

機能など広域的な都市機能を集積

する「中心拠点」に位置づけます。 

・ 中心拠点への商業機能の誘導や、

交通結節機能の更新により、都市

機能の強化を図り、拠点性をさら

に高めます。 

・ 県央の中心都市としてふさわしい

魅力ある都市景観を形成します。 

・ 諫早駅及びその周辺は、道

路、鉄道の広域的な交通結

節点です。 

・ 市役所周辺は、中心市街地

及び周辺地域の住民の暮

らしを支える日常生活サ

ービス機能や公共公益機

能＊のほか、広域的な商

業・業務機能等が集積・立

地しています。 

都市拠点 

 

〔中心拠点を補完する交通結節点 

・最寄り商業地づくり〕 

・ 交通結節機能の強化を図りアクセ

ス利便性を高めるとともに、通勤・

通学、買い物、公益的サービス等の

日常生活の拠点性を高め「都市拠

点」に位置づけます。 

・ 近隣住民の日常的な利用に供する

商業施設や、公共公益施設の立地

誘導を図ります。 

・ 喜々津駅及び多良見支所

周辺地域、喜々津駅を起点

とした幹線道路沿線では、

行政機能のほか、商業、医

療、教育・文化、交通など

の都市機能が集積してい

ます。 

・ 喜々津駅周辺地域では商

店街が形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：69ページ 
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拠点 空間構成の方針 現況特性 

生活拠点 

 

 

〔地域のコミュニティの維持や 

生活環境の向上を目指した 

日常生活圏＊の中心地づくり〕 

・ 各支所周辺地域や出張所周辺の地

域を、日常生活にゆとりと、地域

の人々とのふれあいがある地域生

活の中心となる「生活拠点」とし

て位置づけ、地域住民の生活利便

性を高めます。 

・ 地域のまちづくり方針を踏まえ地

域のコミュニティの中心として、生

活利便施設や公共公益施設の立地

誘導を図ります。 

・ 支所が立地している地域

では、旧街道沿いの集落、

鉄道駅前の商店街など、そ

れぞれ特色ある地域コミ

ュニティの中心地を形成

しています。 

・ 出張所が立地している地

域では、小・中学校や郵便

局、農業協同組合の支店な

ど周辺集落を含めた住民

の暮らしを支える日常生

活サービス機能や公共公

益機能が立地しています。 

産業拠点 〔産業機能が集積し都市の活力 

となる工業地づくり〕 

・ 既存の産業団地が集積する地域や

新たな産業団地の適地を「産業拠

点」に位置づけます。 

・ 既存の産業団地のさらなる機能強

化を図るとともに、企業誘致の受

け皿となる新たな産業団地の整備

を促進し、工場等の立地誘導を図

ります。 

・ 諫早インターチェンジや

大規模住宅団地に近接し

た立地を活かし、県内有数

の優れた企業が集結する

産業団地を形成していま

す。 

・ 栗面インターチェンジに

近接した内陸部に、南諫早

産業団地が整備され、さら

に隣接して諫早平山産業

団地の整備が進んでいま

す。 

沿道型活力 

創出拠点 

〔交通の要衝としての利便性を 

活かした都市の活力となる 

沿道型の複合地づくり〕 

・ インターチェンジ周辺地域を、自動

車利用者や近隣住宅地の利便性の

向上を図る「沿道型活力創出拠点」

に位置づけます。 

・ インターチェンジに近接した集客

ポテンシャルを活かし、賑わいや交

流を生み、中心市街地と一体的な活

性化を図る沿道型の複合地を形成

します。 

・ 交通の要衝としての利便

性を活かし、長崎市や大村

市、島原半島、佐賀県とつ

ながる幹線道路沿道にお

いて、商業・業務施設の立

地が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

拠点 空間構成の方針 現況特性 

生活拠点 

 

 

〔地域のコミュニティの維持や 

生活環境の向上を目指した 

日常生活圏＊の中心地づくり〕 

・ 各支所周辺地域や出張所周辺の地

域を、日常生活にゆとりと、地域

の人々とのふれあいがある地域生

活の中心となる「生活拠点」とし

て位置づけ、地域住民の生活利便

性を高めます。 

・ 地域のまちづくり方針を踏まえ地

域のコミュニティの中心として、生

活利便施設や公共公益施設の立地

誘導を図ります。 

・ 支所が立地している地域

では、旧街道沿いの集落、

鉄道駅前の商店街など、そ

れぞれ特色ある地域コミ

ュニティの中心地を形成

しています。 

・ 出張所が立地している地

域では、小・中学校や郵便

局、農業協同組合の支店な

ど周辺集落を含めた住民

の暮らしを支える日常生

活サービス機能や公共公

益機能が立地しています。 

産業拠点 〔産業機能が集積し都市の活力 

となる工業地づくり〕 

・ 既存の産業団地が集積する地域や

新たな産業団地の適地を「産業拠

点」に位置づけます。 

・ 既存の産業団地のさらなる機能強

化を図るとともに、企業誘致の受

け皿となる新たな産業団地の整備

を促進し、工場等の立地誘導を図

ります。 

・ 諫早インターチェンジや

大規模住宅団地に近接し

た立地を活かし、県内有数

の優れた企業が集結する

産業団地を形成していま

す。 

・ 栗面インターチェンジに

近接した内陸部に、新たな

産業団地である南諫早産

業団地の整備が進んでい

ます。 

・  

沿道型活力 

創出拠点 

〔交通の要衝としての利便性を 

活かした都市の活力となる 

沿道型の複合地づくり〕 

・ インターチェンジ周辺地域を、自動

車利用者や近隣住宅地の利便性の

向上を図る「沿道型活力創出拠点」

に位置づけます。 

・ インターチェンジに近接した集客

ポテンシャルを活かし、賑わいや交

流を生み、中心市街地と一体的な活

性化を図る沿道型の複合地を形成

します。 

・ 交通の要衝としての利便

性を活かし、長崎市や大村

市、島原半島、佐賀県とつ

ながる幹線道路沿道にお

いて、商業・業務施設の立

地が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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拠点 空間構成の方針 現況特性 

緑の拠点 

 

〔諫早らしさを醸し出す 

緑のシンボルづくり〕 

・ 植生や地形の保全と活用を図り、

緑と水のネットワークの拠点とし

て位置づけます。 
・ 貴重な緑地は、適切な法規制や保

全的活用を図っていきます。 

・ 上山公園、御館山公園は、

市街地の中で緑豊かな憩

いの場を市民に提供して

おり、良好な市街地環境の

形成に寄与しています。 
・ 都市全体に潤いや安らぎ

を与える良好な風致や自

然環境が各地にあります。 

スポーツ・ 

レクリエー 

ション拠点 

〔交流・ふれあいの拠点づくり〕 

・ 市民や観光客等がスポーツやレク

リエーションでの交流を通じて自

然環境に親しめる拠点として位置

づけます。 

・ 施設の立地や集積を活かし、交流

人口の拡大を図っていきます。 

・ 県立総合運動公園は、陸上

競技場をはじめとしたス

ポーツやレクリエーショ

ン、散策等による健康維持

の場や、各種イベント等に

よる交流・ふれあいの場を

市民に提供しています。 

・ 新たに喜々津地域のなご

みの里運動公園、諫早市サ

ッカー場や隣接する真津

山・西諫早地域のスポーツ

パークいさはやが整備さ

れました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点 空間構成の方針 現況特性 

緑の拠点 

 

〔諫早らしさを醸し出す 

緑のシンボルづくり〕 

・ 植生や地形の保全と活用を図り、

緑と水のネットワークの拠点とし

て位置づけます。 
・ 貴重な緑地は、適切な法規制や保

全的活用を図っていきます。 

・ 上山公園、御館山公園は、

市街地の中で緑豊かな憩

いの場を市民に提供して

おり、良好な市街地環境の

形成に寄与しています。 
・ 都市全体に潤いや安らぎ

を与える良好な風致や自

然環境が各地にあります。 

スポーツ・ 

レクリエー 

ション拠点 

〔交流・ふれあいの拠点づくり〕 

・ 市民や観光客等がスポーツやレク

リエーションでの交流を通じて自

然環境に親しめる拠点として位置

づけます。 

・ 施設の立地や集積を活かし、交流

人口の拡大を図っていきます。 

・ 県立総合運動公園は、陸上

競技場をはじめとしたス

ポーツやレクリエーショ

ン、散策等による健康維持

の場や、各種イベント等に

よる交流・ふれあいの場を

市民に提供しています。 

・ 新たに創出された埋立地

では、なごみの里運動公園

が整備されました。 

・ 現在、（仮称）久山港スポ

ーツ施設の整備が進行中

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：70ページ 

------------------------------- 

現行ページ：71ページ 

 

 

 

 

 

庁内照会結果の反映 

文言修正 
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軸 空間構成の方針 現況特性 

交通軸 

広域交通軸 

 

市街地循環交通軸 

 

地域連携交通軸 

 

〔都市発展の方向性を示す 

広域幹線道路軸づくり〕 

・ 周辺都市との連携・交流を強化す

るため、将来交通需要に対応した

幹線道路の整備を行います。 

・ 幹線道路沿道の立地特性を活かし

た沿道地域の高度利用＊を誘導し

ます。 

・ 各拠点間でのネットワークを強化

するために、公共交通機関の利便

性の向上を図っていきます。 

・ 中心市街地部では、河川軸ととも

に良好な都市景観が連続する軸と

して景観誘導・景観整備を行いま

す。 

・ 都市の骨格を形成し、都市

づくりの方向性を示して

いる幹線道路が多くあり

ます。 

・ 国道 34号、57号、207号

は本市中心市街地から放

射状に伸び、隣接都市と直

接つながっています。 

・ 国道 251 号は本市南部の

橘湾沿いを走っています。 

・ 国道 57 号と国道 251 号

は、県道により南北方向に

つながっています。 

河川軸 

 

〔回遊ネットワークの基軸となる 

水辺空間づくり〕 

・ 市街地中心部を貫く本明川を河川

軸として位置づけます。 

・ 河川空間、沿岸地域の緑地、緑の拠

点等と一体となって、回遊ネット

ワークによる都市の一体感を高

め、自然的環境・自然的景観による

うるおいを創出する河川軸の形成

を目指します。 

・ 本明川は多良山系南斜面

から中心市街地を流れ諫

早湾に注ぐ、県内唯一の一

級河川です。 

・ 本明川は、都市に潤いを与

える水辺環境を市民に提

供しています。 

・ 一方で、本市は水害による

大きな被害を受けたことが

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軸 空間構成の方針 現況特性 

交通軸 

広域交通軸 

 

市街地循環交通軸 

 

地域連携交通軸 

 

〔都市発展の方向性を示す 

広域幹線道路軸づくり〕 

・ 周辺都市との連携・交流を強化す

るため、将来交通需要に対応した

幹線道路の整備を行います。 

・ 幹線道路沿道の立地特性を活かし

た沿道地域の高度利用＊を誘導し

ます。 

・ 各拠点間でのネットワークを強化

するために、公共交通機関の利便

性の向上を図っていきます。 

・ 中心市街地部では、河川軸ととも

に良好な都市景観が連続する軸と

して景観誘導・景観整備を行いま

す。 

・ 都市の骨格を形成し、都

市づくりの方向性を示し

ている幹線道路が多くあ

ります。 

・ 国道 34号、57号、207号

は本市中心市街地から放

射状に伸び、隣接都市と

直接つながっています。 

・ 国道 251 号は本市南部の

橘湾沿いを走っていま

す。 

・ 国道 57 号と国道 251 号

は、県道により南北方向

につながっています。 

河川軸 

 

〔回遊ネットワークの基軸となる 

水辺空間づくり〕 

・ 市街地中心部を貫く本明川を河川

軸として位置づけます。 

・ 河川空間、沿岸地域の緑地、緑の拠

点等と一体となって、回遊ネット

ワークによる都市の一体感を高

め、自然的環境・自然的景観による

うるおいを創出する河川軸の形成

を目指します。 

・ 本明川は多良山系南斜面

から中心市街地を流れ諫

早湾に注ぐ、県内唯一の

一級河川です。 

・ 本明川は、都市に潤いを

与える水辺環境を市民に

提供しています。 

・ 一方で、本市は水害による

大きな被害を受けたことが

あります。 
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  ＜拠点形成の方向性＞                         

 

■中心拠点 

〔概況〕 

〇中心拠点は、アエル中央商店街と諫早駅周辺商店街の 2地区を核とし、それらをつなぐ地

域から形成され、商店街などにおける日常生活サービス機能の集積、広域的な商業・業務

機能の集積、行政機能やその他公共公益機能の集積、さらには交通機能の集積がみられる

地域です。 

 

〇諫早駅では、新幹線開業に伴う広域へのアクセス性向上を踏まえ、諫早駅周辺では再開発

事業などによる交通結節機能及び交流機能、商業機能等の強化が図られました。 

 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇中心拠点では、新幹線開業に伴う広域へのアクセス性向上を踏まえ、本市及び島原半島の

玄関口としての交通結節点機能、並びに都市の中心地としての広域的な商業・業務機能の

強化を目指すため、駅周辺整備を含む地域の再編、商業施設や業務施設の立地誘導、及び

基盤施設の整備等を進めます。 

 

〇土地の高度利用とともに、快適性・安全性に配慮した建築物の建替え、改修の誘導を図り

ます。 

 

〇アエル中央商店街と諫早駅周辺商店街の一体的

な拠点化を目指すため、既存の公共施設、文化施

設、公園緑地、河川といった公共空間＊を有機的

につなぐとともに、民有地の公開空地＊などを活

用しながら、拠点内を安心して回遊できる安全

で快適な空間を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜拠点形成の方向性＞                         

 

■中心拠点 

〔概況〕 

〇中心拠点は、アエル中央商店街と諫早駅周辺商店街の 2地区を核とし、それらをつなぐ地

域から形成され、商店街などにおける日常生活サービス機能の集積、広域的な商業・業務

機能の集積、行政機能やその他公共公益機能の集積、さらには交通機能の集積がみられる

地域です。 

 

〇諫早駅では、新幹線開業に伴い広域へのアクセス性向上が期待されています。それを踏ま

え、現在、諫早駅周辺では再開発事業などによる交通結節機能及び交流機能、商業機能等

の強化を図っているところです。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇中心拠点では、新幹線開業に伴う広域へのアクセス性向上を踏まえ、本市及び島原半島の

玄関口としての交通結節点機能、並びに都市の中心地としての広域的な商業・業務機能の

強化を目指すため、駅周辺整備を含む地域の再編、商業施設や業務施設の立地誘導、及び

基盤施設の整備等を進めます。 

 

〇土地の高度利用とともに、快適性・安全性に配慮した建築物の建替え、改修の誘導を図り

ます。 

 

〇アエル中央商店街と諫早駅周辺商店街の一体的

な拠点化を目指すため、既存の公共施設、文化施

設、公園緑地、河川といった公共空間＊を有機的

につなぐとともに、民有地の公開空地＊などを活

用しながら、拠点内を安心して回遊できる安全

で快適な空間を創出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真変更 
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－ 81 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市拠点 

〔概況〕 

〇喜々津駅周辺商店街及び多良見支所周辺地域、喜々津駅を起点とした幹線道路沿線は、行

政機能のほか、商業、医療、教育・文化、交通などの都市機能が集積し、本市の中心拠点

に次ぐ都市機能集積地となっています。 

 

〇喜々津駅周辺地域は、駅のもつ集客機能が活かされた商店街が形成されています。 

 

〇長崎方面及び諫早駅方面へのアクセス性の良さから、喜々津駅北側に隣接する広大な敷

地を活用した民間開発（集合住宅、商業施設、宿泊施設等の複合施設等の整備）が進めら

れています。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇長崎方面及び諫早駅方面へのアクセス性の良さを活かし、既存の都市機能の維持・保全に

努めます。 

 

〇駅周辺の民間開発等の動向を踏まえながら、近隣住民の日常的な利用に供する商業施設

や公共公益施設などの立地誘導を図り、拠点性を高めます。 

 

〇駅前駐車場、駐輪場などを活用したパークアンドライド＊の促進により、交通結節機能の

充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市拠点 

〔概況〕 

〇喜々津駅周辺商店街及び多良見支所周辺地域、喜々津駅を起点とした幹線道路沿線は、行

政機能のほか、商業、医療、教育・文化、交通などの都市機能が集積し、本市の中心拠点

に次ぐ都市機能集積地となっています。 

 

〇喜々津駅周辺地域は、駅のもつ集客機能が活かされた商店街が形成されています。 

 

〇長崎方面及び諫早駅方面へのアクセス性の良さから、喜々津駅北側に隣接する広大な敷

地を活用した民間開発（集合住宅、商業施設、宿泊施設等の複合施設等の整備）が予定さ

れています。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇長崎方面及び諫早駅方面へのアクセス性の良さを活かし、既存の都市機能の維持・保全に

努めます。 

 

〇駅周辺の民間開発等の動向を踏まえながら、近隣住民の日常的な利用に供する商業施設

や公共公益施設などの立地誘導を図り、拠点性を高めます。 

 

〇駅前駐車場、駐輪場などを活用したパークアンドライド＊の促進により、交通結節機能の

充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■生活拠点 

〔概況〕 

〇森山、飯盛、高来、小長井の各支所地域の中心地は、生活利便施設、公共公益施設等が立

地していることから、地域の生活拠点の性格を持っています。 

 

〇出張所が立地する地域のうち市街化調整区域に含まれる本野・長田・小野の 3地区は、生

活利便施設や公共公益施設など一定の都市機能の集積は見られるものの、市内でも特に

人口減少や高齢化が進展していることから、既存集落のコミュニティの維持が困難とな

るおそれがあります。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇各地域における地域活動をさらに活発にし、あるいはコミュニティの醸成を図るために

は、各支所及び出張所が立地する地域の生活拠点の機能を強化する必要があることから、

地域の人々が日常的に活用・利用できるような生活利便施設や公共公益施設の誘導に努

めます。 

 

〇市街化調整区域内の出張所周辺などにおいては、「諫早版小さな拠点」の施策により、既

存の集積した都市機能を活用し、すでに市街化された既存集落やその周辺において開発

行為＊等の適正な運用基準の見直しを行うなど、地域の特性に応じた土地利用や生活利便

施設、公共公益施設の配置、買物弱者＊への支援策の検討など周辺集落の生活サービスの

維持・確保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■生活拠点 

〔概況〕 

〇森山、飯盛、高来、小長井の各支所地域の中心地は、生活利便施設、公共公益施設等が立

地していることから、地域の生活拠点の性格を持っています。 

 

〇出張所が立地する地域のうち市街化調整区域に含まれる本野・長田・小野の 3地区は、生

活利便施設や公共公益施設など一定の都市機能の集積は見られるものの、市内でも特に

人口減少や高齢化が進展していることから、既存集落のコミュニティの維持が困難とな

るおそれがあります。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇各地域における地域活動をさらに活発にし、あるいはコミュニティの醸成を図るために

は、各支所及び出張所が立地する地域の生活拠点の機能を強化する必要があることから、

地域の人々が日常的に活用・利用できるような生活利便施設や公共公益施設の誘導に努

めます。 

 

〇市街化調整区域内の出張所周辺などにおいては、「諫早版小さな拠点」の施策により、既

存の集積した都市機能を活用し、すでに市街化された既存集落やその周辺において開発

行為＊等の適正な運用基準の見直しを行うなど、地域の特性に応じた土地利用や生活利便

施設、公共公益施設の配置、買物弱者＊への支援策の検討など周辺集落の生活サービスの

維持・確保を図ります。 
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－ 83 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■産業拠点 

〔概況〕 

〇諫早インターチェンジの近くに諫早中核工業団地や諫早貝津工場団地、山の手工業団地

が形成されているほか、臨海部には諫早流通産業団地と西諫早産業団地が形成され、全国

でも有数の産業集積の拠点として発展しています。 

 

〇新たな産業団地として、高規格道路「島原道路」の栗面インターチェンジに近く、交通利

便性の高い地域で、一定の広さを確保できる小栗地区に南諫早産業団地を造成しました。

また、南諫早産業団地のすぐ南側に、新たに諫早平山産業団地を選定しました。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇若者をはじめとする定住促進に寄与する就業の場の確保のために、既存の産業団地のさ

らなる機能強化を図るとともに、小栗地区において新たな企業誘致の受け皿となる諫早

平山産業団地の整備推進を図ります。 

 

〇新たな産業団地である諫早平山産業団地の整備にあたっては、輸送道路やアクセス道路

の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■産業拠点 

〔概況〕 

〇諫早インターチェンジの近くに諫早中核工業団地や諫早貝津工場団地、山の手工業団地

が形成されているほか、臨海部には諫早流通産業団地と西諫早産業団地が形成され、全国

でも有数の産業集積の拠点として発展しています。 

 

〇新たな産業団地として、地域高規格道路「島原道路」の栗面インターチェンジに近く、交

通利便性の高い地域で、一定の広さを確保できる小栗地区に南諫早産業団地を選定しま

した。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇若者をはじめとする定住促進に寄与する就業の場の確保のために、既存の産業団地のさ

らなる機能強化を図るとともに、小栗地区において新たな企業誘致の受け皿となる南諫

早産業団地の整備推進を図ります。 

 

〇新たな産業団地である南諫早産業団地の整備にあたっては、輸送道路やアクセス道路の

確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

南諫早産業団地の造成完了 

諫早平山産業団地の整備を追加 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

写真の更新 
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－ 84 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■沿道型活力創出拠点 

〔概況〕 

〇沿道型活力創出拠点は、高規格道路「島原道路」のインターチェンジに近接した地域で、

国道 57号沿いに商業施設や業務施設の立地がすすみ、自動車利用者の利便性が向上して

います。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇高規格道路「島原道路」のインターチェンジに近接した地域において、交通の要衝として

の利便性を活かし、幹線道路の交通量を踏まえ、本市を通過する自動車利用者や近隣住民

の消費需要の受け皿となる商業施設や生活利便施設の充実により、さらなる利便性向上

や市内消費の促進、中心市街地との相乗効果による賑わいの創出を図ります。 

 

〇交通の要衝としての特徴を最大限に発揮し、市民の生活利便性の向上のみならず、長崎市

や大村市、島原半島、佐賀県とのつながりを意識し、広域的な交流の促進や都市の活力の

創出に寄与する商業施設、業務施設をはじめとする多様な施設の立地誘導を促進します。 

 

〇沿道型活力創出拠点へ誘導する施設については、都市基盤整備の状況や周辺環境への影

響を考慮し、周辺環境との調和を図るとともに、特別用途地区の指定状況を踏まえて地区

計画等を活用した計画的な土地利用の誘導を図りながら、適正な場所への立地誘導を図

ります。 

 

〇一方で、長崎県の「大規模集客施設等立地ガイドライン＊」に基づく大規模集客施設の適

正な立地誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■沿道型活力創出拠点 

〔概況〕 

〇沿道型活力創出拠点は、地域高規格道路「島原道路」のインターチェンジに近接した地域

で、国道 57号沿いに商業施設や業務施設の立地がすすみ、自動車利用者の利便性が向上

しています。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇地域高規格道路「島原道路」のインターチェンジに近接した地域において、交通の要衝と

しての利便性を活かし、幹線道路の交通量を踏まえ、本市を通過する自動車利用者や近隣

住民の消費需要の受け皿となる商業施設や生活利便施設の充実により、さらなる利便性

向上や市内消費の促進、中心市街地との相乗効果による賑わいの創出を図ります。 

 

〇交通の要衝としての特徴を最大限に発揮し、市民の生活利便性の向上のみならず、長崎市

や大村市、島原半島、佐賀県とのつながりを意識し、広域的な交流の促進や都市の活力の

創出に寄与する商業施設、業務施設をはじめとする多様な施設の立地誘導を促進します。 

 

〇沿道型活力創出拠点へ誘導する施設については、都市基盤整備の状況や周辺環境への影

響を考慮し、周辺環境との調和を図るとともに、特別用途地区の指定状況を踏まえて地区

計画等を活用した計画的な土地利用の誘導を図りながら、適正な場所への立地誘導を図

ります。 

 

〇一方で、長崎県の「大規模集客施設等立地ガイドライン＊」に基づく大規模集客施設の適

正な立地誘導を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言修正 

写真の更新（左、右） 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■スポーツ・レクリエーション拠点 

〔概況〕 

〇長崎県立総合運動公園では、陸上競技

やサッカー等が行われるスタジアム

が整備されているほか、野球やテニス

などの多様なスポーツが楽しめる環

境整備が行われています。また、市民

が気軽に楽しめるプールや多目的広

場なども整ったスポーツ・レクリエー

ション拠点が形成されています。 

 

 

〇大村湾沿いでは、多様なスポーツが楽しめるなごみの里運動公園や諫早市サッカー場が

整備され、また、新たに野球場等を含むスポーツパークいさはやが整備されました。 

 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇大規模なスポーツ・レクリエーション施設の集積地をスポーツ・レクリエーション拠点と

して位置づけ、スポーツ・レクリエーション及び交流機能の充実により、市民の健康で文

化的な生活に寄与するとともに、スポーツ振興による地域内外の交流人口の増大を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スポーツ・レクリエーション拠点 

〔概況〕 

〇長崎県立総合運動公園では、プロサッ

カーチームのホームグラウンドとな

るスタジアムが整備されているほか、

野球やサッカー、テニスなどの多様な

スポーツが楽しめる環境整備が行わ

れています。また、市民が気軽に楽し

めるプールや多目的広場なども整っ

たスポーツ・レクリエーション拠点が

形成されています。 

 

〇新たに創出された大村湾沿いの埋立地では、多様なスポーツが楽しめるなごみの里運動

公園が整備され、また、新たに新野球場を含む（仮称）久山港スポーツ施設などの集積が

予定されています。 

 

〔拠点形成の方向性〕 

〇大規模なスポーツ・レクリエーション施設の集積地をスポーツ・レクリエーション拠点と

して位置づけ、スポーツ・レクリエーション及び交流機能の充実により、市民の健康で文

化的な生活に寄与するとともに、スポーツ振興による地域内外の交流人口の増大を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内照会結果の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内照会結果の反映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

  ＜集約型都市構造の構築を見据えた土地利用の考え方＞          

人口減少や超高齢社会を見据えた持続可能なまちづくりを実現するために、まちの中心部

への都市機能の集積による「集約型都市構造」の構築を図りながら、「交通の要衝であること

の立地特性を活かした土地利用」として幹線道路沿道の既存の集積した都市機能や交通ネッ

トワークを有効に活用した拠点の形成を図ります。 

 

以上の将来の望ましい空間構成の方針等を図に整理すると、図 4-4のとおりです。 

 

■図 ４-４ 諫早市将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜集約型都市構造の構築を見据えた土地利用の考え方＞          

人口減少や超高齢社会を見据えた持続可能なまちづくりを実現するために、まちの中心部

への都市機能の集積による「集約型都市構造」の構築を図りながら、「交通の要衝であること

の立地特性を活かした土地利用」として幹線道路沿道の既存の集積した都市機能や交通ネッ

トワークを有効に活用した拠点の形成を図ります。 

 

以上の将来の望ましい空間構成の方針等を図に整理すると、図 4-3のとおりです。 

 

■図 ４-３ 諫早市将来都市構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図追加のため番号繰り下がり 

 

 

図一部修正 

・西九州新幹線 

・高規格道路 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

第５章 全体構想 

５．１．土地利用 

（１）土地利用の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「土地利用」の分野におけ

る基本目標を次のように定めます。 

 

■ 良好な自然環境や優良な農地の保全と市街地環境との共生を図り、市街地の無秩
序な拡大を抑制します。 

■ 住・商・工が調和した土地利用区分による規制・誘導を図ります。 

■ 安全・安心な住環境が整った誰もが住みやすい市街地住宅地、農村・漁村を目指
します。 

■ 中心市街地の活性化を図るため、都市機能の集積を促進し、活力あふれる中心拠
点を育成します。また、中心市街地の既存商店街と共存し、相乗効果を発揮する
大規模集客施設の計画的な立地誘導を図ります。 

■ 地域特性を活かした日常生活圏の中心地の形成を図るとともに、地域のコミュニ
ティの維持に向けて、既存の集積した都市機能を活かしたコンパクトな土地利用
を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 全体構想 

５．１．土地利用 

（１）土地利用の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「土地利用」の分野におけ

る基本目標を次のように定めます。 

 

■ 良好な自然環境や優良な農地の保全と市街地環境との共生を図り、市街地の無秩
序な拡大を抑制します。 

■ 住・商・工が調和した土地利用区分による規制・誘導を図ります。 

■ 安全・安心な住環境が整った誰もが住みやすい市街地住宅地、農村・漁村を目指
します。 

■ 中心市街地の活性化を図るため、都市機能の集積を促進し、活力あふれる中心拠
点を育成します。また、中心市街地の既存商店街と共存し、相乗効果を発揮する
大規模集客施設の計画的な立地誘導を図ります。 

■ 地域特性を活かした日常生活圏の中心地の形成を図るとともに、地域のコミュニ
ティの維持に向けて、既存の集積した都市機能を活かしたコンパクトな土地利用
を図ります。 
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－ 88 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）土地利用区分による規制・誘導方針 

１）土地利用区分 

土地利用基本目標の達成のための土地利用の規制・誘導方針については、次の将来都市構

造におけるゾーン区分を基本とした土地利用区分に基づきそれぞれ定めるものとします。 

 

 土地利用区分 ゾーンの概ねの位置等 

都市的土地利用 

（都市計画区域） 

市街地ゾーン a.住宅地 
a-1.低層住宅地 
a-2.一般住宅地 
a-3低層開発団地 
a-4.中高層開発団地 

都市計画区域／市街化区
域 

既成市街地＊ 

b.拠点商業地 

c.工業地 

d.沿道複合地 

市街地外周ゾーン a.農地・丘陵地 都市計画区域／市街化調
整区域 
多良岳南丘陵地 
既成市街地東側干拓地 
国道 34号・国道 57号・国
道 207号沿いなど 

b.田園干拓地 

c.沿道複合地 

d.集落地 

自然的土地利用 

（都市計画区域外） 

森林ゾーン （森林、集落） 都市計画区域外 

多良岳南丘陵地 

農地・丘陵ゾーン （農地・丘陵、集落） 都市計画区域外 

田園ゾーン （干拓農地、集落） 都市計画区域外 

諫早湾沿い農地 

幹線道路沿い 

（広域交通軸、地域連携

交通軸、その他の幹線道

路沿道） 

a.沿道複合地 都市計画区域外 
国道 57 号・国道 207 号・
国道 251 号沿いなど b.集落地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）土地利用区分による規制・誘導方針 

１）土地利用区分 

土地利用基本目標の達成のための土地利用の規制・誘導方針については、次の将来都市構

造におけるゾーン区分を基本とした土地利用区分に基づきそれぞれ定めるものとします。 

 

 土地利用区分 ゾーンの概ねの位置等 

都市的土地利用 

（都市計画区域） 

市街地ゾーン a.住宅地 
a-1.低層住宅地 
a-2.一般住宅地 
a-3低層開発団地 
a-4.中高層開発団地 

都市計画区域／市街化区
域 

既成市街地＊ 

b.拠点商業地 

c.工業地 

d.沿道複合地 

市街地外周ゾーン a.農地・丘陵地 都市計画区域／市街化調
整区域 
多良岳南丘陵地 
既成市街地東側干拓地 
国道 34号・国道 57号・国
道 207号沿いなど 

b.田園干拓地 

c.沿道複合地 

d.集落地 

自然的土地利用 

（都市計画区域外） 

森林ゾーン （森林、集落） 都市計画区域外 

多良岳南丘陵地 

農地・丘陵ゾーン （農地・丘陵、集落） 都市計画区域外 

田園ゾーン （干拓農地、集落） 都市計画区域外 

諫早湾沿い農地 

幹線道路沿い 

（広域交通軸、地域連携

交通軸、その他の幹線道

路沿道） 

a.沿道複合地 都市計画区域外 
国道 57 号・国道 207 号・
国道 251 号沿いなど b.集落地 
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－ 89 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

２）都市的土地利用（都市計画区域）の規制・誘導方針 

都市的土地利用（都市計画区域）における土地利用区分ごとの土地利用の規制・誘導方針

は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜市街地ゾーン＞ 都市計画区域／市街化区域               

 a－１ 住宅地「低層住宅地」 

〔概況〕 

〇市街地周辺部において、自然発生的に徐々に住宅が立ち並んだ低層住宅地やミニ開発＊に

よる低層住宅地では、特に都市基盤である道路の整備が立ち遅れ、狭い道路や、行止まり

の道路が多く、救急車、消防車等の緊急自動車の進入が困難な地域があります。 

 

〇木造の住宅や耐震基準に満たない住宅も多く、建替えや改修による耐震化への対応が求

められています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇住宅の専用性を保護するため、建物用途の制限や居住環境の改善を行います。 

 

〇空き家については発生状況の把握に努めるとともに、空き家の適切な管理や流通・利活用

を促し、良好な住環境の維持向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）都市的土地利用（都市計画区域）の規制・誘導方針 

都市的土地利用（都市計画区域）における土地利用区分ごとの土地利用の規制・誘導方針

は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜市街地ゾーン＞ 都市計画区域／市街化区域               

 a－１ 住宅地「低層住宅地」 

〔概況〕 

〇市街地周辺部において、自然発生的に徐々に住宅が立ち並んだ低層住宅地やミニ開発＊に

よる低層住宅地では、特に都市基盤である道路の整備が立ち遅れ、狭い道路や、行止まり

の道路が多く、救急車、消防車等の緊急自動車の進入が困難な地域があります。 

 

〇木造の住宅や耐震基準に満たない住宅も多く、建替えや改修による耐震化への対応が求

められています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇住宅の専用性を保護するため、建物用途の制限や居住環境の改善を行います。 

 

〇空き家については発生状況の把握に努めるとともに、空き家の適切な管理や流通・利活用

を促し、良好な住環境の維持向上に努めます。 
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－ 90 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 a－２ 住宅地「一般住宅地」 

〔概況〕 

〇幹線道路沿いの背後地や中心市街地の外縁部の住宅地で、自然発生的に戸建住宅、店舗、

事務所、などが混在・立地する住宅地となっています。「低層住宅地」と同様に、道路の

不足による生活利便性、救急救命活動、防災、避難等の問題が顕在化しています。 

 

〇木造の住宅や耐震基準に満たない住宅も多く、建替えや改修による不燃化、耐震化への対

応が求められています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇中心市街地の外縁部の生活・交通利便性の高い地区であるため、住宅の環境を阻害しない

範囲で店舗や事務所などの併存を図ります。 

 

〇既成の市街地で建物用途が混在している地域、接道が不良な地域、消防活動や避難などが

困難な地域、老朽住宅が密集している地域などは、スクラップアンドビルド（当該地区内

の建物を全部解体撤去して建替える）という方法でなく、部分的な改善・改修による修復

型のまちづくり＊を進め、土地利用用途の整序や高度利用化を図ります。 

 

〇道路など都市基盤施設＊が未整備の地区では、必要に応じて事業内容の見直しを行いなが

ら、土地区画整理事業などの市街地開発事業を進め、都市基盤施設が整い良好な住環境を

備えた住宅地の形成を図り、さらにその住環境の保護・育成を目指した住民主体のルール

づくりを支援します。 

 

〇空き家については発生状況の把握に努めるとともに、空き家の適切な管理や流通・利活用

を促し、良好な住環境の維持向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a－２ 住宅地「一般住宅地」 

〔概況〕 

〇幹線道路沿いの背後地や中心市街地の外縁部の住宅地で、自然発生的に戸建住宅、店舗、

事務所、などが混在・立地する住宅地となっています。「低層住宅地」と同様に、道路の

不足による生活利便性、救急救命活動、防災、避難等の問題が顕在化しています。 

 

〇木造の住宅や耐震基準に満たない住宅も多く、建替えや改修による不燃化、耐震化への対

応が求められています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇中心市街地の外縁部の生活・交通利便性の高い地区であるため、住宅の環境を阻害しない

範囲で店舗や事務所などの併存を図ります。 

 

〇既成の市街地で建物用途が混在している地域、接道が不良な地域、消防活動や避難などが

困難な地域、老朽住宅が密集している地域などは、スクラップアンドビルド（当該地区内

の建物を全部解体撤去して建替える）という方法でなく、部分的な改善・改修による修復

型のまちづくり＊を進め、土地利用用途の整序や高度利用化を図ります。 

 

〇道路など都市基盤施設＊が未整備の地区では、必要に応じて事業内容の見直しを行いなが

ら、土地区画整理事業などの市街地開発事業を進め、都市基盤施設が整い良好な住環境を

備えた住宅地の形成を図り、さらにその住環境の保護・育成を目指した住民主体のルール

づくりを支援します。 

 

〇空き家については発生状況の把握に努めるとともに、空き家の適切な管理や流通・利活用

を促し、良好な住環境の維持向上に努めます。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 a－３ 住宅地「低層開発団地」 

〔概況〕 

〇低層開発団地としては西諫早ニュータウン、久山台、いさはや西部台、喜々津シーサイド

タウンなどがあり、これら地区においては道路や公園などの都市基盤が計画的に整備さ

れ、静寂で落ち着いた戸建住宅地を形成しています。 

 

〇住宅需要に対応した新たな戸建住宅中心の団地開発の計画が進行中です。 

 

〇開発から一定の年数が経過していることから、建物の耐用年数や設備の老朽化、建替えや

改修の必要性が高まっている戸建住宅も増えているものと考えられます。また、単身世帯

の増加や核家族化など世帯構成の多様化が進行しており、今後、転居等により空き家が増

加するおそれがあります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇現在、低層住宅地として良好な住環境を呈する地区計画、建築協定＊が定められている地

区では、今後も継続して規定内容を遵守して良好な住環境の保護、育成に努めます。 

 

〇新たな住宅団地の開発にあたっては、周辺の環境との調和に配慮した開発計画とします。 

 

〇建物用途の混在を防止する用途の専用性の維持や、建物形態、緑化等によるまちなみ形成

の保全等に配慮した規制・誘導を図ります。 

 

〇低層開発団地における空き家となっている戸建住宅等については、その適切な管理や流

通・利活用を促し、良好な住環境の維持向上に努めます。 

 

〇住宅団地内の老朽化した公共施設等については、補助事業等を活用し、西諫早ニュータウ

ンや諫早駅周辺、通学路などの優先度が高い箇所から歩道のバリアフリー＊化を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a－３ 住宅地「低層開発団地」 

〔概況〕 

〇低層開発団地としては西諫早ニュータウン、久山台、いさはや西部台、喜々津シーサイド

タウンなどがあり、これら地区においては道路や公園などの都市基盤が計画的に整備さ

れ、静寂で落ち着いた戸建住宅地を形成しています。 

 

〇住宅需要に対応した新たな戸建住宅中心の団地開発の計画が進行中です。 

 

〇開発から一定の年数が経過していることから、建物の耐用年数や設備の老朽化、建替えや

改修の必要性が高まっている戸建住宅も増えているものと考えられます。また、単身世帯

の増加や核家族化など世帯構成の多様化が進行しており、今後、転居等により空き家が増

加するおそれがあります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇現在、低層住宅地として良好な住環境を呈する地区計画、建築協定＊が定められている地

区では、今後も継続して規定内容を遵守して良好な住環境の保護、育成に努めます。 

 

〇新たな住宅団地の開発にあたっては、周辺の環境との調和に配慮した開発計画とします。 

 

〇建物用途の混在を防止する用途の専用性の維持や、建物形態、緑化等によるまちなみ形成

の保全等に配慮した規制・誘導を図ります。 

 

〇低層開発団地における空き家となっている戸建住宅等については、その適切な管理や流

通・利活用を促し、良好な住環境の維持向上に努めます。 

 

〇住宅団地内の老朽化した公共施設等については、改修によるバリアフリー＊化等への対応

に努めます。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 a－４ 住宅地「中高層開発団地」 

〔概況〕 

〇中高層開発団地としては西諫早ニュータウンの堂崎町（西諫早公営住宅周辺）などがあ

り、低層開発団地と同様に道路や公園などの都市基盤が計画的に整備され、良好な居住環

境となっています。 

 

〇開発から一定の年数が経過していることから、建物の耐用年数や設備の老朽化、居住者の

ニーズに合わない間取りや広さなどから、建替えや改修の必要性が高まっている団地も

あります。また、単身世帯の増加や核家族化など世帯構成の多様化が進行しており、今後、

転居等により空室が増加するおそれがあります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇計画的に開発された住宅団地やこれから開発される住宅団地では、まちなみ形成、緑化の

推進などを継続的に進め、良好な住環境を保護・育成します。 

 

〇建替え時期を迎える中層住宅団地は、団地の位置や規模、周辺の状況等を考慮し、高齢者

等の住民サービス施設、公共公益施設等の立地誘導の検討や、都市基盤施設の見直しを含

めた総合的な住宅団地の再生と地域の賑わい創出を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a－４ 住宅地「中高層開発団地」 

〔概況〕 

〇中高層開発団地としては西諫早ニュータウンの堂崎町（西諫早公営住宅周辺）などがあ

り、低層開発団地と同様に道路や公園などの都市基盤が計画的に整備され、良好な居住環

境となっています。 

 

〇開発から一定の年数が経過していることから、建物の耐用年数や設備の老朽化、居住者の

ニーズに合わない間取りや広さなどから、建替えや改修の必要性が高まっている団地も

あります。また、単身世帯の増加や核家族化など世帯構成の多様化が進行しており、今後、

転居等により空室が増加するおそれがあります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇計画的に開発された住宅団地やこれから開発される住宅団地では、まちなみ形成、緑化の

推進などを継続的に進め、良好な住環境を保護・育成します。 

 

〇建替え時期を迎える中層住宅団地は、団地の位置や規模、周辺の状況等を考慮し、高齢者

等の住民サービス施設、公共公益施設等の立地誘導の検討や、都市基盤施設の見直しを含

めた総合的な住宅団地の再生を図ります。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 b.拠点商業地  

〔概況〕                  ■図 ５-1 中心市街地の区域 

〇本市全体の年間商品販売額は減少傾向に

あり、特に中心市街地では空き店舗が増加

しているなど、商業機能の低下が顕在化し

ています。 

 

〇市役所周辺と諫早駅周辺、これをつなぐ本

明川沿岸の地域には商業施設や業務施設

が集積し、本市のみならず周辺の市町を含

めた商業・業務の中心地域となっていま

す。「第 2 期諫早市中心市街地活性化基本

計画＊（平成 26 年 3 月認定）」では、当該

地域の将来像を「暮らしのなかに、つなが

りを実感できる街」として掲げ、将来像の

実現に向けた取組を進めています。 

 

（参考）【第2期諫早市中心市街地活性化基本計画における活性化の基本方針】 

〇基本方針1：商業の魅力向上と賑わいの創出により、来たくなるまちづくりを進める 

〇基本方針2：アクセスの向上や情報発信により、広域からも来やすいまちづくりを進め

る 

〇基本方針3：心地良い街並みの形成と都市機能の充実により、住みたくなるまちづくり

を進める 

 

〇喜々津駅前や市内各地の住宅地の中央部に配置され、日常生活に直結した商業地域（以

下、住区商業拠点という）では、商業、サービス業、公益施設等を中心とした都市機能が

集積しています。 

 

〇高層マンションの建設により、既存の住宅への日照、通風、景観等の影響が今後生じるお

それがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b.拠点商業地  

〔概況〕                  ■図 ５-1 中心市街地の区域 

〇本市全体の年間商品販売額は減少傾向に

あり、特に中心市街地では空き店舗が増加

しているなど、商業機能の低下が顕在化し

ています。 

 

〇市役所周辺と諫早駅周辺、これをつなぐ本

明川沿岸の地域には商業施設や業務施設

が集積し、本市のみならず周辺の市町を含

めた商業・業務の中心地域となっていま

す。「第 2 期諫早市中心市街地活性化基本

計画＊（平成 26 年 3 月認定）」では、当該

地域の将来像を「暮らしのなかに、つなが

りを実感できる街」として掲げ、将来像の

実現に向けた取組を進めています。 

 

（参考）【第2期諫早市中心市街地活性化基本計画における活性化の基本方針】 

〇基本方針1：商業の魅力向上と賑わいの創出により、来たくなるまちづくりを進める 

〇基本方針2：アクセスの向上や情報発信により、広域からも来やすいまちづくりを進め

る 

〇基本方針3：心地良い街並みの形成と都市機能の充実により、住みたくなるまちづくり

を進める 

 

〇喜々津駅前や市内各地の住宅地の中央部に配置され、日常生活に直結した商業地域（以

下、住区商業拠点という）では、商業、サービス業、公益施設等を中心とした都市機能が

集積しています。 

 

〇高層マンションの建設により、既存の住宅への日照、通風、景観等の影響が今後生じるお

それがあります。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

〔土地利用の方針〕 

〇中心市街地では、「第 2期諫早市中心市街地活性化基本計画」で示された将来像の実現を

見据え、今後作成を検討している立地適正化計画の内容を踏まえながら、都市機能の集

積・立地の誘導促進やまちなか居住＊の促進、魅力的なアメニティ空間＊の形成と併せて、

商業機能等の集中化・活性化を図ります。 

 

〇中心市街地では、交通利便性や生活利便性の良さを活かし、周辺環境との調和を図りなが

ら建築物の高度利用を目指した建替えや質の高い住宅建設の誘導を進めるとともに、ま

ちなか住宅地としての利便性を高める商業施設や医療・福祉施設等の立地の誘導を促進

します。 

 

〇中心市街地への来客者アクセスの利便性向上や、安全・安心な回遊歩行空間の創出・快適

化や、まちの活気と賑わいの演出を図ります。 

 

〇諫早駅、喜々津駅前の交通結節点では、交通利便性の向上を図るとともに、「まちの顔」

としての景観形成に努めます。 

 

〇各住宅地の日常生活に直結した住区商業拠点では、商業集積を進めるとともに、集客力を

高めるため日常生活の利便性を向上させる各種サービス施設や公益施設の立地誘導を図

ります。 

 

〇いさはや西部台など現在開発を進めている住宅団地近隣の商業地域では、地区計画等に

より周辺環境との調和を図りながら、地域に身近な商業施設や生活利便施設を配置する

など、個性豊かな魅力を兼ね備えながら、近隣住民の利便性の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔土地利用の方針〕 

〇中心市街地では、「第 2期諫早市中心市街地活性化基本計画」で示された将来像の実現を

見据え、今後作成を検討している立地適正化計画の内容を踏まえながら、都市機能の集

積・立地の誘導促進やまちなか居住＊の促進、魅力的なアメニティ空間＊の形成と併せて、

商業機能等の集中化・活性化を図ります。 

 

〇中心市街地では、交通利便性や生活利便性の良さを活かし、周辺環境との調和を図りなが

ら建築物の高度利用を目指した建替えや質の高い住宅建設の誘導を進めるとともに、ま

ちなか住宅地としての利便性を高める商業施設や医療・福祉施設等の立地の誘導を促進

します。 

 

〇中心市街地への来客者アクセスの利便性向上や、安全・安心な回遊歩行空間の創出・快適

化や、まちの活気と賑わいの演出を図ります。 

 

〇諫早駅、喜々津駅前の交通結節点では、交通利便性の向上を図るとともに、「まちの顔」

としての景観形成に努めます。 

 

〇各住宅地の日常生活に直結した住区商業拠点では、商業集積を進めるとともに、集客力を

高めるため日常生活の利便性を向上させる各種サービス施設や公益施設の立地誘導を図

ります。 

 

〇いさはや西部台など現在開発を進めている住宅団地近隣の商業地域では、地区計画等に

より周辺環境との調和を図りながら、地域に身近な商業施設や生活利便施設を配置する

など、個性豊かな魅力を兼ね備えながら、近隣住民の利便性の向上を図ります。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 c.工業地  

〔概況〕 

〇本市の主な工業地は、諫早中核工業団地や西諫早産業団地などに集積していることから、

住工の混在・隣接による住環境の悪化のおそれはほとんどありません。また、電子部品や

電気機械器具の製造などに関わる工場も多いことから、大気汚染や騒音・振動といった公

害の発生要因もほとんど見られません。 

 

〇計画的な工業地の開発・整備により、道路や公園・緑地などの基盤が整っている諫早中核

工業団地（分譲面積 101ha）などを中心に大規模な工場が立地し産業集積が形成されたこ

とにより、本市の製造品出荷額等は令和 3 年以降、3 年連続で県内第 1 位となっていま

す。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇産業団地など工場、流通業務の集積地域は、土地利用の専用性を維持し生産環境を充実さ

せるとともに、周辺地域への影響が生じないよう努めます。 

 

〇工業地は周辺の市街地、自然環境との調和を図り、緑化やオープンスペース＊の確保に努

めます。 

 

〇既定の用途地域指定のほか、住民や権利者の理解と協力のもとに地区計画等のきめ細か

な規制・誘導手法の適用により、工業地及び周辺地域の土地利用の効率化や環境保護を推

進します。 

 

〇工業地の需要に対応するため、全市的な都市構造との整合や、住環境の保護、幹線道路等

の都市基盤施設の対応に配慮した新たな工業地の創出・誘導を進めます。 

 

〇諫早平山産業団地については、地区計画に基づき、周辺環境の保全や農林業との調和など

を図りながら、事業進捗及び企業誘致活動の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.工業地  

〔概況〕 

〇本市の主な工業地は、諫早中核工業団地や西諫早産業団地などに集積していることから、

住工の混在・隣接による住環境の悪化のおそれはほとんどありません。また、電子部品や

電気機械器具の製造などに関わる工場も多いことから、大気汚染や騒音・振動といった公

害の発生要因もほとんど見られません。 

 

〇計画的な工業地の開発・整備により、道路や公園・緑地などの基盤が整っている諫早中核

工業団地（分譲面積約 101ha）や西諫早産業団地（分譲面積約 10ha）などを中心に大規模

な工場が立地し産業集積が形成されたことにより、本市の製造品出荷額等は長崎市に次

いで県内第 2位の規模を誇っています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇産業団地など工場、流通業務の集積地域は、土地利用の専用性を維持し生産環境を充実さ

せるとともに、周辺地域への影響が生じないよう努めます。 

 

〇工業地は周辺の市街地、自然環境との調和を図り、緑化やオープンスペース＊の確保に努

めます。 

 

〇既定の用途地域指定のほか、住民や権利者の理解と協力のもとに地区計画等のきめ細か

な規制・誘導手法の適用により、工業地及び周辺地域の土地利用の効率化や環境保護を推

進します。 

 

〇工業地の需要に対応するため、全市的な都市構造との整合や、住環境の保護、幹線道路等

の都市基盤施設の対応に配慮した新たな工業地の創出・誘導を進めます。 

 

〇南諫早産業団地については、地区計画に基づき、周辺環境の保全や農林業との調和などを

図りながら、事業進捗及び企業誘致活動の推進を図ります。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 d.沿道複合地（市街化区域） 

〔概況〕 

〇国道 34号、57号、207号などの広域幹線道路沿道では、店舗やサービス・業務施設、流

通業務施設等が立地しています。 

 

〇特に、国道 34号、57号沿道では、主に自動車利用者をターゲットとした沿道型商業施設

の集積が進んでいます。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇国道など広域幹線道路沿道においては、既存の沿道型商業施設の集積を活かしながら、利

便性の維持・向上を図ります。 

 

〇広域幹線道路沿道では周辺の市街地との調和を図り、土地利用を適正に誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d.沿道複合地（市街化区域） 

〔概況〕 

〇国道 34号、57号、207号などの広域幹線道路沿道では、店舗やサービス・業務施設、流

通業務施設等が立地しています。 

 

〇特に、国道 34号、57号沿道では、主に自動車利用者をターゲットとした沿道型商業施設

の集積が進んでいます。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇国道など広域幹線道路沿道においては、既存の沿道型商業施設の集積を活かしながら、利

便性の維持・向上を図ります。 

 

〇広域幹線道路沿道では周辺の市街地との調和を図り、土地利用を適正に誘導します。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

  ＜市街地外周ゾーン＞ 都市計画区域／市街化調整区域            

 a.農地・丘陵地  

〔概況〕 

〇中心市街地の北部及び南部にある丘陵地で、その自然地形を利用して畑地や樹林地とし

て活用されています。 

 

〇標高の高いところや傾斜が急なところでは自然の樹林が残り、河川水や地下水の涵養林＊

となっています。 

 

〇小規模な農村集落が散在しており、道路や下水道などの生活基盤施設＊が充実していない

地域があります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇農業に関する土地利用を基本とし、自然環境や生活環境を今後とも保全するために、無秩

序な開発を抑制します。 

 

〇農用地区域など優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大防止や解消、農業経営

の安定につながる農業基盤の整備を促進します。 

 

〇市街化区域と一体の日常生活圏を構成していると認められる既存集落内やその周辺の区

域においては、小規模な住宅地開発の誘導や空き家の流通・利活用を促すなど、既存集落

のコミュニティの維持及び定住促進に資する目的で周辺環境に調和した土地利用を誘導

します。 

 

〇道路などの生活基盤施設整備と併せ、浄化槽設置への補助など、農村生活環境の改善を進

めます。 

 

 〇市街化調整区域本来の性格を踏まえ、農林漁業との健全な調和を図りつつ、総合的なまち

づくりの観点から住宅や産業立地などの都市的土地利用が必要と判断される場合には、

地域住民との合意形成及び周辺環境との調和を図りながら地区計画などにより計画的な

土地利用を検討し実現していきます。 

 

 

 b.田園干拓地  

〔概況〕 

〇中心市街地東部に広がる田園地帯を形成しています。 

 

〇道路や下水道などの生活基盤施設が充実していない地域があります。 

  ＜市街地外周ゾーン＞ 都市計画区域／市街化調整区域            

 a.農地・丘陵地  

〔概況〕 

〇中心市街地の北部及び南部にある丘陵地で、その自然地形を利用して畑地や樹林地とし

て活用されています。 

 

〇標高の高いところや傾斜が急なところでは自然の樹林が残り、河川水や地下水の涵養林＊

となっています。 

 

〇小規模な農村集落が散在しており、道路や下水道などの生活基盤施設＊が充実していない

地域があります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇農業に関する土地利用を基本とし、自然環境や生活環境を今後とも保全するために、無秩

序な開発を抑制します。 

 

〇農用地区域など優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大防止や解消、農業経営

の安定につながる農業基盤の整備を促進します。 

 

〇市街化区域と一体の日常生活圏を構成していると認められる既存集落内やその周辺の区

域においては、小規模な住宅地開発の誘導や空き家の流通・利活用を促すなど、既存集落

のコミュニティの維持及び定住促進に資する目的で周辺環境に調和した土地利用を誘導

します。 

 

〇道路などの生活基盤施設整備と併せ、浄化槽設置への補助など、農村生活環境の改善を進

めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 b.田園干拓地  

〔概況〕 

〇中心市街地東部に広がる田園地帯を形成しています。 

 

〇道路や下水道などの生活基盤施設が充実していない地域があります。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

〇自然環境の優れた田園景観や、干拓地や有明海などの自然資源を活用した観光・レクリエ

ーション施設の立地があり、人と自然が直接ふれあう空間となっています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇農業に関する土地利用を基本とし、自然環境や生活環境を今後とも保全するために、無秩

序な開発を抑制します。 

 

〇農用地区域など優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大防止や解消、農業経営

の安定につながる農業基盤の整備を促進します。 

 

〇本明川下流部においては、排水機場の適切な管理・制御による耕作地の保全を図ります。 

 

〇市街化区域と一体の日常生活圏を構成していると認められる既存集落内やその周辺の区

域においては、小規模な住宅地開発の誘導や空き家の流通・利活用を促すなど、既存集落

のコミュニティの維持及び定住促進に資する目的で周辺環境に調和した土地利用を誘導

します。 

 

〇道路などの生活基盤施設整備と併せ、浄化槽設置への補助など農村生活環境の改善を進

めます。 

 

〇干拓の里など、既存の観光・レクリエーション施設のより一層の充実を図るとともに、各

施設への周遊観光の促進を図ります。 

 

〇市街化調整区域本来の性格を踏まえ、農林漁業との健全な調和を図りつつ、総合的なまち

づくりの観点から住宅や産業立地などの都市的土地利用が必要と判断される場合には、

地域住民との合意形成及び周辺環境との調和を図りながら地区計画などにより計画的な

土地利用を検討し実現していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自然環境の優れた田園景観や、干拓地や有明海などの自然資源を活用した観光・レクリエ

ーション施設の立地があり、人と自然が直接ふれあう空間となっています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇農業に関する土地利用を基本とし、自然環境や生活環境を今後とも保全するために、無秩

序な開発を抑制します。 

 

〇農用地区域など優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大防止や解消、農業経営

の安定につながる農業基盤の整備を促進します。 

 

〇本明川下流部においては、排水機場の適切な管理・制御による耕作地の保全を図ります。 

 

〇市街化区域と一体の日常生活圏を構成していると認められる既存集落内やその周辺の区

域においては、小規模な住宅地開発の誘導や空き家の流通・利活用を促すなど、既存集落

のコミュニティの維持及び定住促進に資する目的で周辺環境に調和した土地利用を誘導

します。 

 

〇道路などの生活基盤施設整備と併せ、浄化槽設置への補助など農村生活環境の改善を進

めます。 

 

〇干拓の里など、既存の観光・レクリエーション施設のより一層の充実を図るとともに、公

共交通機関の充実などにより各施設への周遊観光の促進を図ります。 
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 c.沿道複合地（市街化調整区域） 

〔概況〕 

〇国道 34号、57号、207号などの広域幹線道路沿道では、店舗やサービス・業務施設、流

通業務施設等が立地しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇国道などの広域幹線道路沿道では、特に周辺環境との調和を図る必要があることから、土

地利用を適正に規制・誘導します。 

 

〇市街化調整区域では、農地や集落地の環境を保全するため無秩序な開発を抑制します。 

 

〇利便性が高い幹線道路沿道においては、地域のコミュニティの維持や利便性の向上を目

指す生活拠点として、生活利便施設や公共公益施設の立地誘導について検討します。 

 

 d.集落地（市街化調整区域） 

〔概況〕 

〇市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、無秩序な開発が防止されており、自然

環境が保全されています。 

 

〇一方で、市街化調整区域は土地利用規制が厳しいこともあり、生活利便施設など一定の集

積があるにもかかわらず、人口減少が進み地域コミュニティの維持が困難になってきて

いる地域が見られます。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇生活拠点（小野・本野・長田・多良見）の位置づけのある集落地では、「諫早版小さな拠

点」の施策によりコンパクトな土地利用の誘導を図り、地域のコミュニティの維持や利便

性の向上を目指す生活拠点として、生活利便施設や公共公益施設の集積を図ります。 

 

 

 

 

〇生活拠点以外の集落地では、最寄りの中心拠点や都市拠点、生活拠点などと連携強化を図

ることで、居住環境や営農環境の向上を進めます。 

 

 

 

 

 

 c.沿道複合地（市街化調整区域） 

〔概況〕 

〇国道 34号、57号、207号などの広域幹線道路沿道では、店舗やサービス・業務施設、流

通業務施設等が立地しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇国道などの広域幹線道路沿道では、特に周辺環境との調和を図る必要があることから、土

地利用を適正に規制・誘導します。 

 

〇市街化調整区域では、農地や集落地の環境を保全するため無秩序な開発を抑制します。 

 

〇利便性が高い幹線道路沿道においては、地域のコミュニティの維持や利便性の向上を目

指す生活拠点として、生活利便施設や公共公益施設の立地誘導について検討します。 

 

 d.集落地（市街化調整区域） 

〔概況〕 

〇市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域として、無秩序な開発が防止されており、自然

環境が保全されています。 

 

〇一方で、市街化調整区域は土地利用規制が厳しいこともあり、生活利便施設など一定の集

積があるにもかかわらず、人口減少が進み地域コミュニティの維持が困難になってきて

いる地域が見られます。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇生活拠点（小野・本野・長田）の位置づけのある集落地では、「諫早版小さな拠点」の施

策によりコンパクトな土地利用の誘導を図り、地域のコミュニティの維持や利便性の向

上を目指す生活拠点として、生活利便施設や公共公益施設の集積を図ります。 

 

〇公共交通機関や公共公益施設などが立地し、生活利便性が高い地域においては、新たに

「諫早版小さな拠点」として位置づけることを検討します。 

 

〇生活拠点以外の集落地では、最寄りの中心拠点や都市拠点、生活拠点などと連携強化を図

ることで、居住環境や営農環境の向上を進めます。 
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３）自然的土地利用（都市計画区域外）の規制・誘導方針 

自然的土地利用（都市計画区域外）における土地利用区分ごとの土地利用の規制・誘導方

針は、次のとおりです。 

 

  ＜森林ゾーン＞ 都市計画区域外                     

〔概況〕 

〇多良山系の自然環境豊かな森林地域で、河川水や地下水の涵養林となっています。 

 

〇自然環境の優れた渓谷や、山の自然を活用した観光・レクリエーション施設の立地があ

り、人と自然が直接ふれあう空間となっています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇豊かな緑と水は貴重でかけがえがなく、この自然環境を今後とも保全するために、無秩序

な開発を抑制します。 

 

〇優れた自然環境や歴史的・文化的価値を有する場所等での公共公益性が高く、計画的な観

光・レクリエーション活用にあたっては、それぞれの特性や環境を損なわない範囲での開

発・整備に限定します。 

 

〇白木峰高原や山茶花高原など、既存の観光・レクリエーション施設のより一層の充実を図

るとともに、各施設への周遊観光の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜農地・丘陵ゾーン＞ 都市計画区域外                  

〔概況〕 

〇本市の北東部、西部及び南部にある丘陵地で、その自然地形を利用して畑地や樹林地とし

て活用されています。 

 

〇標高の高いところや傾斜が急なところでは自然の樹林が残り、河川水や地下水の涵養林

となっています。 

３）自然的土地利用（都市計画区域外）の規制・誘導方針 

自然的土地利用（都市計画区域外）における土地利用区分ごとの土地利用の規制・誘導方

針は、次のとおりです。 

 

  ＜森林ゾーン＞ 都市計画区域外                     

〔概況〕 

〇多良山系の自然環境豊かな森林地域で、河川水や地下水の涵養林となっています。 

 

〇自然環境の優れた渓谷や、山の自然を活用した観光・レクリエーション施設の立地があ

り、人と自然が直接ふれあう空間となっています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇豊かな緑と水は貴重でかけがえがなく、この自然環境を今後とも保全するために、無秩序

な開発を抑制します。 

 

〇優れた自然環境や歴史的・文化的価値を有する場所等での公共公益性が高く、計画的な観

光・レクリエーション活用にあたっては、それぞれの特性や環境を損なわない範囲での開

発・整備に限定します。 

 

〇白木峰高原や山茶花高原など、既存の観光・レクリエーション施設のより一層の充実を図

るとともに、公共交通機関の充実などにより各施設への周遊観光の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜農地・丘陵ゾーン＞ 都市計画区域外                  

〔概況〕 

〇本市の北東部、西部及び南部にある丘陵地で、その自然地形を利用して畑地や樹林地とし

て活用されています。 

 

〇標高の高いところや傾斜が急なところでは自然の樹林が残り、河川水や地下水の涵養林

となっています。 
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〇自然環境の優れた渓谷や農地・樹林地、丘陵地や海の自然を活用した観光・レクリエーシ

ョン施設の立地があり、人と自然が直接ふれあう空間となっています。 

 

〇小規模な農村集落・漁村集落が散在しており、道路や下水道などの生活基盤施設が充実し

ていない地域があります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇豊かな緑と水は貴重でかけがえがなく、この自然環境を今後とも保全するために、既存の

農地、樹林地等の自然緑地の保全に努めます。 

 

〇土地利用の整序や環境保全のための措置を講じなければ、将来における一体の都市とし

ての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域において、「諫早市環境保全条

例＊」等による適正な規制を行います。 

 

〇農用地区域など優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大防止や解消、農業経営

の安定につながる農業基盤の整備を促進します。 

 

〇優れた自然環境や歴史的・文化的価値を有する場所等での公共公益性が高く、計画的な観

光・レクリエーション活用にあたっては、それぞれの特性や環境を損なわない範囲での開

発・整備に限定します。 

 

〇いこいの森たかきや森山唐比ふれあい牧場など、既存の観光・レクリエーション施設のよ

り一層の充実を図るとともに、公共交通機関の充実などにより各施設への周遊観光の促

進を図ります。 

 

〇農村生活環境、漁村生活環境の改善に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇自然環境の優れた渓谷や農地・樹林地、丘陵地や海の自然を活用した観光・レクリエーシ

ョン施設の立地があり、人と自然が直接ふれあう空間となっています。 

 

〇小規模な農村集落・漁村集落が散在しており、道路や下水道などの生活基盤施設が充実し

ていない地域があります。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇豊かな緑と水は貴重でかけがえがなく、この自然環境を今後とも保全するために、既存の

農地、樹林地等の自然緑地の保全に努めます。 

 

〇土地利用の整序や環境保全のための措置を講じなければ、将来における一体の都市とし

ての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域において、「諫早市環境保全条

例＊」等による適正な規制を行います。 

 

〇農用地区域など優良農地の保全を図るとともに、耕作放棄地の拡大防止や解消、農業経営

の安定につながる農業基盤の整備を促進します。 

 

〇優れた自然環境や歴史的・文化的価値を有する場所等での公共公益性が高く、計画的な観

光・レクリエーション活用にあたっては、それぞれの特性や環境を損なわない範囲での開

発・整備に限定します。 

 

〇いこいの森たかきや森山唐比ふれあい牧場など、既存の観光・レクリエーション施設のよ

り一層の充実を図るとともに、公共交通機関の充実などにより各施設への周遊観光の促

進を図ります。 

 

〇農村生活環境、漁村生活環境の改善に努めます。 
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  ＜田園ゾーン＞ 都市計画区域外                     

〔概況〕 

〇諫早湾沿岸部に広がる田園地帯を形成しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇農業に関する土地利用を基本とし、農用地区域など優良農地の保全を図ります。本明川下

流部においては、排水機場の適切な管理・制御による耕作地の保全を図ります。 

 

〇土地利用の整序や環境保全のための措置を講じなければ、将来における一体の都市とし

ての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域において、「諫早市環境保全条

例」等による適正な規制を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜幹線道路沿い＞ 都市計画区域外                    

 a.沿道複合地（都市計画区域外） 

〔概況〕 

〇国道 57 号、207 号などの広域幹線道路沿道では、店舗やサービス・業務施設、流通業務

施設等が立地しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇国道などの広域幹線道路沿道では、特に周辺環境との調和を図る必要があることから、土

地利用を適正に規制・誘導します。 

 

〇支所周辺地域では、地域の人が利用できる生活利便施設や公共公益施設等の立地誘導に

より生活の中心地としての利便性の向上を図ります。 

 

 

  ＜田園ゾーン＞ 都市計画区域外                     

〔概況〕 

〇諫早湾沿岸部に広がる田園地帯を形成しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇農業に関する土地利用を基本とし、農用地区域など優良農地の保全を図ります。本明川下

流部においては、排水機場の適切な管理・制御による耕作地の保全を図ります。 

 

〇土地利用の整序や環境保全のための措置を講じなければ、将来における一体の都市とし

ての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域において、「諫早市環境保全条

例」等による適正な規制を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜幹線道路沿い＞ 都市計画区域外                    

 a.沿道複合地（都市計画区域外） 

〔概況〕 

〇国道 57 号、207 号などの広域幹線道路沿道では、店舗やサービス・業務施設、流通業務

施設等が立地しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇国道などの広域幹線道路沿道では、特に周辺環境との調和を図る必要があることから、土

地利用を適正に規制・誘導します。 

 

〇支所周辺地域では、地域の人が利用できる生活利便施設や公共公益施設等の立地誘導に

より生活の中心地としての利便性の向上を図ります。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 b.集落地（都市計画区域外） 

〔概況〕 

〇支所が立地している地域（高来・小長井・森山・飯盛）では、支所周辺や幹線道路沿いに

生活利便施設、公共公益施設等が立地しています。 

 

〇都市計画区域外の出張所が立地する地域（本野・田結・有喜・大草・伊木力）では、小学

校や郵便局など公共公益施設が立地しています。 

 

〔土地利用の方針〕 

〇生活拠点（高来・小長井・森山・飯盛・本野・田結・有喜・大草・伊木力）の位置づけの

ある集落地では、既存集落地のコミュニティの維持や利便性の向上を目指す生活拠点と

して、生活利便施設や公共公益施設の集積を図るとともに、地域活性化に寄与する土地利

用を促進します。 

 

〇生活拠点以外の集落地では、最寄りの中心拠点や都市拠点、生活拠点などと連携強化を図

ることで、居住環境や営農環境の向上を進めます。 

 

〇諫早市生活拠点等活性化事業により、都市計画区域外の支所・出張所地域において、宅地

開発事業による土地利用転換を促進し、定住化や地域コミュニティの維持を図るととも

に、まちの賑わいを創出します。 

 

以上の将来都市構造におけるゾーン区分ごとの土地利用の方針を図に整理すると、図 5-2

のとおりです。 
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宅地開発等補助金制度の内容を追
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■図 ５-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ５-２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-２：修正点 

・市街化区域 

・島原道路 

・西九州新幹線 

・諫早平山産業団地 

・森山 I.C（仮称）→森山西 I.C 

・久山港線付近の土地利用（農地・

丘陵地→沿道複合地） 

・諫早西部団地の 2中高追加 

・生活拠点マーク追加(市布駅) 

 

 

 

 

図一部変更 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

５．２．都市施設・交通ネットワーク 

（１）都市施設整備・交通ネットワーク形成の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「都市施設整備・交通ネッ

トワーク形成」の分野における基本目標を次のように定めます。 

 

■ 本市全体で集約型都市構造を構築するため、各拠点間を連絡し都市構造の骨格と
なる総合的な交通ネットワークを確立します。 

■ 身近な生活利便性や防災性の向上を目指した生活道路、歩行者ネットワークの充
実を目指します。 

■ 快適で安全・安心な都市環境の基盤である都市施設の効率的な整備推進を図りま
す。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

（２）都市施設整備・交通ネットワーク形成の方針 

「都市施設整備・交通ネットワーク形成」の分野における基本目標を達成するための都市

施設の整備方針は、次のとおりです。 

 

  ＜道路＞                              

〇隣接各都市をつなぐ放射状の幹線道路（広域幹線道路［放射状］）、及び市街地ゾーンを取

り囲む環状の幹線道路（広域幹線道路［外環状］）の整備により本市の広域交通軸・市街

地循環交通軸となる広域幹線道路網を構築します。なお、島原方面及び大村方面、鹿島方

面への広域幹線道路となる島原道路及び国道 34号大村諫早拡幅、諫早北バイパスの 4車

線化、国道 207号東長田拡幅（長田バイパス延伸）については、慢性的な交通混雑解消や

連携強化のため、早期整備を促進します。 

 

〇有明海沿岸地域の環状高速ネットワークの空白区間（鹿島市～諫早市）において、広域的

な交流・物流ネットワークを形成する有明海沿岸道路＊の実現に向けた取組の促進を図り

ます。 

 

〇中心市街地を取り囲む地域幹線道路＊［内環状］を整備するとともに、中心拠点と周辺地

域をつなぐ地域幹線道路網の形成を図ります。中心拠点や都市拠点と生活拠点間を連絡

するルートでは、分散配置された生活拠点の利便性を高め活性化を促進するための整備

や適切な維持管理及び必要に応じた部分的な改良の促進を図ります。 

 

〇地域幹線道路を補完する県道を地域補助幹線道路＊として位置づけ、地域内の交通利便性

の向上のため、整備や適切な維持管理及び必要に応じた部分的な改良の促進を図ります。 

 

〇都市的土地利用を進める区域においては、都市計画道路の見直し結果を踏まえ、計画的に

都市計画道路の整備を推進し、市街地内の人や車の交通の円滑化、良好な市街地環境の形

成を推進します。また、中心市街地では、諫早駅からアエル中央商店街をつなぐ「市道上

宇戸橋公園線」の拡幅整備を推進し、市街地回遊性の向上を図るとともに、市街地再開発

事業等に併せて効果的な公共空間の確保に努めます。 

 

〇都市的土地利用及び自然的土地利用を進める区域においては、既存道路の改修、交差点改

良、道路空間の再整備等により、自動車交通の円滑化や快適性の向上を図ります。また、

身近な生活道路については、整備や適切な維持管理及び必要に応じた部分的な改良を進

め、誰もが安全で、人に優しい道路づくりを目指します。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

  ＜公共交通＞                            

〇本市全体で持続可能な集約型都市構造を構築するため、中心拠点や都市拠点と各生活拠

点等とを連絡する公共交通ネットワークを維持・形成し、各拠点での都市機能の集積、拠

点間での機能連携を推進します。 

 

〇中心拠点や都市拠点、各生活拠点では、公共交通の結節点の維持・整備を推進します。特

に新幹線の乗り入れ駅となる諫早駅では、広域交通ネットワークの形成も踏まえた整備

を推進します。 

 

〇沿道型活力創出拠点や産業拠点など新たな拠点形成を踏まえた公共交通ネットワークの

維持・形成を図ります。 

 

〇拠点間のほか、周辺地域内での公共交通ネットワークを維持・形成し、住民の日常生活上

不可欠な移動に加え、娯楽や文化活動、コミュニティ活動など様々な外出を、民間事業者

の移動サービス＊とも連携しながら実現します。 

 

〇「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産＊登録や新幹線開業を踏ま

え、島原及び県央地域における周遊観光を念頭に置いた公共交通の拠点形成及び路線再

編等を推進します。また、諫早駅での情報発信などによる、本市並びに島原半島等の PR

を推進します。 

 

〇新幹線開業後においても普通列車の運行水準を維持するなど、鉄道の利便性の維持確保

に向けた関係機関との連携を図ります。 

 

〇地域住民や来訪者の移動等円滑化による地域の活性化を目指し、交通結節点でのバリア

フリー化や駐車場、駐輪場等のパークアンドライドを積極的に支援するための施設整備

を進めます。 

 

〇公共交通機関の大幅な見直しなどにより、空白地域が生じることとなる場合には、その解

消に向け、地域と最寄りの駅やバス停までをつなぐ乗合タクシー運行事業などの促進を

図ります。 
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〇公共交通機関の空白地域においては、その解消に向け、地域と最寄りの駅やバス停までを
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

  ＜公園・緑地＞                           

〇本市最大のスポーツ・レクリエーション拠点として位置づけられる長崎県立総合運動公

園では、集客力の向上や施設の老朽化、機能更新などを考慮の上、必要に応じてリフレッ

シュ整備＊を進めるとともに、災害発生時における避難・救助活動等のためのオープンス

ペースの確保に努めます。 

 

 

 

 

 

〇本市の都市計画公園・緑地はほぼ充足しているため、今後はこれまで整備された公園・緑

地の適切な維持管理に努め、市民の健康増進や良好な子育て環境の形成を図ります。 

 

〇自然的土地利用（都市計画区域外）に分散配置された市民公園＊等は、これまでどおり地

域住民の交流の場として活用するとともに、周辺の豊かな自然を活かした新たな観光・レ

クリエーションの場として活用していきます。 

 

〇本市が有する豊かな自然に親しみのもてる快適な空間を創出します。 

  ＜河川・下水道＞                          

〇水に直接ふれあうことができる親水空間づくりや、周辺環境、生態系に配慮した河川空間

づくりを進めます。 

 

〇身近な生活利便性の向上や、これまでに整備された歩道や緑道、河川沿いの遊歩道などの

適切な維持管理を図るとともに、誰もが利用しやすい歩行者ネットワークの確保に努め

ます。 

 

〇本明川ダム建設事業と併せて、ダム周辺地域における河川公園＊等の整備を進めます。 

 

〇下水道整備や水路の適切な維持管理の推進及び下水道への接続の促進等により生活排水

の改善を進め、居住環境の向上、河川の水質浄化を図ります。 

 

〇地域の状況・条件に応じて、下水道事業、浄化槽事業を適切に進めます。 

  ＜その他の公共施設＞                        

〇公共施設に求める市民のニーズ、地域の特性やまちづくりの考え方などを踏まえ、必要に

応じて、用途変更や目的外使用なども検討し、既存建物の有効活用を図ります。 

 

 

  ＜公園・緑地＞                           

〇本市最大のスポーツ・レクリエーション拠点として位置づけられる長崎県立総合運動公

園では、集客力の向上や施設の老朽化、機能更新などを考慮の上、必要に応じてリフレッ

シュ整備＊を進めるとともに、災害発生時における避難・救助活動等のためのオープンス

ペースの確保に努めます。 

 

〇なごみの里運動公園や（仮称）久山港スポーツ施設など、新たに創出された埋立地を有効

に活用し、市民が健康で文化的な生活の実現に資するスポーツ・レクリエーションの拠点

を形成します。 

 

〇本市の都市計画公園・緑地はほぼ充足しているため、今後はこれまで整備された公園・緑

地の適切な維持管理に努め、市民の健康増進や良好な子育て環境の形成を図ります。 

 

〇自然的土地利用（都市計画区域外）に分散配置された市民公園＊等は、これまでどおり地

域住民の交流の場として活用するとともに、周辺の豊かな自然を活かした新たな観光・レ

クリエーションの場として活用していきます。 

 

〇本市が有する豊かな自然に親しみのもてる快適な空間を創出します。 

  ＜河川・下水道＞                          

〇水に直接ふれあうことができる親水空間づくりや、周辺環境、生態系に配慮した河川空間

づくりを進めます。 

 

〇河川沿い遊歩道の整備等により、歩道や緑道とともに、歩行者ネットワークを形成しま

す。 

 

 

〇本明川ダム建設事業と併せて、ダム周辺地域における河川公園＊等の整備を進めます。 

 

〇下水道整備や水路の適切な維持管理の推進及び下水道への接続の促進等により生活排水

の改善を進め、居住環境の向上、河川の水質浄化を図ります。 

 

〇地域の状況・条件に応じて、下水道事業、集落排水事業、浄化槽事業を適切に進めます。 

  ＜その他の公共施設＞                        

〇公共施設に求める市民のニーズ、地域の特性やまちづくりの考え方などを踏まえ、必要に

応じて、用途変更や目的外使用なども検討し、既存建物の有効活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内照会結果の反映 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

以上の都市施設・交通ネットワークの整備方針を図に整理すると、図 5-3、5-4のとおりで

す。 

■図 ５-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の都市施設・交通ネットワークの整備方針を図に整理すると、図 5-3、5-4のとおりで

す。 

■図 ５-３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-３：修正点 

・市街化区域 

・西九州新幹線 

・森山 I.C（仮称）→森山西 I.C 

・高規格道路 

・生活拠点マーク追加(市布駅) 

 

 

図一部修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現行ページ：97ページ 

 



－ 110 － 

【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真の更新（上） 

写真の位置に合わせて名称修正 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■図 ５-４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ５-４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-４：修正点 

・市街化区域 

・島原道路 

・有喜 UKIビーチ 

 

 

庁内照会結果の反映 

・吹き出しの文言修正 
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５．３．市街地整備 

（１）市街地整備の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「市街地整備」の分野にお

ける基本目標を次のように定めます。 

 

■ 地域の課題や開発需要などを踏まえた計画的な市街地開発事業の進捗を図ると
ともに、併せて民間開発に対する支援を行います。 

■ 西九州新幹線の整備効果を最大限に発揮する市街地整備を進めます。 

 

（２）市街地整備の方針 

「市街地整備」の分野における基本目標を達成するための市街地整備の方針は、次のとお

りです。 

 

〇一部未着手の土地区画整理事業などの市街地開発事業については、本市を取り巻く社会

情勢の変化や地域住民の合意形成の状況を考慮の上、事業の見直し等の検討を行い、事業

進捗を図ります。 

 

〇諫早駅周辺地区都市再生整備計画事業において、市道永昌東栄田線の整備を行い、諫早駅

周辺地域の交通結節機能の強化並びに、土地の高度利用による都市機能の集約を進めま

す。 

 

〇栄町東西街区第一種市街地再開発事業等により整備された商業施設や大型駐車場、子育

て支援施設等を活かして、中心市街地の魅力再生と活性化を推進します。 

 

〇諫早中央地区都市再生整備計画事業において、市民交流センターの整備により、歴史・文

化・交流の拠点としての賑わい創出を図ります。 

 

〇都市基盤施設が不足するなどの地域の課題や土地等権利者の意向、開発需要などを踏ま

えて、必要に応じて市街地開発事業を実施し、あるいは民間開発に対する支援を行い、土

地の合理的利用増進、新たな都市機能の集積、定住の促進を図ります。 

 

〇市街地整備の目的に適した事業手法を選択し、周辺環境との調和に配慮した開発を推進

します。 

 

 

以上の市街地整備に関する方針を図に整理すると、図 5-5のとおりです。 

 

５．３．市街地整備 

（１）市街地整備の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「市街地整備」の分野にお

ける基本目標を次のように定めます。 

 

■ 地域の課題や開発需要などを踏まえた計画的な市街地開発事業の進捗を図ると
ともに、併せて民間開発に対する支援を行います。 

■ 九州新幹線西九州ルートの整備効果を最大限に発揮する市街地整備を進めます。 

 

（２）市街地整備の方針 

「市街地整備」の分野における基本目標を達成するための市街地整備の方針は、次のとお

りです。 

 

〇一部未着手の土地区画整理事業などの市街地開発事業については、本市を取り巻く社会

情勢の変化や地域住民の合意形成の状況を考慮の上、事業の見直し等の検討を行い、事業

進捗を図ります。 

 

〇九州新幹線西九州ルートの整備計画との整合を図りながら、諫早駅東地区第二種市街地

再開発事業及び市道永昌東栄田線の整備を推進し、諫早駅周辺地域の交通結節機能の強

化並びに、土地の高度利用による都市機能の集約を進めます。 

 

〇栄町東西街区第一種市街地再開発事業等により整備された商業施設や大型駐車場、子育

て支援施設等を活かして、中心市街地の魅力再生と活性化を推進します。 

 

 

 

 

〇都市基盤施設が不足するなどの地域の課題や土地等権利者の意向、開発需要などを踏ま

えて、必要に応じて市街地開発事業を実施し、あるいは民間開発に対する支援を行い、土

地の合理的利用増進、新たな都市機能の集積、定住の促進を図ります。 

 

〇市街地整備の目的に適した事業手法を選択し、周辺環境との調和に配慮した開発を推進

します。 

 

 

以上の市街地整備に関する方針を図に整理すると、図 5-5のとおりです。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■図 ５-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ５-５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-５：修正点 

・市街化区域 

・島原道路 

・西九州新幹線 

 

・諫早駅東地区第二種市街地再開発

事業の推進→（完了） 

・諫早西部新住宅市街地開発事業の

促進 

→諫早西部団地開発事業の推進 

・諫早駅周辺地区都市再生整備計画

事業の推進：追加 

・諫早中央地区都市再生整備計画事

業の推進：追加 

 

・生活拠点マーク追加(市布駅) 

 

 

 

図一部修正 
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５．４．自然環境保全 

（１）自然環境保全の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「自然環境保全」の分野に

おける基本目標を次のように定めます。 

 

■ 山～川～海をつなぐ良好な自然環境を守り、育てます。 

■ 豊かな自然環境を活かし、交流人口の増加や地域経済の発展につなげていきま
す。 

■ 良好な風致の保全と保全的活用を図ります。 

 

（２）自然環境保全の方針 

「自然環境保全」の分野における基本目標を達成するための自然環境保全の方針は、次の

とおりです。 

 

〇市街地を取り囲んでいる田園や丘陵農地、樹林地の緑により、本市の市街地は良好な自然

環境の恩恵を受けています。これら良好な自然環境を守るため、開発を抑制します。 

 

〇自然に囲まれた既存の観光・レクリエーション施設のリフレッシュ整備や、海岸線や河川

など国土保全のための整備等については、自然環境に配慮しつつ、より一層の施設の充実

などにより、市民や観光客等が自然と親しめる場所や機会の創出を図ります。 

 

〇自然環境を活かした観光・レクリエーション施設の利用促進や周遊観光の促進を図るた

め、広域交通軸としての機能を補完する誘導サイン＊の設置や誘導の仕組みづくりなどソ

フト施策について検討します。 

 

〇良好な住環境が形成されている計画的な団地開発地などでは、地区計画等により将来に

わたってその環境の保護・育成を図ります。 

 

〇市街地内で良好な風致を呈する地域では、その自然環境を保全しつつ、これと調和する計

画的な市街地整備、建築物の建築の誘導を図ります。 

 

 

以上の自然環境保全に関する整備方針を図に整理すると、図 5-6のとおりです。 

 

 

 

５．４．自然環境保全 

（１）自然環境保全の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「自然環境保全」の分野に

おける基本目標を次のように定めます。 

 

■ 山～川～海をつなぐ良好な自然環境を守り、育てます。 

■ 豊かな自然環境を活かし、交流人口の増加や地域経済の発展につなげていきま
す。 

■ 良好な風致の保全と保全的活用を図ります。 

 

（２）自然環境保全の方針 

「自然環境保全」の分野における基本目標を達成するための自然環境保全の方針は、次の

とおりです。 

 

〇市街地を取り囲んでいる田園や丘陵農地、樹林地の緑により、本市の市街地は良好な自然

環境の恩恵を受けています。これら良好な自然環境を守るため、開発を抑制します。 

 

〇自然に囲まれた既存の観光・レクリエーション施設のリフレッシュ整備や、海岸線や河川

など国土保全のための整備等については、自然環境に配慮しつつ、より一層の施設の充実

などにより、市民や観光客等が自然と親しめる場所や機会の創出を図ります。 

 

〇自然環境を活かした観光・レクリエーション施設の利用促進や周遊観光の促進を図るた

め、広域交通軸としての機能を補完する誘導サイン＊の設置や誘導の仕組みづくりなどソ

フト施策について検討します。 

 

〇良好な住環境が形成されている計画的な団地開発地などでは、地区計画等により将来に

わたってその環境の保護・育成を図ります。 

 

〇市街地内で良好な風致を呈する地域では、その自然環境を保全しつつ、これと調和する計

画的な市街地整備、建築物の建築の誘導を図ります。 

 

 

以上の自然環境保全に関する整備方針を図に整理すると、図 5-6のとおりです。 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

■図 ５-６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ５-６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-６：修正点 

・市街化区域 

・有喜 UKIビーチ 
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【新：改訂素案】 【旧：現行（令和 2年 3月策定）】 備考 

 

５．５．景観形成 

（１）景観形成の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「景観形成」の分野におけ

る基本目標を次のように定めます。 

 

■ 諫早駅周辺において都市の顔となる市街地景観を創出します。 

■ 本市特有の良好な自然景観を適正に保全します。 

■ 市民の協力を得ながら、まちなみなどの景観形成に取り組みます。 

■ 地域固有の景観資源の活用について検討します。 

 

（２）景観形成の方針 

「景観形成」の分野における基本目標を達成するための景観形成の方針は、次のとおりで

す。 

 

〇市街地や農地、山林、河川、海岸など、それぞれのエリアの特性に応じた都市景観の誘導

を図ります。 

 

〇都市の顔となる中心拠点では、電線の地中化、街路樹の整備、河川沿岸の構造物・建築物

等の景観的配慮の検討を行います。 

 

〇多良山系、干拓地、本明川、3つの海と海岸線を本市の景観骨格として位置づけ、これら

良好な自然景観を守るため、開発を抑制するとともに、PR の推進などにより地域固有の

景観資源としての活用について検討します。 

 

〇市街地内において身近で良好な自然や景観資源となっている自然物、樹林、樹木、建造物、

建築物、まちなみなどは市民の協力を得ながら保全し、また地域のシンボルとして地域活

性化やまちづくりに活用を図ります。 

 

〇屋外広告物については、長崎県屋外広告物条例＊にしたがって規制誘導を図り、良好な景

観の形成に努めます。 

 

 

以上の景観形成に関する方針を図に整理すると、図 5-7のとおりです。 

 

５．５．景観形成 

（１）景観形成の基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「景観形成」の分野におけ

る基本目標を次のように定めます。 

 

■ 諫早駅周辺において都市の顔となる市街地景観を創出します。 

■ 本市特有の良好な自然景観を適正に保全します。 

■ 市民の協力を得ながら、まちなみなどの景観形成に取り組みます。 

■ 地域固有の景観資源の活用について検討します。 

 

（２）景観形成の方針 

「景観形成」の分野における基本目標を達成するための景観形成の方針は、次のとおりで

す。 

 

〇市街地や農地、山林、河川、海岸など、それぞれのエリアの特性に応じた都市景観の誘導

を図ります。 

 

〇都市の顔となる中心拠点では、電線の地中化、街路樹の整備、河川沿岸の構造物・建築物

等の景観的配慮の検討を行います。 

 

〇多良山系、干拓地、本明川、3つの海と海岸線を本市の景観骨格として位置づけ、これら

良好な自然景観を守るため、開発を抑制するとともに、PR の推進などにより地域固有の

景観資源としての活用について検討します。 

 

〇市街地内において身近で良好な自然や景観資源となっている自然物、樹林、樹木、建造物、

建築物、まちなみなどは市民の協力を得ながら保全し、また地域のシンボルとして地域活

性化やまちづくりに活用を図ります。 

 

〇屋外広告物については、長崎県屋外広告物条例＊にしたがって規制誘導を図り、良好な景

観の形成に努めます。 

 

 

以上の景観形成に関する方針を図に整理すると、図 5-7のとおりです。 
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■図 ５-７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ５-７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-７：修正点 

・市街化区域 
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５．６．安全・安心まちづくり 

（１）安全・安心まちづくりの基本目標 

本市の将来都市構造を基盤に都市の将来像を実現していくため、「安全・安心まちづくり」

の分野における基本目標を次のように定めます。 

 

■ 災害に強い都市にしていくために、都市構造そのものの防災性を高め、都市の防
災構造化＊を進めていきます。 

■ 市街地の空間の確保と住環境の改善を目指し、地域特性に応じた多面的な手法に
よる市街地整備の施策を着実に推進していきます。 

■ 計画的な土地利用を図るため規制、誘導を行い、建築物の不燃耐震化を促進する
など、災害に強い都市をつくるために効果的な施策の展開を図ります。 

■ ハード対策と併せて、住民の自主的な避難等につなげるソフト対策を推進しま
す。 

 

（２）安全・安心まちづくりの方針 

「安全・安心まちづくり」の分野における基本目標を達成するための安全・安心まちづく

りの方針は、次のとおりです。 

 

〇災害に強い都市基盤の整備の観点から、中央地区を防災拠点とし、都市再生整備計画事業

を活用して、整備の推進を図ります。 

 

〇地区計画及び防火地域・準防火地域＊の検討を含め、避難場所・避難路・緊急輸送道路＊周

辺の建築物等の不燃化・耐震化の促進を図ります。 

 

〇震災時に重要な役割を果たす庁舎・支所、その他、広域避難場所＊など公共及び公益的な

施設の耐震性、耐火性その他地震防災上の性能及び効果について点検を行い、耐震化の促

進を図ります。 

 

〇市街地内の都市公園や広い幅員の道路、農地・樹林地・河川等の自然空間は、避難場所や

延焼防止のオープンスペースとしての防災上果す役割は大きいため、その保全・確保に努

めます。 

 

〇緊急輸送道路をはじめ、事業中の高規格道路「島原道路」や拡幅整備予定の国道など広域

幹線道路等の幹線道路は、災害直後から、避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動の
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（２）安全・安心まちづくりの方針 

「安全・安心まちづくり」の分野における基本目標を達成するための安全・安心まちづく

りの方針は、次のとおりです。 

 

〇災害に強い都市基盤の整備の観点から、事業中の市街地開発事業の推進を図ります。 
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ために、緊急車両の通行を確保すべき重要な路線となるため、その機能の維持や向上、整

備促進を図ります。 

 

〇避難路となる道路の安全性の維持・確保による避難対策を推進します。 

 

〇通学路沿いなど住民に身近な生活道路については、子どもから障害者や高齢者まで、すべ

ての人が安全で快適に通行できる歩行空間の整備・改善を図ります。 

 

〇ダム建設を含む本明川の治水対策の整備促進をはじめ、その他の河川についても河川改

修事業＊や河川の越流防止対策などの積極的な事業展開を図るとともに、順次点検等を行

い危険箇所の把握に努めます。 

 

〇土砂災害対策として急傾斜地崩壊対策事業＊の促進を図ります。 

 

〇津波災害警戒区域において、津波災害を防止するために警戒避難体制の整備を図ります。 

 

〇本明川など河川堤防の決壊による浸水や、土砂災害の危険性のある区域等をハザードマ

ップ＊により明らかにし、区域内において必要な避難警戒体制を定め、住民への周知に努

めるなどのソフト対策を講じます。 

 

〇都市の防災構造化を進めるとともに、避難経路の情報共有や災害発生時の避難の円滑化

等の観点から、地域のコミュニティの基盤である町内会・自治会を単位とした住民の自主

的な防災組織の育成を行うことで、防災意識、近隣互助の精神等の高揚を図ります。 

 

 

以上の安全・安心まちづくりの方針を図に整理すると、図 5-8のとおりです。 
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■図 ５-８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■図 ５-８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-８：修正点 

・市街化区域 

・島原道路 

・諫早平山産業団地（地区計画） 

・高規格道路 

・地区計画 

・新住宅市街地開発事業 

 

図一部修正 
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